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The Political Economy of an Indian Rebellion in Colonial Mexico: 

      The Case of  Tlalmanalco, Chalco Region, in 1774

Naoki YASUMURA

   Historians studying Mexican Indian village communities under co-

lonial rule have recognized that Indian rebellions are one of the keys to 

understanding their ways of living and thinking. William Taylor was 

the first to realize the importance of Indian rebellions. Having 

systematically analyzed a large number of cases, he postulated a set of 

general characteristics which he attributed to the Indian community-
oriented mentality. In other words, he explained the frequency of In-

dian rebellions in colonial Mexico in terms of community autonomy and 

solidarity, which he thought derived from the mentality of the Indians. 

   Since Taylor's study was published in 1979 there has been discussion 
about whether his model has general validity in time and space. Eric 

Van Young, in trying to revise it, has given more importance to the in-

creasing economic inequality in the interior of Indian village com-

munities during the second half of the 18th century. He argues that 

rebellions served to repair community solidarity in jeopardy by displac-

ing accumulated internal tensions toward external targets. 

   In my opinion, Van Young has contributed considerably to our 

understanding of Indian rebellions by locating them in a more precise 

historical context, in contrast to Taylor's static model. But Van Young 
has approached rebellions in the same manner as Taylor in two points.
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First,both have aimed to generalize about Indian rebellions after analyz-

ing many cases, without paying much attention to the particular cir-

cumstances under which each rebellion evolved. Second, each of them 
started from the supposition that the Indian village community was a 
"closed corporate community" characterized by communal landholding

, 
limited membership, and an egalitarian way of thinking, and they were 

not so much concerned with how particular communities deviated from 

such a supposition. 

   In this article, avoiding such a generalizing approach, I will focus 

my analysis on the case of the Indian rebellion of 1774 in Tlalmanalco 

(Chalco  region)  . My aim is to make clear the concrete historical proc-
esses which led villagers to take such a recourse. On the other hand, I 
will start the analysis without any a priori model of the Indian village 

community. Contrary to Taylor and Van Young, I will reconstruct 

village life in the light of the facts revealed in archival sources referring 

to the rebellion, putting emphasis on the community's internal economy 

and politics as well as on its relationships with the outer world. 

   The main part of this article consists of three sections. The first 

describes some transformations which central Mexican Indian society 

suffered after the Spanish Conquest, for the purpose of situating the 

Tlalmanalco rebellion in a historical perspective of longue dui*. 

   In the second, I will describe as concretely as possible how this 
rebellion evolved and what happened to the community after its ap-

parent abortion, revealing community political conflicts and some exter-
nal actors' intervention in them. Also it will become clear that the entire 

community did not participate in the rebellion, but only a small fraction. 

   In the third section, I intend to explain how internal politics and ex-

ternal intervention influenced the course of the rebellion, throwing light 

on the agrarian problems of the Chalco region that Indian village com-

munities suffered during the second half of the 18th century, as well as on 

the impacts of the Bourbon reforms introduced by Jose de Galvez to the 
rural society of the region. In this way it will become clear that the 

Tlalmanalco rebellion cannot be interpreted only in terms of Indian com-

munity-oriented mentality, but that also its relation to the political 

economy of the community and the external world at that epoch must be 

considered. 

   In the final part, I will indicate some problems that need to be ex-

amined more profoundly in the future.
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は じめに

1.歴 史的背景

　1-1.先 スペイ ン期 のナ ワ ・イ ンデ ィオ

　　　　社会

　　1-1-1.政 治構造

　　1-1-2.社 会構造

　　1-1-3.土 地所有構造

　1-2.ス ペイ ンに よる征服の イ ンデ ィオ

　　　　社会へのイ ンパ ク ト

　　1-2-1.ア ルテペ トルへの カ ピル ドの

　　　　　　導入

　　1-2-2.社 会構造 と土地所有構造 に お

　　　　　　け る連続性 と変化

　　1-2-3.イ ンディオ社会の細分化

　 1-3.チ ャル コ地方の歴史

　　 1-3-1.征 服か ら植民地統 治の制度化

　 　 　 　 　 　 へ

　 　 1-3-2.ス ペ イ ン人 に よる土 地 の 集 積

　 　 　 　 　 　 と ア シエ ソ ダの形 成

　 　 1-3-3.イ ンデ ィオ村 落 共 同体 の現 実

2.　 トラル マ ナ ル コ騒 動

　 2-1.　 トラル マ ナ ル コ文 書 の性 格 と構 成

　 2-2,　 トラル マ ナ ル コ騒 動 の 経緯

　 　 2-2-1.塔 の 解 体 決 定 に い た る プ ロセ

　　　　　　 ス

　 　 2-2-2.総 代官 マ ル テ ィネ スの報 告

　 　 2-2-3.尋 問調 書 の 内容

　 　 2-2-4.批 判 的 考察

　 2-3.騒 動 後 の 駆 け 引 き(1)

　 　 2-3-1.ベ ラ ス ケス の請 願 書

　 　 2-3-2,マ ル テ ィネ ス の反 論

　　2-3-3.解 体反対派の攻勢

　　2-3-4,解 体推進派の結束

　　2-3つ.批 判的考察

　2-4.騒 動 後の駆け引 き(皿)

　　2-4-1.イ ンデ ィオ総合裁判所 の対応

　　2-4-2.ベ ヲスケスらの再攻勢

　　2-4-3.総 代官 グラハー レスの対応

　　2-4-4.批 判的考察

　2-5.　 トラルマナルコ騒動の構図

3.　 トラルマナル コ騒動 の政治経済学

　3-1.チ ャル コ地方 における土地問題

　　3-1-1.土 地訴訟 の数量的分析

　　3-1-2.イ ンデ ィオ同士の土地訴訟

　　3-1-3.政 治的党派 と土地問題

　　3-1-4.インディオ 村 落共 同体 と外 部

　　　　　　世界

　3-2.1760年 代,1770年 代 の ヌエバ ・エ

　　　　スパ ーニャの政治状況

　　3-2-1.ブ ル ボ ソ朝 諸改革 と総 巡察使

　　　　　　 ホセ ・デ ・ガルベス

　　3-2-2.チ ャル コ地 方にお ける ブル ボ

　　　　　　 ン朝 諸改革

　3-3.騒 動へ の道

　　3-3-1.1760年 代 の村落共 同体内 の政

　　　　　　 治情勢

　　3-3-2.新 しい勢力配置 と外部世界

　　3-3-3.従 属 的党派 の戦略 として の騒

　　　　　　 動

　3-4.　 トラルマナル コ騒動の歴史 的意義

おわ りに

　 は 　 じ　 め 　 に

　1785年 のことである。 ヌエバ ・エスパーニャ副王領(植 民地期メキシコの呼称)の

首都メキ シコ市から北方に25キ ロほどの地点に位置するクアウティトラソとい う村

で,インディオ のための礼拝堂に置かれていた聖母マ リア像をカ トリックの司祭が修

復 しようとしたところ,村 のインディオがこの措置に反対 して一斉に蜂起した。 この
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聖母像に手を加えることはその破壊に等 しい所業であ り,修 復 された像はもはやいま

のものとは別物になって しまうのだ,と いうのが彼 らの言い分であった。生命を落と

しかねない状況下,司 祭は村から逃亡 し,こ の地の治安回復を目的としてメキシコ市

から竜騎兵連隊が派遣されるにおよんだ 【GIBsoN　1964:134】。

　この事件は,鎮 圧のために軍隊が動員されている点を除けぽ,植 民地期メキシコに

おける一連のインディオ騒動の特徴を浮き彫 りにしている。外部の者から見ればほん

の些細な出来事や善意からとられた措置が,イ ンディオ村落共同体をして過剰なまで

の反応をとらせ,そ れが蜂起にまで発展するケースは,日 常茶飯事とまではいかなく

とも,史 料の中には少なからずその姿を現 しているのである。この現象は,イ ンディ

オ村落共同体の存在形態やそれが置かれていたより広い社会 ・経済 ・政治的文脈 との

連関を探るうえで,1つ の重要な手掛か りを提示 しているに も関わらず,長 い間,歴

史研究の対象とされてこなかった。 こうした研究状況を一変させたのが,テ イラーの

画期的な業績であった[TAYLOR　 1979】。

　テイラーによれぽ,メ キシコ中央部および南部オアバカ地方におけるインディオ村

落共同体は,18世 紀には以下のような特徴を備えていた。その内部では共同体的土地

所有を基盤とし,成 員間の経済的不平等が一定限度内に抑えられ,コ フラデ ィアと呼

ばれるカ トリックの信徒会や祭礼などを通じ,共 同体への帰属意識が 日常的,周 期的

に確認される。他方で,16世 紀中葉から後半にかけてスペイン王室により植民地統治

が制度化されてい く過程において,行 政機構の末端に位置す る村落共同体に対 して社

団1)と しての法的地位が与えられるが,こ の事実はインディオ 共同体が植民地期を通

じ,多 様な機能を担 う,自 律的で凝集性の高い組織 として存続す ることに寄与 した

[TAYLOR　 1979:21-24,　chap.2Jo

　 このような特徴を持つ村落共同体は,外 部からの干渉によって共同体内部の諸関係

が危険に晒されるとき,蜂 起する。直接の原因は多様であ り一般化 しがたいが,イ ソ

ディオの反応の背後には共同体の自律性を第一義 と考えるイデオロギーが存在 してい

たと推測するに足る共通のパターソが,結 果 としての騒動には見られる。 このイデナ

1)　 ここでい う 「社 団」 とは歴史学上の用語であ り,き わめ て単純化すれぽ以下の よ うに説明

　 され る。西欧世界が 中世か ら近代への転換を遂 げる過程で新たに生成 しつつあ った一次的社

　会関係は,従 来 の社会編制 の枠組みか ら逸脱す る可能性を秘めて いた。中央集権化を進あて

　いた各国の王権 はこ うした新たな集団の存在 を正式 に認定 し,一 定の特権を付与す ることY'

　 よって従来の枠組み に従 って統制可能な団体 として これを把握 しよ うと した。 この団体を社

　団 と呼ぶが,従 来か ら存在 していた団体 も王権 に よって社団 と して扱われてい った。 スペイ

　 ンに よる征服後の メキ シコとい う文脈でいえぽ,イ ンデ ィオ社会 を支配す るにあた りスペイ

　 ン王室は,ア ルテペ トル とい う先 スペイ ン期の政 治的単位 をイ ンデ ィオ村落共同体 とい う社

　団 として再編 した とい うことになる。 この過程 については,第1章 で詳述す る。
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ロギ ーは 成 員 全 員 に共 有 され て い るか ら,蜂 起 は 自然 発 生 的 で あ り,成 員 の 大 多 数 が

これ に参 加 し,明 確 な リー ダ ー シ ップは形 成 され ない 。 直 接 の原 因 が排 除 され れ ば,

速 や か に終 息 に 向 か う。 侵 害 され た 自律 性 の 回復 が 目的 で あ るか ら,他 村 と共 同 す る

こ とは な い し,地 方 のスペイン 人 役 人 を攻 撃 す る こ とが あ って も植 民 地 統 治 の正 統 性

を 問題 とす る こ とは な い[TAYLOR　 1979:115-1391。

　 テイ ラー の業 績 に 刺 激 を 受 け,そ れ と対 比 させ な が らイ ンデ ィオ 騒動 論 を展 開 した

のが,ヴ ァン ・ヤン グで あ る。 メキ シ コ西 部 の グア ダ ラハ ラ地 方 に お い て18世 紀 に発

生 した一 連 の騒 動 の 分 析 を通 じ,彼 は 以 下 の よ うに論 じて い る。 この地 方 の イ ソデ ィ

オ村 落 共 同体 は基 本 的 に,ウ ル フが定 式 化 したclosed　 corporate　 communityの 諸 特 徴

を 備 え て い る2)。富 に は か ぎ りが あ り,し た が って 一 部 の者 へ の 富 の 極 端 な集 中は そ

の他 の成 員 の生 存 を 脅 か す の だ とす る思考 様 式 が,こ れ らの特 徴 の根 底jarVある[Vax

YouNG　 1984:61]。 しか し,18世 紀 に 入 る とイ ンデ ィオ 人 口は着 実 に増 加 し,共 同 体

に よって 分 与 され る地 片 か らの 収穫 で は生 存 を 維 持 で きな い貧 困 層 が 拡 大 す る。 ス ペ

イ ン人 セ ク タ ーの経 済 活 動 に 参 加 す る こ とを余 儀 な くされ た貧 困 層 の 内 部,さ らに は

彼 ら と依 然 と して 必要 以上 の 土 地 を 保 有 して い る富 裕 層 の 間 で,富 の不 平 等 が 顕著 に

な る。 共 同 体 の 課 す諸hの 義 務 は ます ます 負 担 に感 じられ る よ うに な り,村 を 捨 て る

者 が 出 て くる と と もに,上 記 の 思 考 様 式 の許 容 範 囲 を超 えた経 済 的 格 差 の存 在 は 富裕

層 と貧 困層 の対 立 を激 化す る[VAN　 YOUNG　 l984:62-68,74-75]。

　 か く して村 落 共 同 体 は崩 壊 の危 機 に 瀕 す る。 しか し,インディオ 富 裕 層 は これ を 座

視 す るわ け には いか な い。 彼 らは そ の 富 を,共 同 体 とス ペ イ ン人 セ クタ ー の媒 介 者 と

して の 機 能 に 負 って い た か らで あ る。 他 方 で,だ か ら とい って 共 同 体 の崩 壊 を 阻 止 す

るた め に 自 らの富 を貧 困 層 に分 配 す るつ も りもな い。 貧 困層 に は,共 同体 が 意 味 した

自律 性 の夢 は 捨 てが た い もの で あ り,現 状 は ど うで あれ,共 同 体 とい う枠 組 み 自体 の

解 体 は や は り避 け た い とい う認識 が あ る。 こ こに,富 裕 層 と貧 困 層 の利 害 は矛 盾,対

立 をは らみ つ つ も,共 同体 を 維 持 す る必要 性 とい う点 に おい て は一 致 を 見 るの で あ る。

内部 に溜 ま った 緊張 を外 部 に 向 け て転 移 す る こ とに よ り共 同体 の一 体 性 を再 確 認 し,

そ の 内部 崩 壊 を 先延 ば しす る役 割 を担 った のが 騒 動 で あ り,富 裕 層 は 自己 の富 と地 位

を守 るた め,貧 困 層 は 自律 的 な 生 存 を 回復 す る とい う夢 を か け,一 時 的 に 団結 して蜂

起 す るの で あ る[VAN　 YOUNG　 1984:56-61,75-79)。

2)　 ヴァソ ・ヤ ソグは以下の ような特徴 を挙げ ているが,そ れ らは大筋においてテイ ラーが指

　 摘す る要素 と一致 してい る。a.土 地所有におけ る共 同体規制 の強 さ,　b.外 部 に対す る閉鎖

　 性,c.共 同体に よる祭礼の開催,　d.エ ン ドガ ミー,　e.過 度の富の私的集積に対す る制約。

　 なお,こ の概念そ のものについては 当然の ことながら ウルフが よ り詳 しい[WOLF　 1957】。
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　 テイラーとヴァン ・ヤングの見解の基本的な相違点は,騒 動において,イ ンディォ

村落共同体内部における経済的格差の存在とそれに伴 う社会的対立の激化 という要因

が果たした役割をどう評価するか,騒 動は 自然発生的であったか否か,に ある3)。し

か し,そ の問題を措 くならば,両 者はインディオ騒動の行動面に見られる共同体成員

の団結 とい う点では一致 しているし,さ らに重要なことに,問 題へのアプローチにお

ける共通性が見出されるのである。多数の事例の分析を通じ,イ ンディオ騒動の一般

的な諸契機を明らかにしようとする態度が,そ れである。この指向が学問的意義を有

することはい うまでもない。 しか し,彼 らは一般化を急ぐあま り,1つ の共同体が騒

動へ といたる過程をその具体相において,す なわちその共同体の内部の状況と外部 と

の連関に即 して叙述することを しない4)0

　本稿の目的は,メ キシコ市から南東に30キ ロほどいった地点に位置する,チ ャルコ

地 図1　 メキ シ コ全 図 【GIBsoN　 1964:xi1(筆 者 に よ り一一部 修 正)

3)　 これ らの 相 違 に つ い ては 別 に 論 じた こ とが あ るの で,こ こで は と りあ げ な い 〔YASUMURA

　 1991Jo

4)　 テ イ ラ ー,ヴ ァ ン ・ヤ ング ともに そ の後,個 別 事 例 の 分 析 を 行 っ てい る[TAYLOR　 l988;

　 V」田YOi3NG　 l986】。 しか し,そ れ らで と りあ げ られ て い るの は,こ こでインディオ 騒 動 と

　 呼 ん で い る カテ ゴ リー とは性 格 を 異 に し,む しろ テイ ラー が騒 動(rebellion)と 区別 してin-

　 surrectionと 呼 ん だ カテ ゴ リー に類 す る もの で あ る。 また,彼 ら以 外 に も イ ンデ ィオ の 反 乱

　 を 扱 って い る 研 究 者 は い るが,や は りinsurrectionを 対 象 と し て い る[CasTRO　 1990;

　 Castxo　 et　al.1992)。 本 稿 で のインディオ 騒 動 とい う用語 を定 義 して お く と,テ イ ラ ーの 描

　 き出 した騒 動 と類 似 して い るが,自 然発 生 性 と団 結 性 に つ い て は これ を定 義 か ら排 除 して い

　 る。 そ の理 由は,行 論 中 明 らか とな る。 な お,メ キ シ コ独 立 以後 の 騒動,反 乱 も扱 った論 文

　 集 と してはKatz[1988]が あ る。
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地 図2　 メキ シ コ盆 地[Grssox　 l964:xi1(筆 老 に よ り一 部 修 正)

地方の トラルマナルコ村で発生 したインディオ 騒動の叙述,分 析を通じ,メ キシコ史

における上記の研究動向上の空隙を埋めることにある。第1章 ではまず,ス ペインに

よる征服,植 民地化がインディオ社会に与えたインパクト,お よびその後,18世 紀に

いたるまでにこの地方が辿った歴史的道筋について述べる。第2章 では,1774年 に ト

ラルマナルコ村で発生 した騒動の経緯を明らかにするとともに,そ の背後には政治的

対立が存在 していたことを浮き彫 りにする。第3章 では,18世 紀後半のチャルコ地方

における深刻な土地問題 と共同体の外部世界の動向を背景として,ト ラルマナルコに

おける共同体内の政治的対立が騒動へと発展していくプロセスを明らかにする。最後

に,今 後に残された問題を指摘することで,本 稿の結語に代えることとする。

　本論に入る前に,参 照した資料に触れてお くと,第1章 では先行研究に依拠 してい

るが,第2章 以下の記述は基本的に,筆 者が メキ シコ国立総合文書館(Archivo
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General　 de　la　Naci6n)の 土 地 問題 セ ク シ ョン(以 下,脚 注 で はTierrasと 略 す)と 刑

事裁 判 セ ク シ ョソ(以 下,脚 注 で はCrimina1と 略 す)で 調 査 した 一 次 史料 に立 脚 し

て い る。 これ らの一 次 史 料 は 現 在公 刊 され て い な い た め,参 照 した箇 所 に 関 して は,

セ ク シ ョ ン名,参 照 した 箇 所 の巻数(vol.一 と記す),文 書 番 号(exp.一 と記 す),可 能

な場 合 は フ ォ リオ 番号(f.一 と記 す)の 順 で脚 注 にお い て出所 を示 す こ と とす る。

1.歴 史 的 背 景

1-1.先 ス ペ イ ン期 の ナ ワ ・イ ン デ ィ オ 社 会

　先スペイン期メキシコ中央部ではナワトル語を母語 とするナワ ・インディオが定住

農耕を基盤として生活 していた。このナワ社会に関しては,従 来,スペイン による征

服後にコソキスタドールやカ トリックの聖職者,スペイン 人官僚などが書き残 したク

ロニカと呼ばれ る歴史書の中の記述に基づいて議論が為 されてきた。それに対 し,

1970年代の半ばから,征 服後にインディオがナワトル語をアルファベ ットで表記する

形で作成 した文書群を利用 して,インディオ の観点から先スペイン期のインディオ 社

会を再構成 しようとする試みが展開されている。この試みを通じ,従 来の見解はかな

りの修正を迫られているのが現状であ り,こ こでは新 しい潮流の旗手の1人 であるロ

ックハー トの研究に依拠 しながら,必 要な範囲で,スペイン 人による征服に先立つ14,

15世紀のインディオ社会の存在形態を明らかに しておこう 【LocKHART　 1992】。

　 1-1-1.政 治構 造

　 イ ンデ ィオ世 界 の 中心 を 占め て い た の は,ア ル テ ペ トル(altepetl)と 呼 ぼ れ る政

治体 で あ った 。 アス テ カ の よ うな帝 国 的組 織 もアル テ ペ トル の集 合体 にす ぎず,そ の

意味 で ア ル テペ トル は,イ ソデ ィオ社 会 の基 本 構 造 を理 解 す るた め の鍵 とな る。 この

社 会 の あ らゆ る分 野 に お い て,よ り高 次 な構 成 体 を形 成す る に際 して は次 の よ うな 組

織 化 原理 が 存 在 して い た 。 そ れ は全 体 が,a.ほ ぼ 均 等 で,ほ か と明確 に区 別 され,

自己充 足 的 な 構 成 部 分 か ら成 り立 ち,b.シ ン メ ト リカ ル に 配列 され る こ とに よ り,

c.す べ て の部 分 が 共通 の基 準 点 と同一 の関 係 を結 ぶ こ とに な るが,d.部 分 の 間 で は

序 列 と周 期 的 な ローテ ー シ ョン に基 づ く差 異 化 が 進 む,と い うもの で あ る。 アル テペ

トル では この 原 則 が貫 徹 して い る。

　 い ま,最 も単 純 な,ア ル テペ トル の基 本 形 を想 定 して み よ う。 そ の基 本 的 な成 立 要
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件 は,一 定 の支 配領 域,一 一組 の 構 成 部 分,ト ラ トア ー 二(tlatoani)と い う称 号 を 持

つ 世 襲 の 大 首長 の存 在 で あ る。 そ の統 一性 を支 え て い るの は,共 通 の歴 史=神 話 的 伝

承 で あ り,そ れ に よれ ぽ,ア ル テペ トル の成 員 は1つ の 民族 集 団 を起 源 と して い る が,

そ の後 様hな 理 由か ら放 浪 を 余 儀 な くされ た 。 放 浪 中 に複 数 の 下 位 集 団(カ ル ポ リ

calpolli)に 分 か 乳 て い き,定 住 と同時 に ア ル テペ トルを 形 成 した。

　 通 常,ア ル テ ペ トルは4,6,8と い った偶 数 個 の カル ポ リか ら成 る。 各 カル ポ リ

は 固 有 の神 を信 仰 す る とと もに,地 形 や 民 族 名 か ら と った 固 有 の 名 を持 つ。 固有 の称

号(テ ウ ク トカ イ トルteuctocaitl)を 持 つ首 長(テ ウ ク トラ トア ー 二teuctlatoani)

が 各 カル ポ リに はお り,カ ル ポ リの神 に対 す る奉 仕 や 世 俗 の 行 政,軍 事 を 司 る。 首 長

の周 辺 に は貴 族 層(ビ リpilli)の 形 成 が 見 られ,首 長 を補 佐 す る。 各 カル ポ リは ア ル

テペ トル 内 の特 定 地 域 を 排 他 的 に 占有 し,カ ル ポ リの メ ソバ_'/r対 して地 片 の用 益 権

を 配 分 す る。 カル ポ リは 外 婚 制 の単 位 と して の親 族 集 団 では な い が,内 婚 の比 率 が 高

い。 また,1つ の ア ル テペ トル に,別 の民族 に 属す る人hが 加 わ る こ と もあ った よ う

で,そ の 場 合 に は新 た な カル ポ リを形 成 し,固 有 の民 族 意 識 を 保 持 して い く。 また,

カル ポ リは,20,40,80,100と い った 数 の世 帯(household)か ら成 る地 区 に区 分 さ

れ,土 地 の配 分 や 徴 税 に 携 わ る責 任 者 が 置 かれ る が,こ の 単位 は流 動 的 な もの で あ り,

した が って と くに これ を指 す 単 語 は存 在 しな い 。

　 各 カル ポ リは原 理 的 には 独 立 の 団体 と して 対 等 な 関 係 にあ り,ア ル テ ペ トル に対 し

て果 た す 義務 も平 等 で あ り,カ ル ポ リを 単 位 と して個 別 に遂 行 され る。 た とえぽ,戦

争 に 際 し,各 カル ポ リは首 長 の 指 揮 の下,個 別 に 戦 闘 に参 加 す る。 他 方 で,ア ル テ ペ

トル に 対 す る義 務 の 内,労 役 奉 仕 の よ うに と くに 継 続 的 な性 格 を 有 す る もの に関 して

は,各 カル ポ リが一 定 の序 列 に 基 づ き,周 期 的 な ロ ーテ ー シ ョ ソを 組 ん で これ を行 う

が,こ の序 列 は本 来 平 等 な カル ポ リの間 に差 異=・階層 化 の契 機 を 持 ち込 む。す な わ ち,

す べ ての カル ポ リに と って共 通 の 基 準点 であ る と同 時 に,ア ル テペ トル を体 現 す る存

在 であ る トラ トア ー 二=大 首 長 に 対す る奉 仕 の 順 番 の 中 に,カ ル ポ リ間 の 階層 が顕 現

す る の で あ る。

　 トラ トア ー 二は 出 身 カル ポ リの 首 長(テ ウ ク トラ トア ー二)で あ る と同 時Y',全 カ

ル ポ リの上 に 君 臨す る とい う,二 面 的 な性 格 を 有 して い る。 そ の 出身 カル ポ リが序 列

の第 一 位 を 占め る こ とが 多 い とい うほ か に,彼 が 個 別 首長 と区別 され るの は,後 者 の

側面 に お い てで あ る。 す なわ ち彼 は,す べ て の カ ル ポ リか ら貢 納 を徴 収 す る権利 を有

す る点 で,そ の 他 の個 別 首 長 とは 区 別 され,ま た す べ て の貴 族 が 彼 の宮 殿 に赴 い て恭

順 の意 を表 す る と と もに,平 民 も交 代 で宮 殿 で の奉 仕 に つ くの で あ る5)0
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　 自律的なカルポ リの遠心的傾向を抑え,ア ルテペ トルの一体性を維持する役割を果

たすのは,ト ラトアー二だけではない。異なる自然条件が近距離に並存 しているメキ

シコ中央部では,1つ のアルテペ トルの内部で生産物の分化が見 られ ,そ のように特

化 した余剰生産物を交換する場 としての市場が,ア ルテペ トルの統合を促進する要因

として考えられる。この市場は トラ トアー二の管理下に置かれ,各 カルポ リが ローテー

ションではなく,同 時に特産品を持ち寄るという形で運営される。また,各 カルポ リ

の神に優越するアルテペ トルの神の存在も,同 様の機能を果たしていた。この神は,

トラトアー二の出身カルポリの神であることが多いが,全 カルポ リの成員の信仰の対

象であり,ロ ーテーションに従 って奉仕が行われる。 トラ トアー二に近い人物がこの

神の祭祀を司 り,神 殿を管理する。

　 トラ トアー二の宮殿,ア ルテペ トルの神殿,市 場は大抵,近 接 してお り,こ れは都

市化の進展を想起させるが,ア ルテペ トルの組織化原理は,構 成部分か ら自立し,逆

にこれを支配する中核とい う意味での都市の成長を許さなかった。

　以上,ア ルテペ トルの基本形の特徴を概観 したが,ス ペイン人による征服時点のメ

キシコ中央部では,複 数のアルテペ トルが集まって形成された,複 合アルテペ トルが

支配的な政治形態であった。 こうした政治体が形成されて くる背景には,北 方から絶

えず新たな民族集団が流入し,彼 らとすでに定住 していた集団の間やさらにはアルテ

ペ トルの間で軍事的対立が生 じた結果,防 衛上の必要から個別アルテペ トルの連合が

進んだことが考えられる。複合アルテペ トルとその構成部分としての個別アルテペ ト

ル(以 後 これを部分アルテペ トルと呼ぶ)の 関係は,個 別アルテペ トルとカルポ リの

関係に類似 している。しかし,次 のような相違も存在 した。複合アルテペ トルには,

その全体を統括する人物が見あたらないのである。序列の最高位を占める部分アルテ

ペ トルの トラトアー二が,複 合アルテペ トルの儀礼上の長となることもあったが,こ

のポス トは個hの 部分アルテペ トルから貢納と労働奉仕を受ける権利を伴わず,ま た

序列に基づ くローテーションに従って部分アルテペ トルがこれを持ち回ることもあっ

た。さらに,部 分アルテペ トル間には激しい対抗関係が存在 していたことも指摘され

る。

　このように統合のための制度的契機を欠いていた複合アルテペ トルが,個 別アルテ

ペ トル以上に遠心的傾向を帯びていたことはい うまでもない。それゆえに,複 合アル

5)　 しか し,ト ラ トアー二の権力あるいは優越は絶対的な ものではな く,そ の二面性は,清 水

　のい う「平等者の中の第一人者」的性格に由来す ると考え られる　【清水　1989]。そ のことは,

　 トラ トアー二の血筋が絶えて もアルテペ トルは独立の政治体 として存続 し,貴 族層の合議を

　経 て新 しい トラ トア ー二が選 出され ることか らも窺 われ る 【LOCKHART　 1992:18]。
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テペ トルは絶えず崩壊の危機に晒されてお り,こ のような遠心的傾向を抑制す る手段

として,部 分アルテペ トルの トラトアー二の間で通婚が行われたのである。 この通婚

関係が積み重ね られるうちに,ト ラ トアー二家間の血縁関係が強ま り,場 合によって

は同一人物が複数の部分アルテペ トルの トラトアー二を務めることもあった。

　個別アルテペ トルが複合アルテペ トルに移行 した経緯 としては,人 口の増大に伴い

1つ の民族集団が分化 したケースや,ア ルテペ トル間の戦争の結果 として征服者集団

と被征服者集団が統合されたケースなどが考えられるが,い ずれにせよこの移行は不

可逆的な性格のものではな く,そ の逆のパターンも存在 したのである。そして,こ の

ような複合アルテペ トルの間の支配一従属関係の集積にすぎなかった帝国的組織は,

必然的に不安定要因を内部に抱えることとなった。

　本稿で扱 うチャルコ地方での実例を見てみよう。13世 紀から14世紀にかけ,複 数の

移民の波がこの地方に押 し寄せては定住を開始した。彼 らは必ずしも同一の民族集団

に帰属 してはいなかったが,こ の地での歴史の共有を通 じて新たにチャルカ族として

の民族意識を培 っていくとともに,4つ の複合アルテペ トルから成る,政 治 ・軍事上

の連合体を形成するにおよんだ。この4つ は,創 設年代順に序列を付けられ,そ の首

位の座を占めていたのが トラルマナルコであった。複合アルテペ トルはそれぞれ,さ

らに下位の部分アルテペ トルに分かれていた。 トラルマナル コの場合,部 分アルテペ

トルの中で最も有力であった トラコチャルカは,さ らに6つ の部分に分かれ,そ れが

3つ ずつ半族に組織され,半 族がそれぞれ トラトアー二を有 し,そ のうちの1人 が6

つの部分全体を統括する役 目を果たしていた6)0

　1-1-2.社 会構造

　ナワトル語の親族名称の分析を通じ,ロ ックハー トは,先 スペイ ン期のナワ・イ ソ

ディオ社会ではなんらかの親族組織を指す ような一般的な名称も,機 能的な実体 とし

ての親族集団も存在 しなかったと主張する。そのような社会構造において基本的細胞

として機能 していたのは,カ リ(calli)と 呼ぼれる居住単位であった。

　カリという語は本来,物 理的な居住空間としての建物を意味するが,1つ の家屋を

指すこともあれぽ,複 数の家屋から成る家屋複合体を指すこともあった。いま,4つ

の家屋から成る家屋複合体を想定 して説明していくと,4つ の家屋は中庭を囲む よう

にして立ってお り,そ れぞれが中庭に通じる戸を持っている。 この複合体全体 と個々

の家屋の双方がカリと呼ぼれる。複合体全体を1人 の人物が所有 している場合 もあれ

6)　この小節の記述はLockhart【1992:14-28]Yこ基づく。
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ぽ,こ の複合体に属する複数の人物が個々の家屋を保有している場合もある。複合体

と個々のカリの関係は,ア ルテペ トルとカルポリの関係に類似 している。すなわち,

それぞれのカリはその保有者の下,一 定の自立性を保持し,そ れらの間の関係は基本

的に平等であ り,mテ ーションに従 って複合体に対する義務を分担するが,複 合体

の長は1つ のカリの保有者であると同時に,全 体を代表 し,統 括する役割を負 うので

ある。

　 ロックハー トはこのような性格を有するカリを,householdと 規定する。複合的世

帯 と単純世帯のいずれが一般 的であったかは定かではなく,ラ イフ ・サイクルに従っ

て同一の世帯が2つ の形態の間を移行することもあった。カリには宅地 と中庭のほか

に,カ リに属する耕地のうち最も重要な地片が隣接 しているのが普通で,こ の耕地は

カラリ(callalli)eカ リの土地 と呼ぽれた。

　複合的カリの場合,そ の構成員はなんらかの血『 姻族関係で結ばれていた。 しか

し,親 戚に近い意味を持つ語の本来の意味が,「 その人物 と同居する人々」であるこ

とから分かるように,インディオ にとっては一緒に住んでいる,あ るいは世帯を共に

しているとい う事実の方が,一 緒に住む理由よりも重要であった。 これは,イ ンディ

オ社会において血縁原理がかつて考えられていたほど重要な役割を果たしていなかっ

た ことを示唆している。またこの点は,親 族名称における特徴からも窺われる。すな

わち,基 準点としてのエゴからの視点でのみ,そ れを取 り囲む関係の総体が一時的に

分類されるため,エ ゴを超えた集団,す なわち親族集団とい うものが名称上も客観的

にも存在しえないのである。したが って,親 族関係 というものはきわめて柔軟に組織

されたのであ り,た とえぽ,兄 弟姉妹 とイ トコや祖母 ・祖父と大オバ ・大オジを指す

語が同一語であった り,血 縁関係を示す名称がしばしば姻族関係に拡大 して適用され

た りするといった状況が生まれたのである。カ リ,カ ルポリ,ア ルテペ トルが編制さ

れるう.'Z..で血縁原理が希薄であり,成 員資格に柔軟性が見られた背景には,こ うした

親族関係の形態が存在 していた。

　カリの財産の相続に関しては,以 下のような特徴が見られた。女子 と男子は同等の

権利を有 し,子 供の間で均等分割相続が行われる。親の財産は子に伝えられ,妻 は夫

の財産に対 して権利を有さない。相続は原則 として直系血族のラインに沿って行われ

る。 しかし,こ こでも親族関係における柔軟性が影響を及ぼし,現 実には傍系や姻族

が相続するケースも少な くなかったのである7も

　先スペイン期の社会構造はこのように,自立性と流動性の高いカリを基礎細胞 とし,

7)　この小節のここまでの記述はLockhart[1992:chap.31に 基づく。

184



安村 　 植 民地期 メキ シコにおけるインディオ騒動 の政 治経済学

その集合体としてのカルポリ,ア ルテペ トルとい う形で編制されてお り,そ の意味で

地縁的な性格を色濃 く帯びていた。 しか しそれは,血 縁的,身 分的な社会編制が見ら

れなかったとい うことを意味するものではない。平民層 と貴族層とい う2つ の大きな

社会階層への分化が,他 方で進展していたのである。

　貴族一般を表す ビリとい う語は,本 来,子 を意味 してお り,こ れは貴族が首長

(teuctli)の子であると観念されていたことを反映している。現実に,す べての貴族

が首長の子であったのか,首 長から数えて何世代目までの子孫が貴族と見なされてい

たのかは不明であるが,貴 族は自らを1つ の親族集団に属するものと考え,自 らを平

民と区別 した。すなわち,首 長の家を意味するテカリ(teccalli)に 属することが,

貴族の身分を保証したのである。テカリとはまた,特 定の土地とそこに住む平民,貴

族に対する一種の領主権を意味 していた。首長は土地と平民に対するこの支配権によ

ってその権威と身分を維持 し,貴 族は彼を補佐することでやは り一定の土地 と平民に

対する下級支配権を行使 したのである。そ して,ス ペイン人による征服時には,こ の

領主権はカルポリの規制から離脱する傾向を示 し,そ の下に置かれた土地 と平民は,

首長の家産であるかのごとく扱われ るにおよぶのである。そ して,貴 族であ り,首 長

でもある トラトアー二を頂点 として,イ ンディオ社会は成層化されていくのである

[LOCKxaxT　 　1992:101-110]0

　以上述べてきたことから明らかなように,先スペイン 期のインディオ 社会は,自 律

的で相対的に見て均質な基礎細胞を基盤 とする地縁的編制原理 と,富 の不平等を前提

とし,そ れを固定化ないしは拡大する傾向を有する身分的,血 縁的編制原理の拮抗の

上に築かれていたのである8)0

　1-1-3.土 地所有構造

　ナ ワ社会における社会構造の二面性,す なわち平等性と階層性を支えていたのが,

土地所有構造であった。 メソアメリカにおいては共同体的土地所有がその土地制度の

根幹にあると考えられてきたが,ロ ックハー トはナワトル語文書に即 しながら,共 同

体的とい う用語の意味を探 ってい く。

　 アルテペ トルはその領域内のすべての土地 の根源的所有者=残 存権(residual

rights)者 であ り,そ の資格の下にカルポリに対 して特定地域を配分する。 しか し現

実には,土 地を成員に分配する基本的な団体は後者であ り,カ ルポ リ内の土地はカル

8)先スペイン 期 イ ンデ ィオ社 会 に お け る成層 化 に関 す る記 述 はLockhart【1992:94-110】 に基

　 づ く。
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ポラリ(calpollalli)と 呼ばれる。理念型 としてのカルポラリの運営は,次 のように

要約しうる。その最も肥沃な部分は,カ ルポリの指導者により,ほ ぼ同じ大きさの区

画に分けられる。この区画は,4な いし6人 家族を扶養するに足る面積を有している。

そのうえで,カ ルポリの成員,正 確iには世帯主に対し,そ の身分に応じてこれらの区

画が配分される。こうして配分された耕地は原則として,保 有者の身分に関わらず,

土地所有団体 としてのカルポリに対する納税義務を負っている。カルポ リは土地保有

の実態を把握するために土地台帳を作成し,そ のための技術として固有の測量法を発

達させた。またカルポ リは,い ったん配分 した区画を再配分する権限を有していた。

すなわち,あ る区画の耕作を成員が放棄 した場合や,大 規模な人口移動が生じた際に,

成員の必要に応 じて区画の再配分を行ったのである。

　以上の記述は,先 スペイン期の土地所有構造が共同体的であったとする見解を支持

するものであるが,し か しこれは,カ ルポ リが意のままに土地を再配分できたとか,

土地保有権の移動における最大のメカニズムが,カ ルポ リによる再配分であったこと

を意味しない。カルポ リによる所有権の行使は,土 地保有の私的性格が強まるにつれ

て制限されていったのである。 したがって,成 員の必要に応 じてカルポ リが絶えず土

地の割 り替えを行 うことはなかった。このことは,土 地保有権の移動のメカニズムに

おいて相続が最も重要な手段であったことと関連 している。すなわち,あ る区画に関

し,相 続人がお り,耕 作および納税の義務を負 うのであれぽ,カ ルポ リは相続に介入

せず,相 続人の数に比例 して区画の細分化が進み,世 帯間の保有面積の不平等が広が

っても,事 態は放置されるのである。

　カルポ リの土地再配分機能の限定は,割 り替えが行われる際の手続きにも見ること

ができる。ある区画の保有者が土地を放棄したとしよう。まず,カ ルポリの外部の者

か,あ るいは内部の保有地を持たない住民が,そ の事実に気づ く。その周辺の土地保

有者の同意の下,彼 は問題の土地の耕作を開始する。そして,カ ルポリ当局に対 して

既成事実の承認を求め,そ のうえでアルテペ トル当局の承認を求める。アルテペ トル

当局は,彼 を問題の土地の新 しい保有者として承認すると,測 量を行い,土 地台帳へ

の登録を行 う。新 しい保有者は,周 辺の住民と当局の代表者を招き,宴 を催す。これ

が,カ ルポリによる土地割 り替えの実際の手順であり,そ こでは個人のイニシアチヴ

が先行し,カ ルポリは既成事実を事後的に承認するにとどまっている。また,保 有権

の移転に際 し,当 該区画の周辺住民の知識と合意が不可欠である点も,見 逃せない。

　土地保有権の確立の度合いという観点から土地を分類するならぽ,以 下のようにま

とめられる。私的保有権が最 も強固に確立しているのは,ト ラトアー二を頂点とする
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貴族層の土地である。彼らが保有 している土地は,本 来,ア ルテペ トル,カ ルポ リの

土地であ り,そ の意味で課税対象 となるものであ り,ま た耕作を放棄すれぽカルポ リ

によって再配分 されるべき土地,あ るいは家産ではなくて公共の目的のために官職に

付随する形で割 り当てられた土地である。しかし,貴 族層がカルポ リの規制を離脱す

るのに伴い,両 者の区別は曖昧になるとともに私的保有地としての性格を強め,免 税

されるとともに割 り替えの対象外に置かれる傾向も進展 した。平民層の場合でも,家

屋に隣接することの多い,最 も肥沃な耕地,す なわち世帯の存続の基盤を成すカラリ

以外の,マ ージナルな耕地については売買が行われてお り,こ うした売買を通 じて新

たに世帯に付け加えられた土地は,や は り課税および割 り替えの対象外にある土地と

考えられるようになっていったようである9)0

　他方で,カ ラリの場合,同 一世帯に何世代もの間とどまることが多かったため,保

有権者 としてはカルポ リの規制,す なわち課税と再配分を免れるとする傾向が強まっ

たようであるが,他 方で,カ ルポリの立場からは,そ の所有権の行使 しうる土地 とし

て定義する原則が維持されたようであ り,こ の二面性は同一区画に対する2通 りの呼

称に反映されている。すなわち,世 帯の観点から見たカラリ(居 住単位カリの土地)

と,カ ルポ リに対する納税関係を反映 したカルポラリ(カ ルポ リの土地)が それであ

る。さらにこれ ら以外に,宗 教上の目的や戦争のために割 り当てられた区画も存在 し

た。

　以上の記述から,先スペイン 期の土地所有構造における共同体的性格がかな り限定

されたものであ り,共 同体的土地所有 という枠組みの中で私的土地保有がその地歩を

固めつつあ り,カ ルポ リーアルテペ トルの所有権e残 存権に対抗 しつつあったことが

明らかとなった。さらに付け加えれぽ,平 民がカルポリから土地を配分されるに際 し,

名目上の保有老は世帯主 とされたが,複 合世帯の場合,個 々の家屋を保有 しているメ

ソバーは,そ の土地の特定部分に対して一定の権利を有 してこれを占有 していたので

ある。その意味で,構 成部分の自律性という組織化原理は土地所有構造 の末端にまで

およんだのであり,他 方でカルポリによる土地分配における身分に基づ く格差 と私的

土地保有権の強化は,インディオ 社会の階層性に対 して経済的基礎を与えたのであっ

た10)。

9)売 買 に際 して も個 人 間 の取 引 が 先 行 し,カ ル ポ リ,ア ル テ ペ トルの 当 局 が そ れ を 承認 し,

　 あた か も割 り替 えで あ るか の よ うなか た ちで 手続 き を とった ら しい[LOCKHART　 l992:154]。

10)　 この 小節 の記 述 はLockhart【1992:141-163]に 基 づ く。
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1-2.ス ペ イ ンに よる征 服 のインディオ 社 会へ のイ ソパ ク ト

　スペイン による征服と植民地支配に関しては,すでに数多くの研究が積み重ねられ,

現段階では各分野で定説が確立されている。ここではそれらを繰 り返す煩を避け,イ

ソディオ社会がこの過程において示した変化と連続性を,行 論上必要な範囲で叙述 し

ていく。インディオ社会に直接影響を与えた制度としては,エ ソコミエソダ,コ レヒ

ミエソト,カ トリック教会組織,レ パルティミエソ ト,コ ソグレガシオンなどが挙げ

られるが,研 究の現段階で従来の見解が最も厳しい批判に晒 されているのは,カ ビル

ド(参 事会)と 呼ぼれるスペイン 本国の都市自治制度のインデdオ 社会への導入 とそ

のイソパクトをどう評価するかとい う問題であろう。 したがって本節では,先 スペイ

ソ期のアルテペ トルがこの制度の導入によっていかなる形で再編 されたのか,あ るい

は存続 したのかに焦点を絞 り,そ の うえでこの政治構造上の変動が社会構造および土

地所有構造にどう反映されたのかを論 じる。最後に,こ の流れの中で成立するインデ

ィナ村落共同体が17,18世 紀を通 じて辿った道筋の概略を述べることにする。

　 1-2-1.ア ル テ ペ トルへ の カ ビル ドの導 入

　 1521年,エ ル ナ ン ・コル テス率 い るスペイン 人 コ ンキ ス タ ドール と一 部 の イ ンデ ィ

オの 連 合 軍 の手 に よ り,い わ ゆ る ア ス テ カ帝 国 の頂 点 に位 置 して い た テ ノチ テ ィ トラ

ソが 陥 落 す るや い なや,ス ペ イ ン王 室 は 莫 大 な人 口を抱 え る メキ シ コ中央 部 の イ ソデ

ィオ社 会 を い か に統 治 す べ きか とい う問 題 に取 り組 む ことを 余 儀 な くされ た 。 問 題 は

少 な くと も2つ の,相 互 に 関 連 す る側 面 を 有 して い た。

　 コル テ スは テ ノチ テ ィ トラ ソ陥 落後,カ トリ ックの 教 え を広 め,事 起 これ ば王 室 に

対 して軍 役 を 勤 め る義 務 と引 換 え に,一 定 の 地 域 の イ ンデ ィオか ら貢納 と賦 役 を徴 収

す る権 利 を認 め るエ ン コ ミエ ンダ制 を メキ シ コに 導 入 し,大 小 様 々 なエ ン コ ミエ ソ ダ

を身 分 と功 労 に 準 じて報 賞 と して コ ンキ ス タ ドール に 分 け与 えた 。 コル テ ス 以下,コ

ソキ ス タ ドール た ち の 目的 は,エ ン コ ミエ ンダ内 の イ ンデ ィオ の搾 取 を通 じて で きる

だ け短 時 日で富 を 蓄 積す る と ともに,エ ソ コ ミエ ンダを封 建 所 領 化 す る こ とに よ って

貴族 と して の ス テ ー タス と生 活 様 式 を維 持 す る こ とに あ った 。 これ はスペイン 王室 に

と り,二 重 の障 害 を 意 味 して い た。政 治的 観 点 に立 つ と,中 世 の分 権 的政 治 体制 を克

服 し,王 権 を 頂 点 とす る中 央 集権 体 制 の確 立 を 目指 して い たスペイン 王 室 か らす れ ば,

ア メ リカ大 陸 に強 大 な封 建 領 主 が 出現 す る こ とは 許 容 で きな い事 態 で あ った 。他 方 で,

カ リブ海 の 島 々に お け る経 験 は,エ ンコ メ ソデ ー ロ(エ ン コ ミエ ソダ受 領者)に よる
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苛酷な搾取を放置すれぽ,イ ンディオ人 口は急速に減少 していくことを教えてお り,

それがメキシコにおいて再現するのを防止するのは急務であった。

　 この二重の障害を克服する途を模索する中で,イ ンディオ社会を再編する必要が認

識されていく。エソコメソデーロ集団の権力を抑止し,スペイン 王室のメキシコにお

ける主権を確立するための手段 として,イ ンディオに対する布教を使命とする諸修道

会に大幅な特権を授与し,こ れ らをエソコメソデーロY'対抗する政治集団に組織する

方針がとられるとともに,両 者の対立を利用 しつつ王室の利害を最優先させる官僚機

構が整備されてい く。しかし,こ れだけではインディオ をエソコメンデーロの貧欲か

ら守るには十分 とはいえなかった。インデ ィオそのものを法的特権を有する政治集団

と化 し,彼 ら自身が積極的にエソコメソデーロに対抗 してい く制度的基盤の構築が必

要 とされた。また,16世 紀を通じてきわめて小さな人 口を擁するにとどまったスペイ

ン人が,巨 大な人 口を抱えたインディオ 社会を支配 していくには,イ ンディオ社会の

既存の機構を利用 して間接統治のための行政単位を創出しなけれぽならなかった。

　 ここで目を付けられたのが,インディオ 社会の側ではアルテペ トルであ り,ス ペイ

ンの伝統における都市 自治制度,す なわちカビル ドであった。アルテペ トルにカビル

ドが導入されることによりインディオ社会は,スペイン の法的枠組みの中で一定の特

権を付与された社団の体系 として再編されるとともに,旧 アルテペ トルの内部では 自

治が認められることとなった。本稿においてイ ンディオ村落共同体と呼んでいる組織

は,こ の段階で形成されていくのである。

　従来,こ のカビル ドの導入は,複 数の役職者による団体統治と役職者の選挙を通 じ

ての任免,任 期の限定,再 選の禁止等の原則をもたらした点で,先スペイン 期の政治

構造の本質的な変容,す なわちスペイン化における画期を成す ものとされていた。 こ

うした立場をとる論者にとりこの変容は,1人 の トラ トアー二が支配する村,支 配の

客体としての村から,集 団指導体制に基づき自らを律する主体としての村,合 議体と

しての村への移行を意味 したのである 【ZAVALA　y　MixAxDA　 1991:143】。これに対 し

ロックハートは,ス ペイ ン本国におけるカビル ドの形態 とメキシコのインディオ 社会

に導入されたカビル ドのそれとの間に見られる差異に着 目し,ア ルテペ トルとい う政

治構造が基本的には温存されたと考えるのである 【LoCKHART　 1992:28-471。

　 アルテペ トルへのカビル ドの導入は,ま ず ゴベルナ ドールとい う職の創設から始ま

った。 しか し,こ の名称およびこれに相当するような職はスペイン 本国のカビル ドに

は存在 しないのである。 ロックハー トはこの相違を,スペイン 王室がアルテペ トルに

おける トラトアー二の存在を考慮に入れ,そ の機能を利用 しようと考えたことに由来
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すると説明する。1530年代の半ぽ以降,ゴ ベルナ ドール職は急速Y'　 般化していくが,

当初は従来の トラトアー二をこの職に任ずるのが通例であり,そ の場合には終身制と

なった。しかし,ト ラ トアー二=ゴ ベルナ ドールが没すると,先 スペイン期 と同様,

後継者選定の問題が表面化する。複数の候補者とそれを支持する党派争いが激化 した

場合,スペイン 人当局者が事態の打開に乗 り出し,後 継者を決める役割を果たさざる

をえないが,当 該アルテペ トルの歴史 と現状に通 じていない当局者の決定は恣意的な

性格を帯び,ま た対立する党派はその無知につけ込んで状況を操作しようとする。複

合アルテペ トルであった場合には事態はさらに複雑になる。ゴベルナ ドール職を トラ

トアー二の地位 と分離 し,再 任を禁 じるとともに成員による選挙 という原則が導入さ

れた背景には,こ うした事情も作用 したと考えられる。

　ゴベルナ ドール職の性格および選定方法の変化は,非 トラ トアー二集団が ゴベルナ

ドール職を務め,旧 貴族層がその権力基盤を拡大していくことに寄与しただけではな

い。インディオ社会内部の問題に関する政治的介入の機会をスペイン人に与える方向

に も作用 した の で あ る 【CxnvEz　OROZCO　 l943:17-19;GIBsoN　 l964:175-179;

ZAVALA　y　MIRANDA　 l991:148】。従来の見解はこうした点に着目してインディオ社会

の本質的な変化について語るのだが,ロ ックハー トは以下の点を指摘 しつつこれに反

論する。先スペイン期においてもトラトアー二の継承問題をめ ぐり党派争いが繰 り広

げられ,テ ノチティトラソやテスココといった帝国組織の頂点に位置 したアルテペ ト

ルがこれに介入しt調 停を行 うことは稀ではな く,スペイン 人当局はその役割を継承

したにすぎない。貴族層が継承者選定に際 して発言力を有するというのも,同 様に先

スペイン期の慣行であった。また,正 式の継承者が決まるまでの間,ト ラ トアー二の

任を遂行する トラトアー二代行の制度は,任 期の決められたゴベルナ ドールと類似 し

ている。このような伝統が先スペイン期に存在 していたからこそ,新 しい制度が急速

に一般化するとともに,深 く根付くことができたのではないか。さらに,先 スペイン

期においては トラ トアー二は終身制であ り,し たがって継承問題で敗れたほかの候補

者は亡命や暗殺の憂き目に遭 うとともに,亡 命先で陰謀を企てるなど,ア ルテペ トル

にとり不安定要因となっていたが,ゴ ベルナ ドール職が選挙による任期制で再任禁止

ということになれば,す べての候補者が順番で,し かも平和的にこの職に就けること

にな り,こ の不安定要因は除去されるという積極面すら認められる。

　 ゴベルナ ドールの下には,ス ペイン本国ですでに存在 していたアルカルデとレヒ

ドールという職が導入され,こ れに書記を加えてインディオ 村落共同体のカビル ドが

構成 されることとなった。 このアルカルデとレヒドールに関しても,スペイン 本国の
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モデルとインディオ 共同体のモデルの間には相違が存在 してお り,ロ ックハー トはゴ

ベルナ ドールの場合と同様に,そ こに先スペイン 期からの連続性を見出している。先

スペイン期のアルテペ トルの貴族二高位役職者はカルポ リとい う地縁的な団体を代表

し,そ の地域内で任務を遂行 していたが,スペイン 本国のアルカルデやレヒドールが

都市の支配する範囲内の特定の地区を代表する,あ るいはその地区を管轄するという

ことはなかった。アルテペ トルを村落共同体に再編するに際 し,ス ペイン王室はアル

テペ トルに1つ の中心を設定することを求め,人 口が最も密集 している地点,す なわ

ち単独アルテペ トルであれば トラ トアー二の帰属するカルポ リ,複 合アルテペ トルで

は最も有力な部分アルテペ トルを,村 落共同体の主邑(cabecera)と 認定し,残 りの

カルポリや部分アルテペ トルをその属邑(sujeto)と 見なす方針をとった。 これに対

しインディオ 側は,ア ルカルデや レヒドールを主邑と属邑から選出させ,そ れぞれの

地域を代表 させるとい う形で対応 した。これ らの役職は村落共同体内の一定の地域を

代表 している点でスペイン 本国のモデルから逸脱 してお り,先スペイン 期からの伝統

的政治構造を踏襲 している,と ロックハー トは主張する。

　以上をまとめると,スペイン による征服後に成立したイソデ ィナ村落共同体の政治

形態は,ア ルテペ トルの伝統にスペインの都市自治制度を接ぎ木した産物 と見ること

ができる。では,こ の政治形態の中枢であるカビル ドはいかなる機能を有 していたの

であろうか。

　スペイン 王室はインディオ に対 し,貢 租を納める義務 と賦役を行 う義務を課す とと

もに,エ ンコメソデmら の搾取から彼 らを守るべ く,そ の権利を定めていった。ア

ルテペ トルが所有 していた土地は原則としてすべて村落共同体に引き継がれ,カ ビル

ドがこれを管理することとされた。他方でカビル ドは,村 落共同体内で貢租と賦役を

徴収 し,植 民地当局に引き渡す ことを義務付けられ,こ の義務を果た しているかぎ り

において,植 民地当局はカビル ドによる共同体内部での自治には干渉 しないこととさ

れた。また,村 落共同体の権利が侵されるような場合には,カ ビル ドが共同体を法的

に代表 し,訴 訟を起こす。共同体の内部では,カ ビル ドが共同体全体に関わる公共的

な活動を統括 し,必 要に応じて成員に対 して労役を課 し,市 場や教会,水 の供給や道

路の整備 といった日常的な管理業務を行った。また,共 同体内部での治安維持のため,

カビル ドには警察 ・司法権が認められていた。カビル ドの機能は世俗的な行政問題に

とどまらなかった。カトリックのミサや祭礼への出席,宗 教上の義務の遵守をチェッ

クする役職者 も,カ ビル ドには置かれていたのである。カビル ドのこうした活動の財

政的基盤として,共 同体金庫 という制度が導入され,ス ペイン王室に対する貢租 とは
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別に成員が支払 う税,共 同耕作による収穫物の売却益,共 同牧畜からの収益,共 同体

内の余った土地の賃貸料などがこの金庫に納められ,カ ビル ドがこれを管理 ・運営し,

役職者に対する報酬もここから支出された 【GIBsoN　1964:179-190】。

　 16世紀後半に形を整えてい くインディオ村落共同体は,以 上のような政治形態 と機

能を有するものであった。アルテペ トルと村落共同体の間には,従 来考えられていた

以上に構造上も機能上も連続性が見 られたとい うのが,現 時点では有力な見解とな り

つつあるといえる。では,社 会構造 と土地所有構造の面ではスペイン による征服,植

民地化はどのようなインパクトを与えたのであろうか。次にこの点について見ていく

ことにしよう。

　 1-2-2.社 会構造と土地所有構造における連続性と変化

　先スペイン 期の トラトアー二と貴族層は征服後,カ シーケとプリンシパルという称

号 とそれに付随する特権をスペイン王室から与えられた。それは,インディオ に対 し

て間接統治を行ううえで,彼 ら伝統的支配層が平民層に対 して有していた権威 ・権力

を無視できなかったからである。しかし,ギ ブソソによれぽ,16世 紀半ばから進行す

るインディオ 人口の激減やスペイン人による土地の取得,集 積,お よびスペイン 起源

の諸制度の導入が,先 スペイン期の社会構造に由来するこれらの階層の没落と平民層

の政治的上昇を招 き,16世 紀末までには階層差の乏しい,そ の意味で均質的な新たな

社会構造が生まれたとされる 【GIBSON　1964]。 これに対 し,メ キシコ南部のオアバ

カ地方における植民地期インディオ 社会の変容を扱ったテイラーは,18世 紀初頭まで

伝統的な首長層が存続 したことを明らかにし,や は り同じオアバカの ミステカ族の歴

史を論 じたパストールは,伝 統的な社会階層の在 り方が富を基準とす る階層性へと移

行する過程を析出 した 【PASTOR　l987;TAYLoR　 l9721。ナワトル語文書に依拠する

ロックハー トもまた,メ キシコ中央部においてもギブソンが唱えたような貴族層と平

民層の融合による社会の平準化は16世紀中には進まず,明 確な社会階層が存続 したと

論 じる[LOCKHART　 1992:110-140】。

　伝統的な社会構造の存続を可能にしたメカニズムとしては,カ ビル ドの選挙権,被

選挙権の制限が挙げられる。実際には高位の役職に就けるのは旧貴族層に限られてい

たのである。彼らと人口の大多数を占める旧平民層との差は,ス ペイン語の姓名を採

用しているか否か,こ れ もやは りスペイン語の尊称である ドソという語が姓名の前に

付けられているか否かといった形で,ナ ワトル語文書の中でも明確に表 されている。

他方で,先 スペイン期のカテゴリーは次第に用いられなくな り,ス ペイン語のカシー
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ケやプリンシパルといった用語が借用されるようにな り,彼 らが実際に先スペイン 期

の貴族層出身であるかどうかは問われなくなってい く。にも関わらず,階 層は存続 し

た。ロックハー トはこの状況を生んだ要因については明言していないが,村 落共同体

内部で経済的な不平等が維持されたという状況が彼の議論に大きな影響を及ぼしたこ

とは確実であろう。

　ギブソンは,スペイン 王室に対する貢租支払いが遅延 した際に,カ ビル ド,あ るい

はゴベルナ ドール個人がその支払い義務を負わされ,支 払えない場合には投獄 される

こともあ った ことを指摘 し,そ れが役職忌避の傾向を生んだ と論 じたIGIBSON

l964:190-192,217-219】 。この議論の背景には,イ ンディオ人口の激減やスペイン 人

による土地の取得,集 積がインディオ社会全般,と りわけ旧貴族層の窮乏化を招いた

という認識がある。これに対 しパス トールは,メ キシコ中央部の場合,カ ビル ド,ゴ

ベルナドールの貢租代納義務の導入は16世紀を通 じ,ト ラ トアー二をはじめとする旧

貴族層の没落を早めたかもしれないが,そ れはインディオ村落共同体における階層の

消滅を意味するものではなかったとする。スペイン人諸都市の成長,鉱 山業の発達,

スペイン人の経営する農場eア シエソダの形成 といった新 しい経済状況に迅速に対応

しえた一部の平民が,新 たに蓄積 した富を背景にカビル ドの役職に就 くことを可能に

した点で,伝 統的な社会構造の解体の契機を内包 していたが,そ の結果 として生 じた

のはギブソソの唱えるような平等主義的な共同体ではなく,貧 富の差を差異化の基準

とする社会階層への移行であった 【PASTOR　1987:125-126】。筆者 としては,ロ ック

ハー トの見解はパス トールのそれ と基本的に同一であろ うと考えているが,ロ ック

ハー トはこの移行プロセスが一般化する時期を17世紀半ぽに設定 している点で,両 者

の間には相違が見られるのである。

　いずれにせよ,身 分が富へのアクセスの不平等を規定するのではな く,富 へのアク

セスの不平等が社会における地位を規定する方向に,メ キシコ中央部のインディオ 社

会の構造が徐々に変質 していったとすれぽ,インディオ 社会内部における富の不平等

を支えるメカニズムが存在 していなけれぽならない。

　スペイン 王室はアメリカ植民地全域に対 し,イ ンディオが征服以前に所有 していた

土地Y'つ いてはその権利を安堵 し,そ れ以外の土地については無主の地 と見なし,主

権者である王室の土地,す なわち王領地となるという原則を適用 した。メキシコ中央

部において,根 源的所有者 としてのアルテペ トルの権利が基本的にイソディナ村落共

同体に継承されたのは,こ の原則によるものであった。他方でスペイン 王室は,先 ス

ペイソ期の土地所有構造に変容をもたらす措置 もとっていった。スペイン によるアス
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0
テカ帝国の征服に際 しては,複 数の民族集団がコルテスの側について戦闘に参加し,

征服後,そ の トラトアー二や貴族層に対 して報賞を与える必要が生 じた。他方で,植

民地統治を制度化 してい くうえで旧支配層の影響力を利用することは不可欠であ り,

その協力をえるためにも特権を認めざるをえない状況に置かれていた。その経済面で

の表現の1つ が,彼 らに対する王領地の下賜であった。

　カシーケやプリソシパル とい う称号を与えられた旧支配層は,ス ペイン王室からそ

の功績に応 じて王領地の下賜を受ける。こうした土地が先スペイン期において本当に

無主地であったのか,そ れとも彼 らが私的保有権を有 していた土地であったのか,こ

の下賜においてイニシアティヴをとったのが彼らであったのか王室であったのかは明

らかではないが,様 々なケースがあったと考えられる。いずれにせよ,こ こで留意す

べきは,こ うして下賜された土地はインディオ 村落共同体の規制から完全に自由な,

当時のスペイン法における意味での私的所有地に転化 したとい う事実である。先スペ

イン期においても貴族層の私的保有地がカルポリの規制を脱 しつつあったことにはす

でに触れたが,こ こにおいてこの過程は1つ の完成を見たといxよ う。

　下賜される土地の広 さに差が見られたこと,さ らに平民に対 しては下賜が行われな

かったことが,農 業を主たる基盤とするインディオ 社会において富の不平等な分配を

規定 していたことは否定 しようがない。 しか し,土 地を所有 しているだけでは富は産

まれないのであって,そ の土地がいかなる形で生産のために利用されているかが問題

となる。スペイン王室はこの面において,以 下のような身分に基づ く分業体制を導入

しようとした。カシーケに対 しては,牧 牛および牧羊用のエスタソシアを下賜すると

ともに,サ トウキビ精製工場や製粉所を建設 ・営業する権利,スペイン 原産の産物を

交易する権利を認める。それに対 し,プ リンシパルは村落共同体の共有地において個

人的に牧羊に従事することのみが許される。そして平民は,共 有地において集団的に

牧羊を行 う権利 しか認められない。この王室の意図が現実に忠実に反映されることは

なかったにしても,諸 身分間の経済的格差を維持するのには十分寄与したと考え られ

る 【PAsToR　1987:123-124]。

　 またスペイン王室は,先スペイン 期に平民が トラトアー二や貴族に対して行 ってい

た無償の労働奉仕を禁止した うえで,そ の代償 として村落共同体から一定の賦役を受

ける権利を認めた。カシーケやプリソシパルは私有地でこうした労働力を利用するこ

とができたのである 【GIBsoN　1964:157,161;PASTOR　 1987:147-148】。さらに,村

落共同体全般に関わる公共的な事業に関 しては平民の賦役の存続が認められたから,

カビル ドの役職者としてカシーヶやプリンシパルがこうした形で提供される労働力を
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流用し,自 らの私有地を耕作させるといったことも可能であ り,そ れゆえにこそ伝統

的な無償労働奉仕の禁止を受け容れたとも考えられる。いずれにせ よ,労 働力に対す

るアクセスが身分に従って異なっていたことも,富 の格差を支えるメカニズムの1つ

として機能したであろう。

　以上の点を考慮Y'入れた うえで,征 服後のインディオ 社会における土地所有構造を

法制面から一瞥しておこう。

　インディオ に関わる土地は,上 述 した私的所有地 と村落共同体の所有する土地とに

まず分けられる。後者はさらに,以 下のように区分される。a.　fundo　lega1(フ ンド・

レガル):村 落の中心に位置 し,宅 地 とそれに隣接する庭に用いられる土地。一定の

区画に分割され,各 成員に配分される。成員の私的保有権はかな り強い。b.　ejido(エ

ヒード):フ ンド・レガルの周囲に広がる土地。その用途に従ってさらに以下のよう

に区分 される。b-1.共 同利用される山林および牧草地。　b-2.共 同体の運営を支える

ために共同耕作 される耕地。b-3.共 同体が特定の 目的(た とえば祭礼や司祭への食

料供給,教 会の管理など)を 遂行するために充てた耕地や牧草地。b-4.共 同体の成

員に配分される耕地。一定の区画に分割され,各 成員はその用益権を与えられ る。 し

かし,成 員はその子や親類にこの権利を遺贈することができ,耕 作義務を放棄しない

かぎりにおいてこの土地を共同体に接収されることがないとい う点において,私 的保

有権がかな り強 くなっている。ただし,村 落共同体は根源的な土地所有権者として,

これらのカテゴリーすべてに対 して規制を行 う権利を留保 してお り,と くにb.の 下

位区分に関しては原則 として状況に応 じてその比率を変更することができるとされた

[PASTOR　　1987:144-145]0

　以上が,16世 紀中に確立されるインディオ土地所有構造の法的図式であるが,共 同

体的土地所有について見れば,先スペイン 期のそれに類似 していることは明らかであ

ろう。 しか し,そ の実態に目を向けるならば,次 のような変化が生 じていたことに気

付 くのである。それは,旧 支配層が伝統的な私的保有権をスペイン法の枠組みに即 し

て私的所有権へと転化していったのと平行して,平 民層の間でも私的保有権の強化が

進展 していく過程であった。上記のカテゴリーのb-4.は,先 スペイン期におけるカ

ラリ(あ る世帯の保有する最も肥沃な耕地)と それ以外のマージナルな耕地に相当す

ると思われる。後者の うち,売 買によって世帯に新たに付け加わった土地,ト ラルコ

ワリ(tlalcohualli)を めぐっては,本 来はカルポ リの土地であったにも関わらず,そ

れに付随する納税義務や割 り替えを免除されるべきだ とする議論が,征 服後のかな り

早い時期から,ナ ワトル語文書の中で展開されるようになってい く。他方で,ス ペイ
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ソ流の土地私有観に影響されてか,カ ラリもまた私有地 と見なされる傾向が強まった

[LocKxaaT　 　1992:171-175]0

　 もちろん,インディオ 村落共同体の側からはこうした傾向を抑えようとする動きが

出てくるが,そ れは先スペイン期のような有効性を失 っていく。 まず第一に,16世 紀

半ぽ以降,スペイン 人のもたらした新 しい病気の蔓延などによりインディオ人 口が激

減 してい くのに伴い,放 棄される耕地が急増 し,も はや伝統的な土地台帳を継続 して

作成する必要そのものが消滅し,インディオ 共同体は土地に対するコソ トロールを行

使するための手段を失 うこととなった。第二に,こ うした状況下,インディオ 共同体

は植民地当局に対する貢租支払義務を全 うするうえで,土 地そのものよりも耕作者を

確保することを最優先 しなければならなくなり,土 地を管理することをもはや重要視

しなくなった。第三に,さ らに人口の減少が進むと,成 員の耕作に基づいて貢租を納

めることは不可能とな り,放 棄された耕地や牧草地をスペイン 人に売却,あ るいは賃

貸することによって現金収入を確保し,貢租の支払いにあてざるをえなくなってい く。

また,こ うした共同体の土地をカビル ドの役職者たちが私有地化 していくこともあっ

た。 このような情勢下,イ ンディオ共同体の土地所有権は空洞化 していくこととなっ

た。人 口の減少傾向が続 くかぎりにおいて,共 同体所有地の事実上の私有地化は問題

とはされなかった。しかし,17世 紀の中葉を過ぎ,人 口が増加傾向に転 じると,村 落

共同体の土地所有権と成員の私的保有権,さ らには私的所有権の間での対抗関係はエ

スカレー トせざるをえなくなるとともに,共 同体の在 り方そのものを変質させる契機

と化すこととなるlGBsoN　 1964:211-212;LOCxxaxT　 1992:175-176;PASTOR　 1987:

143-146]0

　征服後の土地所有構造に見 られるこのような連続性 と漸進的な変化 とが,上 述 した

ような社会構造の変容の基底に存在 していたということができよう。

　1-2-3.イ ンディオ社会の細分化

　本節で述べてきた ところをまとめれぽ,スペイン による征服後のインディオ 社会は

一定の変化を被 ってきたが,そ れは従来考えられていたほど急激なものではなく,き

わめて緩やかなものであ り,先スペイン 期のインディオ 社会が抱えていた様々なヴェ

クトルとスペイン的要素が合致 した場合にのみ,後 者が速やかに受容され,一 般化し

ていったといえる。その意味で,征 服後のインディオ社会は,先スペイン 期の伝統と

の連続性のうえに,新 たな展開を遂げていったのである。 しか し,そ うした大勢の中

で,先スペイン 期のインディオ 社会が有 していた方向性が征服とともに完全に断たれ
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た領域も存在 した。それは,ア ルテペ トル間の政治的統合の解体という形を とった。

　先スペイン 期のメキシコ中央部では北方から絶えず新たな民族集団が流入 し,そ れ

が軍事的同盟の必要から複合アルテペ トルの形成を促 したことにはすでに触れた。こ

のプロセスの延長線上に複合アルテペ トルを越えた政治 ・軍事的ネットワークが出現

してい くが,そ の1つ がいわゆるアステカ帝国であった。 これは実際には,テ ノチテ

ィトラソ,テ スココ}タ クーパという3つ のアルテペ トルが政治=軍 事同盟を結び,

その他のアルテペ トルを征服 していった結果生 じた,征 服一被征服関係の連鎖の政治

的表現Y'す ぎず,統 合された政治体の域には達していなかった。 しかしながら,こ の

同盟の首位を占めるテノチティトラソと服属 したアルテペ トルの間の関係は,も はや

「同等者間の第一人者」的性格のものではなく,よ り高次な権力の集中への過渡的段

階にあったと見なすべきであろ う。

　 しか し,こ れはあくまで過渡期であって,メ キシコ中央部でもアステカ帝国に対す

る服属を拒むアルテペ トルも存在 したし,服 属 したアルテペ トルの中にもアステカに

よる支配を覆そ うとする動きが見られた。 このようなアルテペ トルにとり,コ ルテス

に率いられたコンキスタ ドールの一団は,ア ステカ=テ ノチティトラソに対抗するた

めの強力なパー トナーの出現を意味したのであ り,数 多 くのアルテペ トルがテノチテ

ィトラソ攻略に際してコルテス側について戦 った背景には,こ うした状況が存在して

いた。

　テノチティトラソの陥落後,植 民地支配を制度化 してい く流れの中で,ス ペイン王

室はアステカ帝国の支配体制を利用 しなかった。帝国組織の温存がインディオ のスペ

イン支配に対する統一的反抗の核 となる危険を考えれぽ,そ れも当然の措置であった

といえよう。そこで目を付けたのが,上 述 したようにアルテペ トルであった。しかし,

アルテペ トルもまたさらなる分裂の芽を内包していた。 とくに複合アルテペ トルの場

合,部 分アルテペ トル間を統合する制度的基盤は弱く,スペイン 支配の下,軍 事的同

盟の必要が消滅するとともに,ト ラトアー二　 %i間の緊密な通婚関係を可能にしてい

た一夫多妻制がカ トリック教会によって排除されていくと,解 体は不可避 となった。

最初の時点で複合アルテペ トル全体が1つ の村落共同体として再編され,中 心的な部

分アルテペ トルが主邑として,残 りの部分アルテペ トルが属邑としての地位を与えら

れた としても,後 者が前者から独立して別の村落共同体を形成するのYy時間はかから

なかった。16世紀後半には,主 邑から地理的に離れた地点に存在する属邑の多くがこ

うして独立の地位を勝ちとっていったのである。また,個 別アルテペ トルの場合でも,

主邑と認定されたカルポ リから遠く離れたカルポリが独立していく動きが,や は り同
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じ時期に見られたのである。そして17世紀を通 じ,こ の動きはさらに広まっていった

lGARc仏 　MARTINEZ　 1987:181-224;GIBsoN　 1964:"　 ・!;LOCKHART　 1992:52-

54]0

　さらに18世紀に入ると,バ リオ(barrio)と 呼ぼれる主邑の構成部分までもが独立

を目指 し,そ の多 くが村落共同体としての地位を獲得することに成功する。この過程

については,メ キシコ中央部以外の地方に関 しても研究があ り,そ の要因が議論され

てきた 【DEHOUVE　 1984;PAsToR　 l987:175-214】。これに対 しロックハー トは,先

スペイン期のアルテペ トルの組織化原理からすれぽ,自 足的なパ リオが征服後の状況

下,主 邑から独立 していくのは自然な成 り行きであ り,こ の動きが一般化するのが18

世紀に入ってからになる とい う,そ の遅れの要因こそ検討すべきだ としている

【LOCxxaRT　 1992:54-56】。 しか しここでは,イ ンディオ社会の細分化を促 した,あ る

いは遅らせた要因よりも,む しろその結果 として村落共同体が,着 実に増加しつつあ

った農村部の非インディオ 人 口に対 してその交渉力を低下 させた点に留意すべきであ

ろう。

　先スペイン期の政治構造には分散と統合という相反する傾向が内在 し,個 別アルテ

ペ トルから複合アルテペ トルへ,後 者から前者へ という双方向の移行が見られた。他

方,管 見のかぎりでは,植 民地期を通 じ,メ キシコ中央部でインディオ 村落共同体が

自発的に合同し,新 たな共同体を形成することはなかったし,複 数の共同体が協力し

て蜂起したケースも数えるほどしかない。その意味で,ス ペインによる征服はイソデ

ィオ社会に内在 していた統合の契機を完全に排除したといえる。社会構造や土地所有

構造に関し,先 スペイン期のインディオ 社会が内包していた矛盾が征服後も基本的に

は継承されながら変化が生 じたのに対 し,政 治構造に関 してはインディオ 社会の矛盾

は征服によって清算されてしまった。インディオ村落共同体が政治的に同盟する動き

が表面化するには,メ キシコがスペイン からの独立を達成して数十年を経た,19世 紀

中葉を待たねばならない。

1-3.チ ャル コ地 方 の歴 史

　以上,先 スペイン期からスペイン による征服を経て18世紀にいたる時間の流れの中

で,ナ ワ・イソディナ社会の持続 と変容の一般的特徴を明らかにしてきた。本節では,

次章以下で叙述,分 析されるインディオ騒動が発生した状況をより具体的な文脈の中

に位置付けるために,チ ャルコ地方の辿った歴史的過程を概観しておくこととする。
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地 図3　 チ ャル コ地 方(太 線 内)と そ の周 辺[CiERH.ARD　 l986:104】(筆 者Vこ よ り一部 修 正)

　 1-3-1.征 服 か ら植 民地 統 治 の制 度化 ヘ

　 チ ャル コ地 方 は メ キ シ コ盆 地 の南 東 部Y'位 置 す る。 植 民 地 期 の行 政 単 位 に即 して い

え ぽ,そ の北 西 の 境 は チ ャル コ湖 東 岸 で あ り,東 の境 に は 標 高5,000メ ー トル を 越 す

ポ ポ カ テペ トル 山 が　 x立 つ。 南 の境 は 現 在 の モ レー ロス州 北 部 の トラヤ カ パ ンに ま

で達 す る。 この 地方 に到 達 して定 住 した　 hな 民 族 集 団 は,隣 接 す るそ の他 の 民族 集

団 との絶 え ざ る対 立,抗 争 の中 で,次 第 に チ ャル カ族 と して の ア イデ ンテ ィテ ィを 形

成 す るに い た った よ うで あ る。 彼 らは14世 紀 末 か ら15世 紀 初 頭 にか け,テ ノチ テ ィF

ラ ソの メ シ ー カ族 と激 しい戦 い を 繰 り広 げ るが,15世 紀 の半 ば に は テ ノチ テ ィ トラ ン

に 服属 す る こ と とな った。 しか し,以 後 も従 属 的 立 場 に 甘 ん じる こ とな く,数 回 にわ

た って反 乱 を 起 こ して い る。 こ う した 抵抗 の歴 史 を考 慮 に 入 れ て は じめ て,チ ャル カ

族 が積 極 的 に コル テ ス と同盟 を結 び,テ ノチ テ ィ トラ ン攻 略 に協 力 した 状 況 が理 解 さ

れ るで あ ろ う 【GERHAR1)1986:104-105;GIBsoN　 1964:15,24-25】 。

　 テ ノチ テ ィ トラ ソ陥 落 後,チ ャル コ地方 の大 半 が コル テ ス の エ ソ コ ミエ ソ ダに組 み

込 まれ た が,1530年 代 の初 頭 に は王 室 直轄 領 と され,コ レ ヒ ミェ ソ トと い う行政 区 に

再編 され た 。1550年 代 に 入 り,周 辺 の エ ン コ ミェ ソ ダに対 して もチ ャル コ地 方 の コ レ
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ヒ ドール(コ レ ヒ ミエ ソ トの 最 高 責任 者 を務 め る王 室 官吏 を指 す)の 行政 権 が お よぶ

こ と と され,数 年 後 には コ レ ヒ ドール職 は ア ル カル デ ・マ ヨー ル と呼 ぼ れ る こ とに な

った 。 以 後,ア ル カ ル デ ・マ ヨー ル の 管 轄 範 囲 は2世 紀 以上 もの 間 ほ ぼ変 わ らず,

1787年 の 地方 長 官 制 の導 入 に 伴 い,チ ャル コ地 方 は そ の ま ま ス ブ デ レガ シオ ソ と呼 ぼ

れ る行 政 区 とな った。 コ レ ヒ ドール,ア ル カ ル デ ・マ ヨー ル,ス ブ デ レガ ー ド(ス ブ

デ レガ シオ ソの長 を指 す 。 以 下,こ れ ら3つ の カ テ ゴ リー を 区別 しな い場合 には 郡 長

官 と呼 ぶ こ と とす る)の 居 住 地 は 必 ず し も固定 され て は い な か った が,植 民地 期 を通

じて トラル マ ナル コが スペ イ ン人 に よ る行 政 上 の中 心 地 で あ る とされ た 。 郡長 官 はほ

とん どの場 合,ト ラル マ ナル コに住 み,管 内 の主要 な村 落 に は代 官 を任 命 した[GEaxaan

1986:105-106]110

　 イ ソデ ィナ村 落 共 同体 の形 成 に 関 して 見 る と,スペイン 人 当局 は 当初,こ の地 方 に

存 在 して い た 先スペイン 期 の 政 治 ・軍 事上 の連 合 体 を1つ の単 位 と見 な し,全 体 を村

落共 同体 と して再 編 した が,後 に は この連 合 体 が4つ の 複 合 ア ル テ ペ トル の寄 せ 集 め

にす ぎ ない こ とに 気 付 き,4つ の村 落 共 同体 に分 割 し,こ れ らの共 同体 の さ らな る分

裂 を認 め る方 向 へ と次第 に政 策 を 転 換 して い った[LOCKHART　 1992:30】 。

　 カ ト リッ クの布 教 に 目を 向け る と,1524年 に フ ラ ソシ ス コ修 道 会 の宣 教 師 が この地

に 足 を踏 み 入 れ た の を き っか け に,ド ミニ コ修 道 会 や ア ウ グス テ ィ ヌス修 道 会 も参 加

して布 教 活 動 が 進 あ られ た。 彼 らは 主 要 な村 落 に修 道 院 を 建設 し,そ こ を拠 点 と して

周 辺 の集 落 を 組 織 す る とい う方 針 を と った が,16世 紀 中 に,フ ラ ン シス コ会 は トラル

マ ナ ル コ,チ ャル コ ・アテ ソ コに,ド ミニ コ会 は チ マル ワカ ン,ア メ カメ カに,ア ウ

グス テ ィ ヌス会 は ミス キ ック,ア ヨチ ソゴに それ ぞ れ 修 道 院 を建 設 して い る。 これ ら

の 主 要村 落 は ドク トリーナ と呼 ぼれ,ビ シ ー タ と呼 ぼ れ た 周 辺 の 集 落 と合 わ せ,1つ

の 教 区 を 成す もの とされ た。 以後,教 区 の新 設 も行 わ れ た が,18世 紀 の 中葉 に い た る

まで,こ れ らの教 区 は 各修 道 会 の管 理 下 に置 かれ,メ キ シ コ大 司 教 を頂 点 とす る在 俗

教 会 組織 の統 制 を免 れ て い く 【GERHARD　 1986:106;GIBsoN　 1964:98-110]。

　 先スペイン 期 の政 治 構造 が 中心 性 を 欠 き,ヨ ー ロ ッパ 的 な 意 味 で の都 市 的 中核 の分

化 を 見 な か った こ とには す で に触 れ た 。 そ れ に対 し,16世 紀 の ス ペ イ ン人 に と って は

文 明 とは 都 市 を意 味 し,イ ンデ ィオ を文 明 化 す る に は都 市 的 秩 序 に 従 って生 活 す る こ

とを 教 え る の が急 務 であ る と考え.ら れ た 。 人 口密 度 の高 い メキ シ コ中央 部 で は 人 口の

一 定 の集 中 が見 られ た か ら
,こ の発 想 が 即 座 に 実地 に移 され る こ とは なか った が,16

ll)スペイン 植 民地統治下の地方行政制度 の沿革 とその実態 についてはBorah[1985b]が 詳 し

　 い。
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世 紀 中葉 以 降,インディオ 人 口が激 減 してい くの に伴 い,残 され た イ ンデ ィオを 集 住

させ る,コ ソ グ レガ シ オ ソ と呼 ぼ れ る政 策 が 実 施 され て い った 。 この政 策 をめ ぐって

は,インディオ 社 会 の変 容 を 促 進 した 要 因 と して そ の 重 要 性 を 高 く評 価 す る 立 場

[GERHARD　 1977;SOLANO　 1984:77-84,1990]と,実 際 に は イ ンデ ィオ 社 会 に対 して

きわ め て 限 定 さ れ た イ ン パ ク トしか 与 え な か っ た と す る 立 場 【LOCKHART　 l992:

44-471の 間 で対 立 が 見 られ るが,地 域 差 を 考 慮 に入 れ ずY'　 般 論 を 展 開 す る こ と は

あ ま り生 産 的 で は な い だ ろ う。 チ ャル コ地 方 で の事 例 に 即 して見 れ ぽ,スペイン 人 当

局 に よ る意 図 が 実 施 に移 され,い くつ か の属 邑が 放 棄 され,そ の住 民 が 主 邑 に集 住 さ

せ られ た場 合 も あれ ぽ,人 口減 少 が 続 い て い る最 中に 村 落 共 同体 が 分 裂 を 認 め られ た

ケ ー ス もあ り,上 記 の見解 の いず れ が 適 当 で あ るか は にわ か に 決 しがた い。 また,コ

ング レガ シオ ンの重 要 性 を 唱 え るゲ ル ハ ー ト自身,1603年 か ら翌年 にか け て トラル マ

ナ ル コで 実施 され た コ ソグ レガ シオ ソに関 す る記 述 中,「(コ ソグ レガ シオ ソが 実 施 さ

れ た が,そ れ は あ くま で)表 面 上 の こ とで あ った」 とい う表 現 を用 い て お り,問 題 は

さ らに 複雑 で あ る 【GER㎜)1986:106-108】 。 い ず れ に せ よ,こ の政 策 が実 施 され

た の は17世 紀初 頭 ま で の こ とで あ り,そ れ 以 降 に 関 して は上 述 した よ うに,チ ャル コ

地 方 の イ ンデ ィオ村 落 共 同 体 も また分 裂 傾 向を 深 め て い った といえ る。

　1-3-2.ス ペイン人による土地の集積 とアシエソダの形成

　メキシコ中央部ではインディオ 人口が激減してい くのに反比例 して,スペイン 人人

口が着実に増加 していった(表1)。 この拡大 しつつあるスペイン 人人 口を支えるう

えで,減 少の一途を辿るインディオによる食糧生産に全面的に依存 していくのが不可

能なことは,16世 紀半ばにはすでに明らかであった。そこで,ス ペイン人は様 々な方

法で土地を取得 し,スペイン 人市場を対象とした商業的農業,牧 畜業を営まざるをえ

なくなった。チャルコ地方は,最 大のスペイン人市場を抱えるメキシコ市に近接 し,

湖水を利用しての交通の便に恵まれているといった好条件のゆえに,スペイン 人農業

家,牧 畜業者が最も早い時期に進出を開始 した地域の1つ であり,王 室によるスペイ

ソ人への土地の下賜は1580年 から1618年 に集中 している。スペイ ン人によって取得さ

れた土地はやがて統合 され,17世 紀初頭までには農業 と牧畜の複合的経営体であるア

シエソダへと発展していった 【GIBsoN　1964:272-279]。

　ほかの地方のアシエンダのほとんどがスペイン人の消費す る小麦を生産の中心に据

えていたのに対 し,チ ャルコ地方のアシエソダはインディオ の消費する トウモロコシ

生産に重点を置 くとい う特徴を有 していた。共同体インディオによる トウモロコシ生
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表1　 メ キ シ コ盆 地 内 の納 税 者 人 口の 推移 【CTIB50N　 1964:142】(筆 者 に よ り一 部 修 正)

行 政 区 1570 1644 1692 1742
1763-

1765
1782

1787-

1794

チ ャル コ 13,050 2,910 2,689 5,071 5,180 6,372 7,182

シ ト ラノレテ ペ ッ ク 6,600 661 720
噂

　　1,206 i,oai 902 745

コア テペ ック 2,400 827 845 $42 1,118

コ ヨア カ ソ 5,200 i,7ai 2,168 2,988 2,887 3,011

ワア ウ テ ィ トラ ン 10,600 1,182 1,861 2,513 2,725 3,094 3,479

エ カ テペ ック 2,600 362 260 1,024 1,631 1,834 1,762

メ シ カ ノレツ イ ソ ゴ 2,420 462 318 882 825 1,585 1,761

メ キ シ コ市 30,000 7,631 7,631 8,400 8,893

オ ト ゥ ンノミ 6,500 480 509 709 853 1,246 1,088

タ クーバ `'ll 2,430 2,916 3,965 3,571 5,210 5,951

テ オ テ ィ ワカ ン 860 1,273 1,674 1,577
一

ア ス コ コ 19,400 2,074 2,711 5,969 4,793 7,540 6,847

ソチ ミル コ 　　.11 2,686 2,783 3,440 4,314 4,730 3,666

メキ シコ盆地

合 計 117,270 22,659十 24,566十 37,854 47,080

注　以上 の数字 はあ くまで納税者を示す もの で,総 人 口は不 明であ る。かつては総人 口を推

　　定す るのに,納 税者 を世帯主 と見な し,1世 帯の平均構成員数 を3な い し4人 前後 と仮

　　定 して計算 していた。現在では,教 会に残 され た教 区薄冊 の洗礼者数,結 婚数,埋 葬者

　　数な どに依拠 し,教 区 とい った ミクR・ レヴェルでは総 人 口数が よ り確実Y'把 握 できる

　　 ようにな ってい る。 しか し,よ り大 きな領域 を対象 とす る場 合には,依 然 と して納税者

　　数 に頼 らざるをえないのが現状であ る。

産 が 急 速Y'低 下 し,他 方 でスペイン 人 の た め の家 内労 働 鉱 山 労働 ア シエ ソ ダで の

賃 金 労 働 に従 事 し,ト ウ モ ロ コ シを 自家 生産 しな い イ ンデ ィオ が増 加 して い く中 で,

トウモ ロ コシに対 す る需 要 は着 実 に増 加 した 。最 大 の トウモ ロ コ シ市 場 を 擁 す る メキ

シ コ市 に 近接 す る チ ャル コ地方 の ア シエ ソ ダは こ うした 状 況 下,ト ウモ ロコ シ生 産 に

特 化 して い き,1580年 か ら1630年 の 間 に メキ シ コ市 の トウモ ロ コ シ市 場 に 対 す る独 占

的 供 給 者 と して の地 位 を 確 立 した の であ った 【GIBsoN　 1964:328-329】 。

　 チ ャル コ地 方 の ア シ エ ソダ所 有 者(以 下,ア セ ソ ダー ドと呼 ぶ)は 多 くの 場 合,メ

キ シ コ市 に 居住 す る不 在 地 主 で あ り,植 民 地 貿 易 や鉱 山業 に まで 手 を延 ぽ してい る よ

うな,植 民 地社 会 の エ リー トで あ った。 フ ロ レス カー ノは,18世 紀 メキ シ コ市 に お け

る穀 物 の価格 変 動 とそ の背 後 に存 在 した 周 期 的 な 農業 危 機 に 関 す る研 究 の 中 で,チ ャ

ル コ地 方 の アセ ン ダー ドが メキ シ コ市 の市 場 に 対 す る トウ モ ロコ シの独 占的 供 給 者 と

して の立 場 を利 用 し,豊 作 時 に は トウモ ロ コシを 出荷 せ ず,凶 作 時 まで保 管 し,価 格

の高 騰 を 待 って売 りさば き,巨 利 を えた メ カ ニズ ムを浮 き彫 りに した。 この 叙 述 に お

い て興 味 深 い の は,凶 作 が 迫 り,植 民 地 統 治 の 最 高責 任 者 であ る副王 や メキ シ コ市 の
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カ ビル ド,さ らに は ア シエ ンダを所 有 しない 商 人 や鉱 山業 者 まで もが退 蔵 トウモ ロコ

シの売 却 を 迫 る のYY対 し,チ ャル コの アセ ンダ ー ドは これ に抵 抗 し,退 け るに足 る力

を確 立 して いた とい う点 で あ る[FLORESCaxO　 1986:96-100】 。 この よ うに 強大 な権 力

を 誇 った ア シエ ソダの は ざ まで,チ ャル コ地 方 のインディオ 村 落 共 同体 は い か な る状

況 に 置 かれ て いた の であ ろ うか 。

　 1-3-3.インディオ 村落共同体の現実

　 16世紀から17世紀前半にかけてのチャルコ地方のインディオ村落共同体に最も大き

な影響を及ぼしたのは,人 口の激減という事実であろう。 この人口減少の度合いを明

示するために,表1を グラフに してみると,図1の ようになる。

　 このような状況下,村 落共同体に とって最大の関心事は人 口減少の共同体へのイソ

パクトを最小限に抑えることにあった。16世紀後半から17世紀半ばにかけての時期は

図1　 チ ャル コ地方 周辺の納税者数の推移 【GIBsoN　1964:141】(筆 者に よ り一部修正)

注　ただ し,波 線 の示す数値 はチ ャルコ地方のみな らず,近 隣 の ソチ ミルコ,メ シカル ツ

　 　 ィンゴ,コ ヨアカン地方の納税者数 も合わせた ものである。
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植民地社会の建設期であ り,植 民地当局,教 会,ス ペイン人植民者のいずれもが大量

の労働力を必要としていた。そのために,レ パルティミエン トという強制労働制度が

導入され,イ ンディオは年に一定期間,スペイン 人雇用者の下で働くことが義務付け

られた。チ ャルコ地方のインディオ共同体の場合,メ キシコ市に近かった ことが災い

して,上 述 した3つ のスペイン 人集団いずれからも労働力の供出を求められた。たと

えぽ,1599年 のある報告書によれば,チ ャルコ地方は年にのべ4300名 のインディオ を,

地方内で行われた公共事業やアシエンダでの労働のために動員させられたほかに,主

邑である トラルマナルコからは南に50キ ロ以上離れている管轄外のオアステペ ックの

施療院建設のためにのべ5470名 のインディオを送 り込まなけれぽならなかった[Gm-

soN　 1964:2301。 また,1619年 から翌年にかけての供出労働者数の推移は図2の 通 り

である 【GIBsoN　1964:234]。

　インディオ 人口が減少を続ける17世紀初頭,植 民地当局は頻発する洪水からメキシ

コ市を守ることを目的 として,メ キシコ盆地に広がる湖の水を盆地の外に排出する一

大公共土木事業に乗 り出した。この事業の緊急性と利用できるインディオ労働者の減

図2

注

チ ャ ル コ地 方 の レパ ル テ ィ ミエ ン トに よ る供 出 労 働 者 数(1619～1620年)　 【GIBsoN

1964:2341(筆 者 に よ り一部 修 正)

レパ ル テ ィ ミエ ン トに よ って 農 作 業 に 従 事 させ られ る イ ンデ ィオ の数 は,農 繁 期 に は平

常 時 の2倍 に達 した 。 これ を ドブ ラ(dobla)と 呼 び,平 常 時 の 労 働者 数(セ ソシ ー リャ

sencilla)と 区 別 した。 この グ ラ フでDHと あ る のは 収 穫 時 の ドブ ラ,　DWと あ るの は 除

草 作 業 の た め の ドブ ラ,DIと あ るの は灌 概 耕 地 のた め の ドブ ラを指 す 。　Sは セ ソシ ー リ

ャを 意 味 す る。
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少 を鑑 み,当 局 は レパ ル テ ィ ミエ ン トを通 じて イ ンデ ィオを 雇 用 で きる分 野 を 鉱 山 業

な どに限 定 しよ うと したが,そ れ も まま な らず,イ ンデ ィオ村 落 共 同体 の負 担 は 増 大

す る一 方 で あ った。1620年 代 末,チ ャル コ地 方 は,2週 間 交 代 で215名 の イ ンデ ィオ

を動 員 す る こ とを義 務 付 け られ て い た 【GIBsoN　 1964:241】 。

　 この よ うな 状 況 が イ ンデ ィオ村 落 共 同体 を 苦境 に追 い込 んだ こ とは想 像 にか た くな

い。 スペ イ ン人 に対 す る労 働 義 務 に 加 え,共 同 体 に対 す る労 働 奉 仕 も課 せ られ た 成 員

に と り,村 を 捨 て て ス ペ イン 人 の下 で私 的 に 雇 用 され る途 が 生 存 の た め の1つ の 選 択

肢 を提 示 す るに い た っ たか らで あ る。 イ ンデ ィオ共 同体 が 成 員 の確 保 に必 死 に 取 り組

ま ざる をxな い 状 況 が緩 和 され るの は,植 民 地 社会 の建 設 が 一 段 落 す る と ともに,人

口が増 加 傾 向に 転 じる17世 紀 半 ば 以 降 の こと とな る。

　 他方 で スペ イ ン人 に よる土 地 の取 得 そ の もの は 当初,人 口の 減 少 とい う状 況 下,イ

ソデ ィオ共 同 体 に とっ ては さほ どの脅 威 と映 らな か った よ うで あ る。 植 民 地 当 局 は,

イ ンデ ィオに よ るス ペ イ ソ人 へ の土 地 の売 却 が 間接 統 治 の土 台 で あ るインディオ 村 落

共 同体 の根 幹 を 揺 るがす もの と見 な し,こ れ を 規制 し よ うと試 み た が,インディオ は

そ れ に 構 うこ とな く売 却 を 続 け て い った[GIBsoN　 1964:281]。 また,イ ンデ ィオ同

士 の土 地 売 買 も盛 ん に 行 わ れ た 【LOCKHART　 l992:171-175]。 この よ うに ス ペ イ ソ人

に よる土 地 の 取 得 が本 格 化 す る16世 紀 後 半 か ら17世 紀 前 半 に か け てインディオ 村 落 共

同体 とスペ イ ン人 の 間 で生 じた 訴訟 で争 点 とな って い た のは,ほ とん どの場 合,ア シ

エ ン ダの労 働 者 に よる 周辺 村 落 の住 民 に対 す る暴 行 や ,ア シエ ソ ダの家 畜 に よるイ ン

デ ィオ の 耕 地 に対 す る被 害 で あ った 【GIBsoN　 l964:279-281】 。 イ ンデ ィオ共 同 体 の

側 が土 地 そ の もの を 問題 と して 訴訟 を起 こす よ うに な る のは,17世 紀後 半 に入 って か

らの こ とで あ る。こ う した ス ペ イ ン人 とインディオ の間 の 争 い に おけ る焦 点 の移 行 は,

以下 の事 例 では きわ め て 明瞭 で あ る 【GIBsoN　1964:292-298】 。

　 1603年 の コ ング レガ シオ ソに よ り,チ ャル コ地方 ソチ テペ ック村 で は,か つ て の 属

邑 がす べ て放 棄 され る こ とにな った。 そ の後,数 十 年 の問 にス ペ イ ン人 や メ ス テ ィ ソ

(スペ イ ン人 とイ ンデ ィオ の混 血)や ム ラー ト(ス ペ イ ン人 と黒 人 の混 血)が か つ て

の 属 邑 の土 地 を 蚕 食 して い った が,ソ チ テペ ック村 は これ に対 しな ん らの関 心 も示 さ

なか った。 この村 のインディオ が これ らの土 地 に対 す る所 有 権 を 主 張 して立 ち上 が っ

た の は1667年 の こ とで あ り,そ の 際 は彼 らの主 張 が認 め られ た 。 そ の後,同 様 の駆 け

引 きが繰 り返 され るが,1745年,結 局 これ らの 土 地 は無 主 地,す な わ ち王 領 地 であ る

と裁判 所 に よって 認 定 され,ス ペ イ ン人 に対 して 下 賜 され る こ と とな った。

　 18世 紀 の状 況 に 入 る前 に,16,17世 紀 の チ ャル コ地 方 に おけ るインディオ の生 業 形
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態を概観しておこう。チャルコ湖岸 とポポカテペ トル山麓,さ らに南部の トラヤカパ

ン周辺とでは自然条件が大いに異なっていたが,インディオ 村落共同体成員の経済的

基盤は トウモロコシを中心とする農耕にあった。表2は,16世 紀末のチャルコ地方の

村々において共同体の成員に配分 される耕地のおおよその面積を示している。こうし

た共通の経済的基盤の上に,各 村落は自らの自然条件を生か して独自の生産活動を展

開 した。たとえぽチャルコ湖岸の村落は,チ ナンパと呼ばれる伝統的な灌溜濃地にお

いて集約的な野菜生産を行いメキシコ市に出荷 した り,漁 業に従事する者 も少なくな

か った。魚の多 くはやは りメキシコ市へ と送られた。南東部の山麓地帯に位置する ト

ラルマナルコのインディオ は森林伐採を行い,材 木をメキシコ市まで運んで販売 して

いた。また,多 くの村のインディオが特産物を交換しあう場であった伝統的な定期市

も維持され,な かでもチャルコ湖岸のチャルコ・アテンコの金曜市は,17世 紀末まで

にメキシコ中で最も有名な市の1つ へと成長 していった 【GIBsoN　l964:339-358】。

　またチャル コ地方は,先 スペイソ期からメキシコ盆地と南部の亜熱帯地域の間を結

ぶ交易ルー ト上の重要な中継基地であったが,征 服後もチャルコ湖の水上輸送路やそ

れにつながる陸路はその商業的価値を失わず,し かも注目すべきは,インディオ がこ

表2　 チ ャル コ地方 のイ ンディオ村落共 同体 におけ る納税老1人 あた りの耕地面積

　 　 　 [Gissox　 1964:269]

村落共同体 納税者数 納税者1人 あた りの耕地
面積(単 位 はブラサ)

ア カバ γ 17 100-300×40-50

アマ ナ ル コ 11 200-300x100

ア トラ ウ トゥ ラ 5 80-100x80-100

セ ン カル コ 6 300-400x20-30

シ ワチ ソ ゴ 15 80-100x80-100

オ コ カル コ 8 400-bOO　 x　20-30

パ フ カ ソ 20 100x40

ク ワ ウ ツ ォ ツ ォ ンゴ 80 100-200x30-40

テ カル コ 14 100x100

テ ナ ン ゴ 5 160-200x100

テポプラ ao 200x20-30

テ ポ プ ラ ・テ ナ ソ ゴ 160 200-300x100-120

テ ポス トラ ン 10 200-400x160

トラ コ テ テ ノレコ 12 200-300x20-30

トラ コ ト ゥ ラ ン 8 300-400x20-30

トラ クイ トラ ピル コ 11 150-200x30-40

ソチ テペ ック 60 600-700x20-30

注 　 1ブ ラサ(braza)は 約1.68メ ー トル で あ る。
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の交易をコソトロール し続けた点である。植民地期を通 じ,チ ャルコ地方のいくつか

の村はチャルコ ・アテソコを筆頭 として商業上の中心地 として繁栄を享受 してい く

が,こ の商業活動はインディオ 自身の手に委ねられていたことにより,メ キシコ市の

市場向けの生産 とともにインディオ 社会内部における経済的格差を維持する要因とな

ったであろ う【GIBsoN　1964:358-365】。

　 18世紀に入ると,チ ャルコ地方のインディオ 人口は着実な増加を示す。しかし,村

落共同体周辺の土地はすでにアシエソダによって占められてお り,共 同体によって分

配される耕地からの収穫で生計を維持できる層は相対的に縮小 し,土地を保有しない,

あるいはわずかな土地 しか保有しない層が拡大 していった。こうした貧困層は共同体

外において収入をxる 必要に迫られ,メ キシコ市に移住 した り,近 隣のアシエンダで

の季節労働によって日銭を稼いだ りすることにより,主 食である トウモ ロコシを購入

し,な んとか生計を維持 しようとした。他方でインディオ富裕層は,カ ビル ドの要職

を占めることによって土地の分配を自らに有利な形で進めるなどして土地を集積 して

はそれを市場向けの農業生産にあて,貧 困層から次第に遊離 していった。インディオ

村落共同体は分裂を深めるとともに,全 体 として外部経済に対する依存度を高める。

アシエソダやスペイン 人穀物商人は,イ ンディオ貧困層が トウモロコシ購買者へと転

化する状況を利用して,インディオ 村落共同体に対する交渉力を増大させていく。18

世紀中葉,チ ャルコ地方のインディオ村落共同体は,お おむね このような状況に置か

れていたのである 【TUTU」0　1975:498-503】。

2.　 トラル マ ナル コ騒動

　本稿で トラルマナルコ騒動 と呼んでいる事件は,1774年2月8日 に起 きた。女性数

十名と男性数人から成る一団が郡長官の総代官(teniente　general)の もとに押し寄せ

たところ,総 代官の命により投獄 されるにおよんだ,と いうのがその概要である。 し

か しながら,事 態は見かけほど単純ではない。その背後には村落共同体内部における

政治的対立とスペイン人の介入という問題が存在 してお り,関連史料に現れる「事実」

はそれを書いている者の利害を反映せざるをえない。そこで,騒 動の経過の叙述,分

析に入る前に基本史料の性格と構成を明らかに しておく必要がある。

2-1.　 トラル マナ ル コ文 書 の性格 と構 成

トラルマナルコ騒動発生直後から,インディオ の権利保護に関わる事例を専門に扱

207



国立民族学博物館研究報告　　19巻2号

うインディオ総合裁判所(Juzgado　 General　de　Indios)12)において,騒 動参加者 と総

代官の間で訴訟が展開された。その裁判関連文書は現在,メ キシコ国立総合文書館に

刑事裁判セクショソ第90巻14号 文書として保管されてお り,そ れが本章の基本史料 と

なっている。こうした事件の裁判史料であるか ら,当 事者双方の主張には大きな相違

が見られ,事 実の確定には史料の慎重な批判が必要となる。

　 この史料の冒頭には,騒 動の直接の契機 となった村の教区教会の旧い塔の解体に関

する文書 と,騒 動発生直後に総代官マヌエル ・マルティネス ・デ ・エルゲーロが作成

した報告書および尋問調書が置かれている。1774年2月12日 付けでマルティネスか ら

アソドレス ・ダビラ ・イ ・コ トとい う人物に送付されているが,ダ ビラの役職は不明

である。総代官の見解と尋問を受けた者の証言の間,ま た後者の間でも微妙な食い違

いは見られるが,騒 動当日の経過を大筋において把握することのできる唯一の史料 と

いえる13)0

　マルティネスが上記文書を作成していたわずか5日 の間に,騒 動の首謀者として逮

捕,拘 留されていたアナスタシオ ・ベラスケスらは連名で,騒 動の 「真相」を記 し,

彼 らの即時釈放などを求めた請願書を副王に提出 した。それを受けて,植 民地期 メキ

シコにおいて上級裁判所として機能 していたアウディエンシア(聴 訴院)の フィスカ

ルとい う役職にあったホセ ・アン トニオ ・デ ・アレーチェは,逮 捕者の即時釈放 と事

件に関する報告書の提出をマルティネスに対 して命じるとともに,ト ラルマナルコの

司祭に対 しても教会の塔の解体の必要性に関する報告書を別途作成するよう依頼 し

た。このア レーチェの命令とベラスケスらの請願書でもって始まる基本史料の第2部

は,ベ ラスケス側の複数の請願書とそれに対抗する形で総代官マルティネスが作成 し

た文書,お よびそれ ら双方を受けてアレーチ ェが行った数回の答申などから成 る。塔

の解体をめぐる トラルマナルコ村内部の対立と,マ ルティネス,司 祭といったスペイ

ン人の問題への介入の様子が浮き彫 りにされる部分であるta)0

　 1774年8月8日,副 王アン トニオ ・マリア ・ブカレリは,前 月末にアレーチェが行

った答申に従い,塔 の解体作業の再開,騒 動首謀者の8日 間程度の再拘留などを命 じ

る決定を下 した。以後,解 体作業の細 目,ベ ラスヶスをはじめとする解体反対派イソ

ディオに対するいやがらせなどをめぐり,インディオ 総合裁判所,郡 長官ホセ ・イグ

ナシオ ・メルガレッホ,ベ ラスケスらの問で文書が交わされていく。基本史料の第3

12)　 この裁 判 所 に つ いて はBorah『l985a1が 詳Lし ・.

13) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14,  ff. 221-242v. 
14) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14, ff. 243-268v.
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部はこの駆け引きをめぐる文書から成る。残念ながら,こ の部分は途中で途切れてお

り,こ の裁判の行方を最後まで追 うことはできないis>0

2-2.　 トラルマ ナル コ騒動 の経緯

　2-2-1.塔 の解体決定にいたるプロセス

　騒動の直接の契機は,1774年2月8日 の朝,総 代官マルティネスの命で教区教会の

2つ ある塔のうち旧い塔の解体作業が開始されたことであった。そこでまず,い かな

る経緯を経て塔の解体が決定されるにいたったかを見ることにしよう。

　1773年11月28日,マ ルティネスの許に1通 の書状が提出された。それは,ト ラルマ

ナルコ村のゴベルナ ドールを務めるタデオ ・デ ・トーレス以下,村 の役職者らが連名

で作成した請願書であった16)0内容は次の通 りである。村の教会の右手にある旧い塔

は倒壊寸前の状態にあ り,倒 壊すれば教会の建物に大きな被害が生 じることが予想さ

れる。この塔については建築士 フラソシスコ ・ホセ ・デ ・トーレスもすでに倒壊の危

険性を指摘 している。そこで彼 らはマルテ ィネスに対 し,こ の塔の扱いについて司祭

からも意見を聴 くことを要請 したのであった。

　マルティネスはこの請願を受け,塔 の処置に関する意見を聴 くために書状を司祭ホ

セ ・ロ ドリゲス ・マウリーニョに回覧する手続 きをとった。同月30日,マ ウリーニョ

司祭は,や は り建築士 トーレスの見解を引きながら,倒 壊に伴 う被害を防ぐために解

体はやむをえない,作業中の安全を確保するうえで熟練 した人物を選ぶべきであるが,

実施にあたってはマルティネスの判断を尊重する,と 回答 した。この司祭の回答をえ

たマルティネスは,同 日,塔 の解体を決定 し,そ れをゴベルナ ドール以下村の役職者

に通知した。 ゴベルナ ドールらは決定に同意 し,速 やかに解体を実行に移す こと,そ

のために専門家を雇 うこと,さ らに諸費用は村落共同体の住民が分担することを約 し

たのであった17)。

2-2-2.総 代 官 マ ル テ ィネ ス の報 告

上 述 した 合 意 を受 け,1774年2月8日 の 朝,塔 の 解 体作 業 が開 始 され た。 これ が 引

15)　 AGN,　 Criminal,　 vol.90,　 exp.14,　 ff.269-286.

16)AGN,　 Criminal,　 vo1.90,　exp.14,　 ff.222-222v.こ の請 願 書 の署 名 者 は 以 下 の通 りで あ る。

　 ち なみ に ゴベ ル ナ ドー ル で あ る トー レスは 字 が 書 け な い とい う こ とで署 名 して いな い 。 エバ

　 リス ト ・パ ウ テ ィス タ,ニ コ ラス ・メ ン デス,ミ ゲル ・フ ラ ン コ,ビ セ ンテ ・バ ス ケ ス,マ

　 リナ ・ペ レス,ホ セ ・ラサ ロ,ペ ドロ ・デ ・グス マ ン,フ ア ン ・ベ ラス ケ ス(通 訳)。

17)AGN,　 Crimina1,　 vo1.90,　exp.14,　 ff.221-223v.村 落 共 同 体 が マ ル テ ィネ ス の決 定 に 同意 を

　 与 えた 文 書 に お け る イ ンデ ィオ 側 の署 名 者 は,前 出請 願 書 と変 わ ってい な い 。
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き金 とな っ て騒動 が発 生 した ので あ るが,こ こで は まず,マ ル テ ィネス の報 告 に基 づ

い て事 件 の概 略 を記 す こ とにす る。

　 2月8日 の朝10時 頃,解 体 作 業 のた め の足 場 作 りを 行 って い た と ころ,マ リア ・ア

ドリアナ とい うメ ス テ ィ ソ女 性 に率 い られ た女 性 の一 団 が,彼 女 の夫 であ り,こ の村

の カ シ ー ケを名 乗 る ア ナス タ シオ ・ベ ラス ケス ら数 人 の男 性 と と もに騒 然 と した状 態

で郡 長 官 の役 所 に押 し寄 せ て きた 。 マ リア ・ア ドリア ナは マル テ ィネス に,「 一 体 誰

が 塔 の 解 体 を命 じた ので す。 わ れ わ れ は そ ん な こ とには 同意 で きな い」 と叫 ん だ。 群

衆 は 叫 び 声 と身 振 りで も って彼 を脅 しにか か った。 そ の 当時,役 所 に はわ ず か な人 数

しか お らず,こ れ が暴 動 に 発展 す る こ とを 恐 れ た マ ル テ ィネス は,入 口の扉 を 締 め さ

せ た うえ で,中 に残 った 者 全 員 の逮 捕 を 命 じた。 す る とマ リア ・ア ド リア ナは 彼 に従

う どこ ろか,「 私 を 捕 まえ る こ とは で きな い」 と うそ ぶ い た 。

　 そ の とき マル テ ィネ スは,1人 の 男 が 中庭 の 柱 に よ りかか って い るの に気 付 いた 。

そ の 男 が顔 を 隠 して い た の で再 三 名 前 を尋 ね た が,「 私 です よ,私 です よ」 とい うだ

け で素 性 を 明か そ うとは しなか った 。 そ こで マル テ ィネ スが,男 のか ぶ って いた ソソ

ブ レロ(つ ぼ 広 帽)を 杖 で払 い落 とそ うと した と ころ,マ リア ・ア ドリアナが 激 怒 し

な が ら駆 け 寄 って きて,「 ど うか 気 を鎮 め て下 さ い。 あ の人 は ドン ・ホ セ ・エ ス ピノ

サ で す」 とい って 彼 を 制止 し よ うと した。 マ ル テ ィネ ス は構 わ ず,エ ス ピ ノサ も含 め

て 逮捕 者 全 員 を 投 獄 す る よ う命 じた 。 また,彼 が 通 訳 を 通 じて そ こ にい た 女性 た ち に

夫 の許 可 を え て この 騒 ぎに参 加 した のか と尋 ね る と,口 々に そ うだ と答 え た。 マ ル テ

ィネ スは 全員 を投 獄 す べ く最大 限 の努 力 を尽 く したが,通 訳 と別 の役 人 は 逮捕 者 を馬

小 屋 や わ ら置 き場 に収 容 せ ざる をxず,マ リア ・ア ドリアナ の娘2人 もそ こに 置 かれ

た。

　 ア ナ ス タ シオ ・ベ ラ ス ケス は投 獄 後 も傲慢 な態 度 を捨 てず,か つ て ゴベ ルナ ドール

を務 め た こ と もあ る カ ル ロス ・パ ス ケ ス に 向か っ て牢 の壁 のす き まか ら,「 い ま私 は

聖 歌 を 唱 って い る(大 人 し くして い る,と い う意 味)が,こ の 件 に つ い て は じきに手

を打 つ か らな 」 と叫 び 続 け た 。 この よ うな状 況下,マ ル テ ィネ ス は逮 捕 者 の尋 問 を 行

うよ う命 じた の で あ る18)0

2-2-3.尋 問調 書 の 内容

尋 問 は2月8日 か ら12日 まで続 け られ,15人 が 個 人 で,そ して14人 の既 婚 女 性 と5

人の宴 婦 がそ れ ぞ れ集 団 で証 言 した 。 そ の うち2人 は総 代 官 マル テ ノネ ス の部 下 で あ

18) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14,  ff. 224-225v.

210



安村　　植民地期メキシコにおけるインディオ騒動の政治経済学

り,1人 は 上 記 の カル ロス ・バ ス ケス で あ り,彼 ら3人 は マ ル テ ィネ ス の報告 に そ っ

た証 言 を してい る。 た だ し,次 の2点 に つ い ては 多 少 異 な った事 実 に触 れ て い る。 マ

ル コス ・ロル ダ ソとい う役 人 は総 代 官 か ら,逮 捕 者 た ち が この 騒 ぎ のた め に事 前 に集

会 を 開 いた と聞 い た こ とが あ るか 尋 ね られ,そ ん な こ とは一 切 知 らな い と答xて い る。

他 方 で カル ロス ・バ ス ケス は,次 の よ うに証 言 して い る。 彼 は 騒動 が起 きた こ と も知

らず に いた が,8日 の 午前11時 頃 役 所 に 呼 び 出 され た 。 ふ と牢 の方 に 目をや る と,ホ

セ ・エ ス ピ ノサ の姿 が あ り,な ぜ 投 獄 され た の か と聞 くと,「 好 奇 心 の せ い さ」 とい

う答 えが 返 って きた 。 ア ナ ス タ シ オ ・ベ ラ ス ケ ス の姿 も見 えた の で,「 善 良 な は ず の

人 物 が牢 に入 れ られ て い る とは何 と恥 ず か しい こ とだ 」 とい う と,ベ ラス ケ スは,「 ま

あ強 が りは よ しな さい 。 じきに トラル マ チル コ村 の連 中に,男 とい うもの が ど うい う

も のか 見せ てや ります か ら」 とい い放 った 。 そ の うち,村 の 役 職 者 が そ ろ った と こ ろ

で,総 代官 か ら逮 捕 者 た ち の不 遜 な行 動 に つ い て知 らされ た19)。

　 これ ら3人 を 除 け ぽ,残 りの 証 人 は全 員 逮捕,投 獄 の憂 き 目に あ った 者 で あ る。 首

謀 者 と 目され た マ リア ・ア ドリアナ の証 言 を 除 くと,ほ とん どの証 人 が 自分 は好 奇 心

か ら一 団 に 加 わ った にす ぎな い とい って弁 明 して い る。と くに 男性 に こ の傾 向 が 強 い 。

女 性 の証 言 で 興 味 深 い のは,夫 の 許 しを え て騒 ぎに 参 加 して い るの か とい うマ ル テ ィ

ネ ス の 問い に 対 し,そ の場 でそ うだ と叫 んだ とす る者 と,そ れ を否 定 す る者 とに分 か

れ て い る点 で あ る。 この点 につ い て は後 で考 察 を 加xる 必 要 が あ る。

　 さて,逮 捕 者 側 の証 言 か ら一 致 して い る点 で,総 代 官側 の報 告 や 証 言 で は 明 らか に

され て い な い点 を ま とめ る と,次 の よ うに な る。 朝,ミ サ が終 わ って教 会 か ら女 性 た

ち が 出 て くる と塔 の 解体 作 業 が 開 始 され て お り,彼 女 た ち は不 安 気 にそ の 様 子 を 見 守

って い たが,マ リア ・ア ド リア ナが 解 体 の理 由 を ゴベル ナ ドール に尋 ね に行 こ うと提

案 した 。そ の途 中 で マ リア ・ア ド リア ナは,家 に残 っ てい た 女性 に も声 をか け,参 加

を 促 した。 ゴベ ル ナ ドール の家 に着 くと彼 は不 在 で,役 所 に行 って理 由を 聞 こ うとい

うこ とに な った 。 一 団 は,好 奇 心 か ら彼 女 た ち に つ い て い った 男性 数 名 を加 え,か な

りの 数 に ふ くら ん だ。 役 所 の 入 口に着 く と,総 代 官 マ ル テ ィネ スが彼 らに役 所 の中 に

入 る よ うい った 。 そ こ で,マ リア ・ア ドリアナ とマ ル テ ィネ スの 間 で問 答 が 交 わ され

た20)0

　 こ の問 答 の 内 容 に つ いて は,マ リア ・ア ドリア ナ 自身 の証 言 に 従 うこ とに し よ う。

「一 体 誰 の 命 令 で塔 を解 体 して い るの で し ょ う。 後 生 です か ら あの 塔 を 解体 しな い で

19) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14,  ff. 228-229v. 
20) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14, ff. 225v.-227, 230-242.
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下 さい。落 ち そ うに な っ て い る石 に つ い ては,修 理 が で き るか ど うか相 談 します か ら」

とい うマ リア ・ア ドリア ナ の言 葉 に対 し,マ ル テ ィネ ス は 「私 が 解 体 を 命 じたの だ 。

この まま では 自然 に 倒壊 して しま う恐 れ が あ るか らな 。 そ の ため に(塔 の 脇 にあ る)

小道 を私 費 で閉 鎖 した の だ」と答 え た。 しか しマ リア ・ア ド リアナ は ひ るむ こ とな く,

「あ な た の 出費 につ い て は いず れ 神 が お支 払 い にな るで し ょ う。 しか し,あ の塔 は 村

の もの な の です 。 ほ か の どの村 が,塔 を2つ 持 って い るで し ょうか 。 主 邑で あ る この

村 だ け です 。 しか も,あ の 塔 を建 設 した の はわ れ わ れ の祖 先 で あ り,わ れ わ れ の誇 り

なの です 」 と続 け た 。 す る と総 代 官 が 通訳 を通 じ,彼 女 た ち は夫 の許 しをtて い るの

か と尋ね るの で,マ リア ・ア ド リア ナは そ うだ と答 え た 。 さ らに マ ル テ ィネスが 「こ

の請 願 の た め に書 状 を 携 え て い る のか 」 と尋 ね る と,彼 女 は 「わ れ わ れ は た だ質 問 す

るた め に こ こに来 た ので す 」 とい っ た。 す る とマ ル テ ィネ スは 突 然,彼 女 た ちの逮 捕

を命 じた の で あ った21)0

　 同様 の 問答 に つ い ては,マ リア ・ア ドリアナ の 口調 や 態 度 に 関 して こそ 二zア ソス

の差 は あ る もの の,ほ か の 証 言 に も言 及 が 見 られ る の で,そ の 内 容 は大 筋 にお い て信

ず る に足 る もの で あ ろ う。

　 ホ セ ・エ ス ピ ノサが マル テ ィネ ス に杖 で 帽 子 を 叩 き落 とされ た 場面 に つ い て も,

マ ル テ ィネス 側 と逮 捕 者 側 の間 で 大差 は な い。 た だ し,前 者 は 帽 子 を 落 とす ため で あ

った として 総 代 官 の行 為 を 正 当 化 す る と ともに,殴 りつけ た とい う側面 を ぼ かそ うと

して い るの に 対 し,後 者 は 殴 りつ け た とい う事 実 を ス トレー トに 語 って い る。

　 こ う した 二Zア ンス の差 は,こ の 点 に限 られ な い。 た とえば,総 代 官 マ ル テ ィネ ス

側 に よれ ば,マ リア ・ア ド リア ナを 筆頭 と して騒動 参 加 者 の態 度 は 挑 戦 的 か つ高 圧 的

で あ った とされ る。 それ に対 し,マ リア ・ア ドリアナ や別 の証 人 の言 葉 を 信 じるな ら

ぽ,彼 女 た ちは 塔 の 解体 の理 由を 聞 きに来 た だけ で あ り,騒 ぎを起 こす よ うな意 思 は

な か った とい うこ とに な る。 この相 違 は,マ ル テ ィネ スが 騒動 参 加 者 の逮捕 を命 じて

以後 の事 態 の 展 開 に も明 らか であ る。 マ ル テ ィネ ス の 通訳 を務 め てい た プ ア ソ ・ベ ラ

ス ケス に よれ ぽ,逮 捕 ・投 獄 の命 令 が下 され る と,彼 女 た ち は激 し く抵 抗 した22)0そ

れ に対 し,残 りの証 人 は,逃 亡 を企 て た が 門が 閉 ま って お り捕 ま った とか,皆 と一 緒

に 牢 に押 し込 まれ た とか,観 念 して 自分 か ら牢 に入 った と証 言 してお り,彼 らに よれ

ぽ 抵 抗 した の は マ リア ・ア ド リア ナ とア ナ ス タ シ オ ・ベ ラス ケス だけ であ った とい う

こ とに な る。 た とえば,・ マテ ィル デ ・ヘ ル トル ー デ ィス とい うインディオ 女 性は,こ

21) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14,  ff. 235v.-237. 
22) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14, ff. 227-228.
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の2人 が 「も し家 に害 を 加 え る よ うな こ とが あれ ば,そ の 分 は弁 償 して も ら うか らな」

とか 「母 は 高齢 で病 弱 だ し,娘 も病 気 が ち だ か ら,牢 に入 れ るべ きで は な い」 な ど と

叫 ん で抵 抗 し,そ の隙 に彼 らの 娘や 数 人 が 逃 げ お お せた,と 証 言 して い る23)0

　 また,総 代 官側 との見 解 の 相違 が 最 も際 立 って い る のは,ベ ラス ケ ス の証 言 で あ る。

前者 が騒 動 にお け る彼 の役 割 を 大 き く評 価 してい るの に対 し,ベ ラ ス ケ ス 自身 は 騒 動

へ の参 加 を次 の よ うに説 明 して い る。2月8日 の朝,彼 が 畑 か ら家 に戻 る と,妻 と娘

2人 が不 在 で あ った 。 家 に 残 って い た娘 に行 き先 を 尋 ね る と,一 緒 に 出 か けた と しか

答 え な い。 そ こで3人 を探 しに 出か け,女 性 の一 団 の 中 に そ の姿 を見 出 し,彼 女 た ち

に つ い て役 所 に入 った とこ ろ,逮 捕 され た24)0こ の2つ の見 解 のい ず れ が 真相 に近 い

の か は い ま措 く と して,逮 捕 後 の ベ ラス ケス の言 動 に 関 す る,イ ポ リ ト ・バ ス ケ ス と

い うイ ンデ ィオ の証 言 は 興 味 深 い。 彼 に よれ ぽ ベ ラス ケ スは 獄 中 で,メ キ シ コ市 の 当

局 者 に対 して 法 的 手続 きを起 こ した と語 った とい うの で あ る25)。これ は,上 述 した マ

ル テ ィネス の報 告 や カル ロス ・パ ス ヶ スの 証 言 に お い て ベ ラ ス ヶス が語 った と され る

言 葉 と符 号 して い るだ け で な く,実 際,ベ ラス ケス は こ う した 手 続 きを と り,こ の 騒

動 は新 た な 事態 へ と展 開 して い くの で あ る。

　 2月12日,総 代 官 マ ル テ ィネ ス は こ う した 相 違 を無 視 して,マ リア ・ア ド リア ナ,

マ ヌエ ラ ・グ スマ ナ,セ パ ス テ ィアナ ・フ ラ ソシ ス カ ・ウイ チ ラ,ド ミ ソガ ・ヘ ロ ニ

マ の女 性4名 と アナ ス タ シオ ・ベ ラス ケ ス,ホ セ ・エ ス ピ ノサ の2名 の み を有 罪 と見

な し,残 りの者 を 釈放 す る と ともに,関 係書 類 を前 記 の ダ ビ ラに送 付 す る こ とを命 じ

た 。事 態 の新 た な 展 開 を追 う前 に,こ の 騒動 に おけ る争 点,対 立 の 図式,見 解 の相 違

の 持 つ意 味 な ど につ い て 問題 を整 理 して お こ う。

　2-2-4.批 判的考察

　まず,騒 動をめぐる状況を簡単に整理 しておこう。

　騒動参加者の構成であるが,逮 捕 ・尋問を受けた者の数は全部で31名 であり,逮 捕

を免れた者も少なくなかったようであるから,参 加者の総数は50名 前後といったとこ

ろであろう。1770年 に行われた人口調査によれば トラルマナルコ村の人口は,イ ンデ

ィオ既婚者が647名,未 婚者が142名,ム ラー ト既婚者が9名,未 婚者が7名,ス ペイ

ソ人既婚者が152名,未 婚者が113名 であったから,テ イラーが騒動の特徴として挙げ

23) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14,  ff. 231v.-232v. 
24) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14, ff. 241-242. 
25) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14, ff. 239-239v.

213



国立民族学博物館研究報告　 19巻2号

る,全 村あげての蜂起といったパターンとはほど遠い観がある26)0また,逮 捕者の性

別を見ると,男 性は6名 で残 りは全員既婚女性であ り,そ のうち6名 は寡婦である。

さらに人種別の構成を見ると,女 性25名 のうちメスティソが3名,スペイン 人が2名

お り,男性の うちメスティソとスペイン 人が各1名 いた。メスティソの中にはマ リア ・

ア ドリアナとホセ ・エスピノサという,総 代官マルティネスが騒動の首謀者 とした2

人が含まれている。

　騒動の契機は,教 会の塔の解体工事が開始されたことであ り,騒 動参加者の目的は

解体を阻止することにあった。その際に指導力を発揮 したのはマ リア ・ア ドリアナで

あ り,彼 女の主張は塔の全面的解体には同意できない,部 分的改修であればこれを進

んで実施する,と い うものであった。彼女の言葉を見るかぎりでは,こ の騒動は,塔

の解体とい う現状の変更,村 落共同体の自律性の侵害に対する自然発生的かつ防衛的

な反応 とい う点で,テ イラーの描き出したパターンに合致 している。 しか し,こ の ト

ラルマナルコ騒動には,自 然発生的な防衛的反応 としては片付けられない要素が介在

してお り,そ の点については次節以下で詳しく論 じることにする。ここでは,先 祖伝

来の建造物を解体することが直接には騒動を惹起しないことを示す例を挙げておこう。

1728年 のことである。ベツレヘム修道会の3人 の修道士が施療院を建設すべ くトラル

マナルコに到着 した。インディオ 共同体の側は彼 らを歓迎し,先 祖が建設 した中央広

場の半分 とその石材を建設のために提供 した 【MURIEI,1991:178]。 この例から窺え

るように,インディオ は必ずしも現状維持的で伝統にしがみついているぼか りではな

く,新 しい事柄が彼 らの利益になることが合意されていれぽ,伝 統の変更に異議を申

し立てることはなかったのである。

　塔の全面的解体か部分的改修かをめぐり,ト ラルマナルコ村のインディオは分裂し

ていた。ゴベルナ ドールを務めていたタデオ ・デ ・トーvス をは じめとして,村 の役

職者はそろって解体を主張 していた。また,総 代官マルティネスもこれを支持 してい

る。この点を考慮に入れるならば,こ の騒動は村落共同体内の解体反対派による解体

推進派に対する集団的抗議という政治性を帯びていたらしいことが推察され る。本来

は共同体の外部の人間として中立であるべきマルティネスの対応もこの政治的図式の

枠内で理解されねばならない。

　 マルティネスは騒動参加者の逮捕 ・投獄 とい う自らの処置を正当化す るために,騒

動を誇張 しているきらいがある。上で指摘 した,騒 動参加者の言動に関す る彼の見解

26)AGN,　 Tierras,　vo1.1518,　 exp.1,　 f.29.た だ し,こ こで挙 げ た数 字 が 男 女 を合 わ せ た もの

　 な のか,男 性 の み を扱 っ てい るの か は不 明で あ る。
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と,参 加者側のそれとの間の相違はこうした意図に由来すると考えられる。 もちろん

参加者の側にも,罪 を免れるために自分たちの行動が整然としたものであり,要 求を

突きつけるといった性格はなかったことを強調 しているきらいはあるので,彼 らの証

言を鵜呑みにするわけにはいかない。しかし,50名 規模の集団的抗議行動が暴動に発

展するのを恐れたとい うマルティネスの説明は,彼 女たちが武器になるようなものを

一切持 っていなかったことからしても,納 得 しがたい。彼女たちが夫の許 しをえて参

加 したかどうかにこだわるのも,夫 の許しをえているのであれぽ,こ の騒動がより大

規模なものへと発展 しえた可能性を強調できるからではないか。逆に参加 した女性か

らすれぽ,夫 の許 しをえていないことは,事 前の相談などはまったくなく,「自然発

生的に」事態が展開 したのだということにな り,そ の分罪は軽減されることになる。

夫の許 しをえたと答えているのはマ リア ・ア ドリアナだけであり,こ れは夫のアナス

タシオ ・ベラスケスの証言に反 しているが,彼 も逮捕 ・投獄されている以上,嘘 をつ

いても仕方がないということではなかったか。

　このように事態が暴動へと発展しえた恐れを強調 して自らの処置を正当化 しようと

する一方で,マ ルティネスはこの騒動の責任をマ リア ・ア ドリアナ,ベ ラスケス,ホ

セ ・エスピノサといった首謀者にかぶせ,そ れで問題を解決済み としたい意図を持っ

ていたようである。それは彼が,部 下であるロルダンに対 し,騒 動の前に参加者が集

会を開いたことを聞いたことがあるかどうかを尋ねている点からも推測される。 この

問いに対するロルダソの否定的回答をあえて調書に記しているのは,こ の騒動の政治

的背景を隠ぺい しようとしたからではないか。そしてもしもこの推測が正 しいならば,

彼は トラルマナルコ村における政治的対立にかなり積極的に関与 していた疑いが生 じ

る。 もちろん,総 代官マルティネスの真意を知ることは今となっては不可能である。

しかし,こ の騒動の背景に村の内部での政治的対立が存在し,そ れに総代官も関与し

ていたという推測は,そ れほど的はずれではない。ベラスケスが副王にあてた1通 の

請願書をきっかけとして事態は新たな局面へと向か うが,そ の過程で トラルマナルコ

における政治的対立の図式が浮き彫 りにされるからである。

2-3.騒 動後 の駆 け引 き(1)

2-3-1.ベ ラ ス ケス の請 願 書

　 上 述 した よ うに,騒 動 の発 生 した1774年2月8日 か ら2月11日 まで の間 に,獄 中に

あ った アナ ス タ シオ ・ベ ラス ケ ス らは 副 王 に対 して請 願 書 を 提 出 した27)0そ の 内容 は

以 下 の 通 りで あ る。 問 題 の塔 は落 雷 の ため に2箇 所 ほ ど破 損 してい るが,構 造 自体 は
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堅固であ り,倒 壊の危険はない。 このことは,か つて大司教が視察に来た際,破 損箇

所の修理だけを命 じたことからも明らかである。以後,現 在にいたるまで塔の状態は

悪化 していない。にも関わらず,総 代官マルティネスは司祭の要請を口実に,塔 の解

体作業の開始を命 じた。そこで,ベ ラスケスらは村の女たちとともに,解 体の理由を

質 しに総代官の許に赴いた。 この村の女たちは,不 正を糾すように求めるときには自

ら判事を訪れることを習慣としているからである。すると総代官は彼らを逮捕 ・投獄

するよう命じたのである。その際,ス ペイン語を解さぬ者のために通訳を務めていた,

この村出身のメスティソ,ホ セ ・エスピノサのことをマルティネスは杖で殴 りつけ傷

を負わせた うえに,や は り投獄 した。 これは正義に反する所行であり,そ の結果,牢

において彼らは辛酸をなめさせられている。こうした状況を是正するために,彼 らは

マルティネスによる迫害の事実を明らかにするとともに,問 題がこれ以上大きくなら

ない よう,彼 ら自身の手で塔を修復することを提案する。その うえでベラスケスらは

副王に対し,総 代官が彼らを即時釈放 し,塔 の解体を中止し,3日 以内にこれを実行

して報告するよう命 じることを願い出たのであった。

　この請願書の内容に関 しては,前 述の尋問調書では騒動への関与を否定 していたベ

ラスケスが,自 ら一定の役割を果たしたことを認め,さ らにここでイニシアティヴを

とっていること,ま た,ベ ラスケスと名を連ねている2人 のインディオ が,彼 らも投

獄されたとしているが,そ の名がマルティネスの作成 した尋問調書には挙がっていな

い点などが注意を引く。形式については,こ の文書が中尉とい う肩書きを持ったスペ

イン人により,ベ ラスケスらが獄中にありながら作成 ・提出されている点に留意する

必要がある。

　この請願書を受けてアレーチェは,2月12日,ベ ラスケスらの即時釈放,こ の問題

に関する報告書の作成を総代官マルティネスに命 じるとともに,司 祭にも塔の状態に

関 して別に報告書を提出するよう命 じた。以後,塔 の解体反対派の指導者としてベラ

スケスが前面に登場 し,塔 解体の必要性の有無,ベ ラスケスらが申し出た塔の修復の

実現可能性などを争点として,解体推進派との間で論戦を繰 り広げてい くこととなる。

27)AGN,　 Criminal,　 vol.90,　 exp.14,　 ff.243-244.こ の請 願 書 の 作 成 に 関わ った 者 で 名 が分 か

　 っ て い るの は,ベ ラス ケ ス を除 く と,ク リス トパ ル ・デ ・サ ンテ ィア ゴ と フ ラ ン シス コ ・カ

　 ス トRの2人 であ る。 こ の後 に,「 そ の 他歴 代 の ア ル カル デ,レ ヒ ドー ル,プ リ ソシ パ ル,

　 そ れ に 平 民 一 同 」 とい う フ レー ズが 続 い て い る。 な お,こ の請 願 書 が 提 出 され た の は ベ ラ ス

　 ケ ス らが 獄 中 に つ な が れ て いた とき の こ とで あ り,ロ ドリー ゴ ・アル バ ラ ー ドとい うス ペ イ

　 ン人 が 代 筆 して い る。
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　2-3-2.マ ルティネスの反論

　上記の命令を受け,マ ルティネスは2月14日,弁 明書を作成 した。それによると,

ベラスケスらの逮捕の理由は,役 所に押 しかけてきた際に示 した傲慢さにある。塔の

解体に関しては,ゴ ベルナ ドール以下村の役職者の要請と建築士の助言,そ れに司祭

の了承に基づいて決定は下 された。にも関わらず,役 職者でもないベラスケスが徒党

を組んで押し寄せてきたのは,マ ルティネスの職務遂行を妨害することのみを目的と

した行為である。彼が逮捕命令を下 したのは,こ の騒ぎが暴動へと発展 し,死 傷者が

出るのを防 ぐためであった。エスピノサを負傷させたとい うのは嘘である。また,村

全体が塔の解体を求めているのに,ベ ラスケスらがその修復を申し出た とい うのはお

かしな話である。 というのも,修 復費用は再建費用よりも大きくなるはずであ り,そ

の点は建築士も証明するであろ う。マルティネスは最後に,こ の村の住人がこのよう

に傲慢不遜な行いを繰 り返さないよう副王が適切な処置を下すことを要請するととも

に,前 日の夜は首謀者が釈放されるのを待って村のインディオ が広場に集結するとい

う状況が見られたことを指摘 している28)。

　マルティネスはここで,騒 動が村全体の不満を反映したものではなく,ベ ラスケス

らを中心とする一部の者たちに見られる,植 民地当局の命令に従お うとしない気質で

もって説明しようとしている。マルティネスの求めで報告書を作成 したマウリーニョ

司祭も,ベ ラスケスらのこうした反抗的な態度を指摘している。塔を修復するという

申し出については,12年 前に大司教が修復を命 じたにも関わらず,以 後,破 損箇所は

放置されてきたことや,3年 ほど前に教会の新 しい塔に雷が落ち破損した際にも,司

祭の再三の求めにも関わらず修復するものはなく,司 祭が私費で修復しなけれぽなら

なかったことを例に挙げ,ベ ラスケスらの真意は解体命令を無視することにある,と

した29)0

　2-3-3.解 体反対派の攻勢

　ベラスケスらはおそらく2月17日 付けで,新 たな請願書を提出した。それによると,

総代官マルティネスは2月12日 の命令に従って騒動首謀者の釈放には応 じたが,塔 の

解体作業は中止しなかった。そして,2月16日 には作業中の人夫の死亡事故が発生 し

た。こうした状況を鑑み,副 王が作業の中止を命じることを願い出る,と いうのがそ

の内容であった。2月18日,副 王は総代官マルティネスに対 し,解 体作業の中止を命

28) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14,  ff. 245-247. 
29) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14, ff. 248-249v.
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じた30)0

　さらに,2月20日 前後のことと思われるが,解 体反対派の請願書がふたたび提出さ

れた。 この文書ではベラスケスの名は見 られず,「 アルカルデ経験者,レ ヒドール,

フィスカル(村 落共同体の役職で,教 会関連の仕事を司る),プ リンシパルおよび平

民」とい う形で書き出されている。そこではまず,釈 放された者たちが正当な権利を

行使 して法的手続きをとることがないように,マ ルティネスが彼らを脅 していること

が明らかにされる。次に,マ ルティネスがこのように不当な手段を利用してまで塔の

解体を強行しようとしている背後には,塔 の解体後に出る石材その他を流用 して私腹

を肥やそ うという彼の企みが隠されている,と 論 じる。そして,こ の主張を裏付ける

ために,以 前,同 様の解体作業が行われた際のマルテ ィネスの不正行為を指摘する。

それによれば,教 会のアーケー ドが解体 された際には,石 材や杉の平板などが近 くの

アシエソダに持ち去られた。また,教 会の回廊や修道院の一部が解体された際にも,

その材料が近 くの製粉所に持っていかれた。こうした行為に対 し,当 時ゴベルナ ドー

ルを務めていたニコラス ・メソデスは,共 同体の長として村人に意見を求めもせず,

なんら適切な処置をとることもなく,逆 にこれに協力したのであった。また,旧 い塔

か ら鐘が取 り外され,新 しい塔の余っていた鐘 とともに鋳直され,売 却されたことも

あった。このような状況を踏まえ,請 願者たちは総代官の不正を糾すには関係書類の

閲覧が不可欠であるとし,そ の許可を求めたのであった31)0

　 ここにいた り騒動参加者 とマルティネスの対立は,後者の過去の不正疑惑をめ ぐり,

村落共同体の役職者をも巻き込むにおよんだのである。

　2-3-4,解 体 推 進 派 の 結 束

　 2月20日,総 代 官 マル テ ィネ ス は2月18日 付 け の副 王 令 を 受 領 す る と,騒 動 参 加者

側 の請 願 書 の内 容 が虚 偽 で あ る こ と を証 明 す べ く活 動 を開 始 した。 翌21日,ま ず 解体

作 業 を指 揮 してい た 人 夫頭,フ ア ソ ・ゴ ンサ ー レスか ら証 言 を と った。 ゴ ソサ ー レス

に よれ ぽ,死 亡 事 故 が 起 きた の は2月9日 で あ り,12日 には 総 代 官 の命 に よ り作 業 は

中 止 され た。16日 に 人 夫 が塔 に の ぼ った こ とは 事 実 で あ るが,そ れ は作 業 を続 行 す る

た め で は な く,塔 の 倒 壊 を 防 ぐた め に支 柱 を 置 くた め で あ った 。 作業 開始 時 には す で

に 人 夫 が足 場 を組 む に も危 険 な状 態 で あ り,木 材 と綱 で塔 を補 強 す る必 要 が あ った ほ

30)AGN,　 Criminal,　vol.90,　exp.14,飢250r250v.請 願者でその名 が分か っているのはベ ラス

　 ケスのみであ る。彼の名 の後 に,「 その他歴代の アル カル デ,レ ヒ ドール,云 々」 とい うフ

　 レーズが来 る。

31)　 AGN,　 Criminal,　vol.90,　exp.14,　ff.251-252.
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どである32)0

　 2月21日,マ ルティネスは村落共同体の代表者を召喚 し,証 言をえている。ゴベル

ナ ドールのタデオ ・デ ・トーレス以下,19名 が連署 しているが,そ の中で以前ゴベル

ナドールを務めたことのあるニコラス ・メソデスとカル ロス ・バスケスの2人 が全員

の総意を代弁 している33)0以下,こ の証言の内容を要約しておく。

1)ア ナスタシオ ・ベラスケスらが提出した2通 の請願書のいずれに関 しても,代 弁

　　者を含む役職者一同は同意を与えていない。

2)ベ ラスケスらが副王に直訴 していたことも関知 していなかった。

3)彼 らとしては,塔 の破損した箇所をとり除 くことを総代官に申請 しており,ベ ラ

　　スケスらの主張に同意できるわけもない。

4)上 出請願書の中でベラスケスらは塔の修復を申し出ているが,司 祭の発案で,役

　　職者と村人全員の前でそれを実行できるのかどうかを質 したところ,ベ ラスケス

　　 とその妻はそのための権限を欠いているので実行できないと答えた。

5)2名 の代弁者の考えでは,塔 の修復が技術的に可能であったとしても,財 政的に

　　ベラスケスらがこれを行える見込みはない。彼らはそのために4500ペ ソを集め よ

　　 うとしているが,そ れはテナユカとい う名の農場(rancho)の 賃貸料をあてに

　　 してのことである。 しかし,現 在バラ伯爵が賃借 しているこの農場は,(ベ ラス

　　 ケスらの私有地ではなく)村 落共同体の財産である。ベラスケスとその妻が修復

　　 に固執するのであれぽ,そ れは彼 らの私財によって実行 されるべきである。

6)人 夫の死亡事故が起きたのは2月9日 のことである。

7)総 代官が私腹を肥やすために行動しているとベラスケスらは主張 しているが,何

　　 を根拠にそのようなことをいうのか,代 弁者には見当もつかない。

8)総 代官がベラスケスらを脅 し,彼 らが法的手段に訴えるのを妨げているとい うの

　　 も,ま った くの嘘である。代弁者の知るかぎり,総 代官は釈放後,ベ ラスケスら

　　 に話 しかけたこともない。

32)　 AGN,　 Criminal,　 vol.90,　 exp.　i　4,　ff.256v.-259.

33)AGN,　 Criminal,　 vo1.90,　 exp.14,　 ff.259-261.19名 の 名 は以 下 の通 りで あ る。タ デオ ・トー

　 レス(ゴ ベ ル ナ ドー ル),ア ン トニ オ ・デ ・ロス ・サ ソ トス(正 ア ル カ ル デ),マ ヌエ ル ・ペ

　 レス(第 ニ ア ル カ ル デ),サ ンテ ィア ゴ ・デ ・ガル シ ア(第 三 ア ル カ ル デ),マ ヌエ ル ・デ ・

　 ロス ・サ ソ トス(ア ル カ ル デ代 行),ミ ゲル ・ヘ ロ ニ モ(レ ヒ ドー ル ・マ ヨール),ベ ル ナル

　 デ ィー ノ ・ガ リシ ア(ア ル グア シル ・マ ヨ ール),マ テ ィア ス ・フア レス(ア ル グア シル ・

　 マ ヨ ー ル),エ バ リス ト ・バ ウテ ィス タ(共 同体 書 記),ペ ル ナ ル ド ・ベ ラス ケ ス(ゴ ベ ル ナ

　 ドー ル経 験 者),ニ コ ラス ・メ ンデ ス,ミ ゲ ル ・フ ラ ン シス コ,ル イ ス ・ロ レ ソ ソ,カ ル ロ

　 ス ・バ ス ケ ス,マ ル セ ロ ・ブエ ノ(ア ル カ ル デ経 験 老),ペ ドロ ・グス マ ソ,ト マ ス ・ミゲ

　 ル,ア ソ トニ オ ●デ σラ'ト リニ ダ ー,イ シ ドロ ・ラ ミレス。 彼 らの 名 の 後V'`,「 そ の 他 の

　 プ リソ シパ ル お よび 平 民 」 とい うフ レー ズ が続 いて い る。
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9)ビ センテ ・バスケスとプアン・デ ・アルバラー ドによると,騒 動当日,マ リア ・

　　 ア ドリアナとベラスケスは,事 前に参加者を募っていた。アルバ ラー ドの妻を誘

　　いにいったが,ア ルバラー ドはそれを許 さなかった。

10)人 夫頭は,す でに築いた足場のおかげで塔の倒壊はかろうじて防がれてお り,そ

　　れを撤去するつもりはないといっている。それはまた,人 夫たちの安全を確保す

　　 るためでもある。

　 トラルマナル コ村の役職者たちの証言は基本的に総代官マルティネスの主張にそっ

たものである。ただし,注 目すべき点も見られる。1)で は,ベ ラスケスらの請願書

が村落共同体の総意を反映 していないことを強調 しているが,こ れはカビル ドをめ ぐ

る政治的対立を考えるうえで,重 要である。3)に おいて,村 の役職者たちが塔全体

の解体ではな く,破 損箇所の除去を申請 した としているのは,1773年11月 時点での彼

らの請願の内容と異なってお り,ま た総代官マルティネスやマウリーニョ司祭,建 築

士 トーレスの主張とは完全に矛盾している。ちなみに,人 夫頭 ゴンサーレスも,ゴ ベ

ルナ ドールからの依頼の内容は塔の2箇 所の修復であったとしてお り,こ の見解の相

違はなんらかの説明を必要とする。また4),5)で は,ベ ラスケスらが修復を行 うに

際しての費用の出所の問題を指摘 してお り,解 体推進派と反対派の争点の1つ が費用

の分担方法にあったことを窺わせる。

　 さて,同 じ2月21日 のことであるが,マ ルティネスはマウリーニョ司祭から,人 夫

の死亡事故は9日 に起きた旨の証明書 も入手 し,こ れ らの文書をインディオ総合裁判

所に送付 したのである34)0以後,マ ルティネスを中心とする解体推進派は,上 述 した

矛盾をはらみながらも,結 束して事態の推移に対処 していく。

　およそ4ヶ 月後の6月11日,双 方の主張を検討したアレーチェは,問 題の塔の解体

の必要性の有無に関する建築士 トーレスの見解を求めるよう,副 王に答申した。16日

には副王がア レーチェの答申に従 った命令を下し,7月5日,ト ーレスは以下のよう

に回答 した35)0ト ラルマナルコで製粉所を建設中に村の教会の塔の危険な状態に気付

いた トーレスは,解 体の必要性を村人 と司祭に伝えた。また,解 体に際 しては専門家

の指導の下,細 心の注意をもって一定の手順に従 って作業するように助言 した。いま

でも解体の必要性に関する彼の見解は変わらない。着工 した以上,雨 などの影響によ

る倒壊の危険は増大しているぐらいである。旧い塔の解体に関する見解は,新 しい塔

が機能している以上,こ の塔はもはや無用であることも考慮したものである。

34) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14,  ff. 261v.-262 
35) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14, ff. 263-264v.
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　この トーレスの見解は,総 代官マルティネスの主張に完全に沿ったものであ り,両

者の間のなんらかの利害の一致を想起 させる。検証は当面不可能であるが,ト ーレス

が建設に携わっていた製粉所と,塔 の解体に反対するベラスケスらが,教 会の一部の

解体に伴って生 じた材料をマルティネスがそのために転用したと主張する製粉所とが

同一であるとすれぽ,こ の利害の一致の背景が理解されるであろう。 しか しアレーチ

ェは,ト ーレスとマルティネスの間の利害の一致,そ こから生 じる協力関係とい う可

能性は考慮に入れることなく,建 築の専門家 としての トーレスの見解を重視 したよう

である。7月30日 の副王宛の答申では,塔 解体の必要性を認め,費 用は村落共同体も

ちで,解 体作業を速やかに再開することを主張 した。そ して2月8日 の騒動に関 して

は,謀 議や扇動の疑いはないものの,徒 党を組んでの抗議行動は当局に対する挑戦で

あ り,こ うしたことが再発 しないための教訓 としてマ リア ・ア ドリアナ,ア ナスタシ

オ ・ベラスケス,ホ セ ・エスピノサを再逮捕 し,8日 間の禁固とい う刑に処 したうえ

で,ふ たたび同様の罪を犯したならば男は3年 間の流刑,女 は3年 間の禁固に処すと

通告すべきであるとした。8月8日,副 王は,解 体作業にあたっては建築士 トーレス

が監督することが望ましいとい う意見を付したものの,大 筋としてはアレーチェの答

申通 りの決定を下 したのであった36)0

　副王のこの決定にも関わらず問題は解決されなかった。 しか し,事 態の新しい局面

の叙述に入るまえに,こ こまでの経過を整理 してお くことにしよう。

　2-3-5.批 判的考察

　前節では,騒 動における}マリア ・アドリアナの中心的役割が浮 き彫 りにされたが,

本節の冒頭に挙げた請願書ではアナスタシオ ・ベラスケスがこの集団的抗議行動にか

な り積極的に関与 していたことを認め,こ れ以後,塔 の解体反対派の指導的存在とな

っていく。また,ホ セ ・エスピノサの関与についても,彼 自身は好奇心か ら一団につ

いていったと証言 したが,ベ ラスケスの請願書によれぽ,エ スピノサはメスティソで

はあるがこの村の出身者 として解体反対派の通訳 としてこれに参加したのであった。

これは,マ リア ・ア ドリアナがメスティソであったことと合わせ,非インディオ がイ

ソディオ社会にある程度統合されていたことを示 している。また,こ の最初の請願書

の代筆者が中尉 という肩書きを持つスペイン 人であった事実も,それに符号 している。

この騒動が自然発生的であったかいなかとい う点については,獄 中にあったベラスケ

スらが騒動発生後5日 を経ず してこうした書状を副王宛に提出しえたこと,さ らに2

36) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14,  if.  264v.-268v.
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通 目,3通 目の請願書も2週 間以内に提出されていることなどを考えると,少 なくと

もベラスケスとその協力者の間ではこの行動に関する事前の合意が存在 していたので

はないか と思われる。

　ベラスケスらの一連の請願書,特 に3通 目の請願書は,こ の騒動の背後に存在して

いた トラルマナル コ村内部の政治状況を浮き彫 りにしてくれる。請願書の形式で興味

深いのは,そ の書き出 しである。植民地期メキシコにおいてはインディオ 村落共同体

はしば しば訴訟を起こした。その際には,カ ビル ド,あ るいはゴベルナ ドールがイニ

シアティヴを とり,請 願書や訴状は 「某村落共同体のゴベルナ ドール,ア ルカルデ,

レヒドール,そ の他のプリンシパルおよび平民一同」 とい う書き出 しで始まっている

のが普通である。そ して原則 として,こ の書式を用いることができるのは,村 民の総

意をスペイン人法廷において代弁する権利を有するカビル ド,も しくはゴベルナ ドー

ルだけであった。ベラスケスはゴベルナ ドールでもなかった し,カ ビル ドの同意もえ

ていなかったにも関わらず,い ずれの請願書においてもこの書式を用いているのであ

る。自らの行動を村人の総意に基づくものであるかのように装 うことで,植 民地当局

に対 してその正当性を示すことを目的としていたのではないか。これは当然のことな

がら,カ ビル ドに集 う役職者たちの反発を招くこととな り,後 者は,ベ ラスケスらの

請願書は村の総意を反映するものではない,と 反論 したのである。

　ベラスケスの主張を整理すれぽ,a)逮 捕者の即時釈放,お よび釈放後も続 く総代

官マルティネスによる彼 らに対する妨害の停止の要求,b)塔 を解体する必要はない

が,部 分的修復とい うことであれぽ進んでこれにあたる,c)マ ルティネスが解体に

執着するのは私欲にかられてのことである,d)マ ルティネスはかつて同様の解体作

業に際 し,材 料を流用するという不正を働いてお り,そ れには当時のゴベルナ ドール

も協力 した,と い う4点 にまとめられる。

　マルティネスがこの騒動の政治的背景,さ らには共同体内の政治的対立への彼 自身

の関与を隠ぺいしようとしたきらいがあることは前節で指摘 しておいたが,隠 ぺいし

ようとした事実の具体的な内容はおそらくc)お よびd)で あった と考えられる。そ

して,ベ ラスケスらによってこの事実が暴露されたいま,マ ルティネスは方針を転換

し,村 の役職者 らの証言によってこれを否定するにいたったのである。他方で村の役

職者たちは,ベ ラスケスらの批判の矛先が彼 らに対 しても向け られるとい う事態に直

面 し,総代官側に積極的に加担する途を選んだ。2月21日 に証言席についた者の数が,

前年1773年11月 の請願書の署名者9名 か ら19名に増えている事実は,ベ ラスケスらの

攻勢に対する彼 らの危機意識の高まりと総代官に対する協力関係の強化の証左 といえ
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よう。そ して,b)の 問題をめ ぐり,ベ ラスケス側が塔の修復費用の出所 としてあて

にしていたテナユカ農場に対する村落共同体の所有権を主張するという反撃に転 じた

のである。さらに,司 祭および建築士も,解 体の必要性を証明することで総代官側に

ついた。

　騒動を契機として明るみに出された,ト ラルマナルコ村の政治的状況は以上のよう

なものであった。この政治的対立の図式,あ るいは政治的諸勢力の配置が騒動発生の

数年前か ら存在 していたこと,少 なくともこうした状況をもた らした要因が数年前に

遡 ることは確実である。こうした文脈の中で トラルマナルコ騒動は発生 したのである。

ベラスケス派の劣勢は,解 体推進派の結集とい う状況と8月8日 の副王令を前にして

挽回不可能に思われた。 しかし,彼 らはこのまま引き下がるような負け犬ではなかっ

たのである。

2-4.騒 動 後 の駆 け 引 き(皿)

　 8月8日 に副王の決定が下されて以後,ベ ラスケスらと解体推進派の間の争点は,

解体に際 して生 じる廃材の保管および再利用の方法 と,解 体推進派が騒動参加者に対

して行ったとされるいやがらせ,不 当な逮捕などの真偽の確定へと移ってい く。なお,

2月 から8月 の間に,郡 長官メルガレッホはマルティネスを解任 したらしく,こ の段

階ではメルガレッホ自身と新 しい総代官ナルシソ ・グラハーレス ・アンドラーデが解

体推進派の中心的役割を果たす ことになる。

　 2-4-1.インディオ 総 合 裁 判 所 の 対応

　 8月13日,チ ャル コ地 方 の郡 長 官 メル ガ レ ッホ は副 王 令 を 建築 士 トー レスに 通 告 し,

解 体 作 業 の 監督 を 引 き受 け るか 否 か を打 診 した 。 翌14日,ト ー レスは 多忙 を理 由 に依

頼 を 受 諾 しな い 旨 を 回答 した うえ で,メ ル ガ レ ヅホに 対 し,監 督 に あた る建 築 士 の人

選 を一 任 した 。 トー レスか らの 拒否 回答 を受 け,メ ル ガ レ ッホ は9月8日,こ ん どは

トマ ス ・フ ェル ナ ンデ ス ・デ ・ラ ・ラス トラに対 して 依 頼 を行 った。 フ ェル ナ ンデ ス

は翌9日,受 諾 回 答 を寄 せ た。 こ こに メル ガ レ ッホは,塔 の 解体 作 業 を 開 始 す る態 勢

を整 えた ので あ る。 しか し,事 は 彼 の 思惑 通 りに は進 まな か った37)。

　 イ ンデ ィオ総 合 裁 判所 の長 官 であ った デ ィエ ゴ ・フ ェル ナ ソデ ス ・デ ・マ ドリーは

8月18日,部 下 の プア ン ・ホ セ ・アス ペ イ テ ィア を通 じ,以 下 の勧 告 を メル ガ レ ッホ

に 対 して発 した 。 解 体 作業 に あ た っ ては メル ガ レッホ 自身 が 先 頭 に 立 って指 揮 す る こ

37) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14,  ff. 269-270v.
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と,解 体によって生 じる廃材の うち再利用できる材料についてはこれを売却 し,解 体

費用に充てること,売 却益が費用を上回った場合にはその差額をインディオ共同体金

庫に納めること,こ れ らの手続きをとるに際 しては村落共同体の役職者お よび司祭 も

同席すること,と い うのが勧告の内容の大筋であった。また最後に,鐘 が紛失 したと

される苦情に関 して実態を調査 し,報 告することを義務付けている。

　 この勧告が,ベ ラスケスらの新たな請願書の提出を受けて出されたことを示す直接

の証拠は残されていない。 この種の請願書が8月8日 から18日の間に提出されたとす

れば,ト ラルマナルコ文書の性格上,そ れも収録されているべきである。 したがって

この勧告は,8月8日 以前に解体反対派が提出していた文書に基づき,か つて総代官

マルティネスが同様のケースで廃材を流用したという指摘を考慮に入れたうえでイ ン

ディオ総合裁判所長官がとった,独 自の判断と見なすべきであろ う。いずれにせ よ,

郡長官 メルガレッホはこの勧告を黙殺 した。そのため,ア スペイティアは9月5日,

この勧告をふたたびメルガレッホに伝え,そ の遵守を要請 したのである38)0

　2-4-2.ベ ラスケスらの再攻勢

　 9月5日 にふたたび勧告が出されるにあたっては,ベ ラスケス側の活動が一定の役

割を果たしたようである。ベラスケスらは代訴人ホセ ・フェルナソデス ・コル ドバを

通 じ,8月26日,新 たな請願書を提出しているか らである39)0コル ドバによると彼の

依頼人たちは,次 のように述べている。 トラルマナルコ村落共同体は副王令に従って

教会の塔を解体することを決定した。 しか し,以 前,教 会のアーケー ドがなんら理由

もなく解体された際,再 利用可能な材料が持ち去られたことがあった。そのためベラ

スケスら依頼人一同は,今 回も同様の事態が繰 り返されるのではないかとい う懸念を

抱いている。(彼 らがこうした懸念を表明するのは)教 会の建設や維持に関 して交代

で奉仕する義務を有 している(か らである)。 また彼 らは,塔 の解体の是非について

副王政庁に対して訴えを起こした際,代 表 として名を連ねたのであるが,そ のことが

理由で総代官に逮捕 されることを恐れている。 というのも,ア ルカルデであったロレ

ソソ・グスマンが副王令を携えて村Y>戻 ったところを逮捕されて以来,獄 中に置かれ

ているからである。しかし,こ の事例やその他の村人が逮捕された件については,依

38)　 AGN,　 Criminal,　 vol.90,　exp.14,　 ff.271-272.

39)AGN,　 Criminal,　 vol.90,　exp.14,　 ff.273-274.こ の請 願 書 は,ア ナ ス タ シオ ・ベ ラス ケ ス,

　 ク リス トバ ル ・デ ・サ ンテ ィ ア ゴ(レ ヒ ドー ル経 験 者)に 加 え 姓 名 不 詳 の5人 の 男性 と,ベ

　 ラス ケ ス の妻 で あ るマ リア ・ア ド リア ナ,マ グ ダ レー ナ ・マ リア,パ ス クア ラ ・マ リア の3

　 人 の女 性 の依 頼 を 受 け,コ ル ドバ が 作 成 して い る。
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頼人たちの言い分はまった く無視されてきた。それゆえベラスケスらは,a)ア ーケー

ドの解体後に持ち去られた材料を当時のアルカルデや レヒドールらが教会に返還す る

こと,b)今 回の解体に際 して生 じるであろう材料を安全に保管 し,そ の利用法につ

いては司祭に一任すること,c)上 記の逮捕 ・拘留についてはその不当性を証明する

ために,関 係書類を彼 らに引き渡すこと,そ してd)総 代官および村の役職者が彼ら

を妨害しないこと,こ の4点 を命じるよう,副 王に願い出るものである。

　このうちa),b)は,8月18日 と9月5日 のイγディオ総合裁判所長官の勧告で問

題 とされている点であ り,9月5日 の再勧告にベラスケスらの活動が影響を与xた と

考える理由はここにある。c),　d)は この段階で提起された新しい問題であ り,こ の

請願の前後に提出された別の請願書と合わせてその内容を検討する必要がある。

　おそらく7月13日 のことと思われるが,ト ラルマナルコ出身のインディナでメキシ

コ市に居住す るマ ヌエル ・グスマンという人物が,1通 の請願書を副王宛に送付 し

た40)。それによれぽ,彼 の父であるロレンソ・グスマンは,フ ィスカルとアルカルデ

職を兼任するアナスタシオ ・ベラスケスの妻マ リア ・ア ドリアナに対してインディオ

総合裁判所が発行 した副王令の写 しを携えて村に戻ったところを逮捕 ・投獄 された。

以後,マ ヌエルは父の釈放を求めて手を尽 くしたが,い まだ目的を果たせずにいる。

彼が聞いたところでは,関 係書類はインディオ 総合裁判所に保管されているとい うこ

とであるので,(父 の釈放をかちとるために)そ れ らの閲覧を副王に許可 してもらえ

るよう,こ の請願書を提出したのであった。

　一方,ベ ラスケスらは9月 初旬,新 たな請願を行っている。その内容は以下の通 り

である41)0チ ャルコ地方の裁判官(実 際には郡長官たるメルガレッホがこの職 も兼務

している)は,彼 らが塔の解体に抵抗していたとして刑事訴訟を起 こした。この件を

めぐって トラルマナルコの村人の間では,副 王が鞭打ち200回 の刑や,オ ブラッへと

呼ばれる織物工場での強制労働を命 じたという噂が流れ,最 近では家族を残 して自分

だけ山中に隠れた り,あ るいは家族を連れて他村へ逃亡する者が跡を絶たない。その

ために村では深刻な事態が生 じている。副王はすでに,拘 留されていた者たち全員の

釈放を郡長官に対 して命 じ,最 後まで拘留されていた者(ロ レソソ・グスマンのこと

か)も 釈放された。それでも村人の間では家に戻れば逮捕 されるのではないかとい う

恐れが消えていない。それゆえにベラスケスらは,副 王が,彼 らの置かれている悲惨

40)　 AGN,　 Criminal,　 vol.90,　 exp.14,　 f.26b.

41)AGN,　 Criminal,　 vol.90,　 exp.14,　 ff.275-275v.こ の 請 願 書 に は ベ ラ ス ケ ス,-rリ ア ・ア ド

　 リ ア ナ,ク リス トバ ル ・デ ・サ ソ テ ィ ア ゴ,フ ラ ン シ ス コ ・デ ル ・カ ル バ リ オ,エ ウ セ ビ オ ・

　 ア ン トニ オ,フ ア ソ ・ベ ル ナ ベ,ホ セ ・エ ス ピ ノ サ ら が 名 を 連 ね て い る 。
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な状況と,彼 らが実際には罪を犯 していないことを考慮に入れ,こ うした恐れがなく

なるように,彼 らに対する妨害の停止を郡長官に命 じることを求めたのである。

　 この請願を受け,副 王は9月16日,逮 捕されて厳罰に処されることを恐れて逃亡し

たインディオ たちが安心 して村に帰れるように諸措置を講じ,戻 ってきた者には一切

危害を加えないことを郡長官メルガレッホに命 じたのである42)0この副王令に対し,

メルガレッホは次のように回答 した。8月8日 の副王令を受け,彼 は塔の解体に関す

る諸手続きをとった。騒動の首謀者3人 の逮捕については,マ リア ・ア ドリアナとホ

セ ・エスピノサが姿を隠したたあ,ア ナスタシオ ・ベラスケスのみを逮捕 した。9月

16日の副王令は,メ ルガレッホによれぽ,ベ ラスケスらの虚偽の報告に基づ くもので

ある。逃亡 したインディオが家に戻れるよう,危 害を加えないこととしているが,実

際には,彼 が副王令(8月8日 のものであろう)の 内容を通告した際,村 人は(逃 亡

するどころか)ふ たたび蜂起する気配を示 したのであった。メルガレッホはこの点を

強調 し,騒 動の再発を防 ぐためにはむ しろより厳 しい処置を副王がとるべきであると

主張するにおよんだ43}0

　ベラスケス側も黙 っていなかった。9月26日,マ リア ・ア ドリアナが夫ベラスケス

の釈放を求める請願書を副王に提出 したのである。この請願を受け,副 王は郡長官メ

ルガレッホに対 し,ベ ラスケスの即時釈放を命 じた。騒動の首謀者の拘留期間は3,

4日 をめどとす ることを8月8日 の時点では想定 していたこと,(ベ ラスケスの長期

におよぶ拘留のせいで)多 くのインディオ が家を捨てて逃亡 したことを考慮して下 さ

れた決定であった。 さらに副王は,騒 動の首謀者およびその他の村人に対 して危害を

加えた り,侮 辱することを禁 じるとともに,塔 の解体を命 じてからかなりのときが経

ったにも関わらず,材 料の流用を防 ぐ措置や売却手続きなどについてメルガレッホが

報告義務を怠ってきた ことを指摘 し,8日 以内に所定の手続 きを済ませ,報 告を行う

ことを命 じたaa)0

　 ここにいた りメルガレッホは,本 節の冒頭で指摘した,ベ ラスケスらと解体推進派

の間の2つ の新たな争点について,自 らの立場を明確にする必要に迫られたのであっ

た。

42)　 AGN,　 Criminal,　 vol.90,　 exp.14,　 f.275.

43)　 AGN,　 Criminal,　 vol.90,　 exp.14,　 ff.276-276v.

44)　 AGN,　 Criminal,　 vol.90,　 exp.14,　 ff.276-277.
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　 2-4-3.総 代 官 グ ラハ ー レス の対 応

　 ベ ラス ケス らの攻 勢 に 応 じる役 割 を実 際 に 果 た した の は,マ ル テ ィネ ス に代 わ っ て

総 代 官 に 任 じられ た グ ラ・・一 レス で あ った 。10月3日,彼 は9月26日 の 副 王令 を受 領

す る と ともに,8月18日,9月5日 の イ ンデ ィオ総 合裁 判 所 の勧 告 に 従 い,鐘 の紛 失

事 件 に 関 す る調 査 や そ の他 も ろ もろ の手 続 きを 実 施 し,報 告 書 を上 記 裁 判所 に送 付 す

る こ とを決 定 した45)。

　 グ ラハ ー レスが 最初 に行 った のは,ト ラル マ ナ ル コの イ ンデ ィオ役 職 者 た ち か ら,

a)鐘 の 紛失 事件,b)解 体 され た ア ー ヶ 一 ドの材 料 の 行方,そ してc)村 人 の逃 亡 と

い う3点 に 関 して 証 言 を集 あ る こ とで あ った。10月3日 に は,ゴ ベ ル ナ ドール経 験 者

の ル イ ス ・ロ レ ン ソが まず 証 言 に立 った46)Oa)に 関 して ロ レ ソ ソは 以 下 の よ うに 回

答 した。 問 題 の鐘 は,村 はず れ の人 里 離 れ た礼 拝 堂 に 置 か れ て い た。 当時,コ フ ラデ

ィ ア(カ トリ ッ クの 信 徒会)の マ ヨル ドーモ(責 任 者)を 務 め て いた 証 人 は,こ の鐘

が 盗難 に遭 うのを 恐 れ,司 祭 に対 して 教会 の塔 に移 転 す る こ とを提 案 した 。 次 の 日曜

日,村 の役 職 者 とプ リン シパ ル らに意 見 を 求 め た と ころ,全 員 が 同意 し,鐘 は 塔 に移

され た。 そ して現 在 もそ こに置 かれ てい る。

　 b)に 関 す る ロ レ ソ ソの 説 明 は 次 の 通 りで あ る。 ア ー ケ ー ドの 解 体 に あ た って は,

村 の 役職 者 とア シエ ンダ ・デ ・サバ レタの 所 有 者 で あ る二 代 バ ラ伯 爵,ア ソ トニオ ・

ロ ドリゲス ・デ ・ペ ドロ ソの 間 で まず 取 り決 め が 結 ぼれ た 。 解 体 の 目的 は,自 然 倒 壊

に よる被 害 を 未然 に防 ぐこ とで あ り,バ ラ伯 爵 は 解 体費 用 を全 額 負担 し,そ の見 返 り

と して村 は 石 材 そ の他 を 伯 爵 側 に譲 る とい うの が 取 り決 め の 内容 であ った。 この 取 り

決 め が 結 ぼ れ る まで 司祭 は 一 切 干渉 しなか った が,そ の後,伯 爵 に対 し,教 会 に 対 し

て もなん らか の 寄進 を行 う よ う求 め,伯 爵 は 聖 体 の 灯 を絶 や さぬ よ う,1年 分 の油 を

寄 進 す る こ とを 約 し,実 際 に は1年 以上 に わ た って そ れ を実 行 した 。

　 また,c)に つ い て ロ レソ ソは,村 人 が 不 当 に 逮捕 ・拘 留 され た り,そ れ を 恐 れ て

逃 亡 した と い う事 実 は まった く聞 い て い な い と答 え た。

　 同 日,や は りゴベ ル ナ ドール 経 験者 の カ ル ロス ・パ ス ケス も証 言 に 立 った。 バ ス ケ

ス の 回 答 は 大 筋 に お い て ロ レソ ソの それ と変 わ らな い。 た だ,b)に つ い ては,ア ー

ケ ー ドの解 体 費 用 を まか な う資 金 を 当 時,村 落共 同体 は持 ち合 わ せ て い なか った こ と,

解 体 の取 り決 め に対 して は 当時 の郡 長 官 ホ セ ・ヒル ・タ ボ ア ー ダ も承 認 を 与 え て い た

こ と,伯 爵 が寄 進 した 油 の代 金 は 石 材 そ の他 の価 格 を 上 回 って い た こ と な どを 付 け加

45) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14,  ff. 277-277v. 
46) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14, ff. 277v.-278v.
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えている47)0

　 2日 後の10月5日,グ ラハーレスは,やは りゴベルナ ドール経験者であるニコラス ・

メソデスを召喚した。a),　c)に 関 しては ロレソソ,バ スケスと一致 した証言を行 っ

ているが,b)に ついては,ア ーケー ドが倒壊する危険は認識 されていたが,村 には

解体するための費用がなかった ところに,バ ラ伯爵からの申し出があった,と 述べて

いる48)0

　翌10月6日,こ れらの証言内容を補強するために,グ ラハーレスはマウリーニョ司

祭に対 し,以 上3点 および解体作業の遅れに関する報告書の作成を依頼 した。またこ

の依頼書の中でグラハーレスはこれ らに関する自らの見解を明らかにしている。たと

えぽ解体作業の遅れは(彼 自身やマルモレッホの職務怠慢のゆえではなく)塔 の堅固

さに求められるとしているが,こ れが塔を解体する必要性を強調してきた解体推進派

の従来の見解 と矛盾する点は,留 意 しておくぺきであろう。また,塔 の材料が無価値

であるとも主張 している49)0

　マウリーニョ司祭の報告書は10月10日 付けで作成された50)。a),　b),　c)の いずれ

に関 しても,そ の内容の大筋は上記3人 の証言と同じであるが,細 部については興味

深い指摘が為されている。a)に ついては,次 のように説明している。ある日曜日,

司祭は村人全員の前で役職者たちから村はずれの木に吊るされた鐘の存在を知 らさ

れ,盗 まれるといけないという理由か ら塔に移すことを提案された。マウリーニョは

これに同意し,次 の日曜 日,フ ィスカル ・マヨール(フ ィスカル中の第一位)の 指揮

下,鐘 が教会まで運ばれ,月 曜日には塔に吊り上げられ現在にいたっている。 したが

って,鐘 が紛失 したというのはまったくの嘘である。

　以上の説明では,鐘 の移転に関してはマウリーニョ自身がイニシアティヴを とらな

かった点が強調されている。同様の状況は,a)に 関する記述にも見受けられる。マ

ウリーニョ司祭が トラルマナルコ教区に着任 して間もなく,バ ラ伯爵が彼に,教 会の

墓地の脇にあるアーケー ドが倒壊寸前であり,倒 壊によって生 じる危険を防 ぐために

解体すべきだと提案 してきた。司祭はアーケー ドが危険な状況にあることは認識 して

いたが,解 体を決定する権限は彼にはないので,村 落共同体と交渉するように伯爵に

勧めた。伯爵と共同体の間で話がまとまると,当 時の郡長官 ヒルの承認 もえられた。

解体費用は全額伯爵が負担 し,共 同体はその見返 りとして石材その他を譲るという条

47) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14,  ff. 278v.-279v. 
48) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14, ff. 279v.-281. 
49) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14, ff. 281-281v. 
50) AGN, Criminal, vol. 90, exp. 14, ff. 282-283v.
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件であった。司祭の判断では,解 体費用は石材の価格を上回っていた。 さらに伯爵は

教会に対 し,聖 体の灯のための油を1年 分寄進することを申し出,ヤ シ油5アmバ

入 りの樽5個 を実際に寄進 した。その値段だけでも石材の価格を上回っていたであろ

う。

　マウリーニョ司祭のb)に ついての報告は,前 出3人 の証言を総合した うえで,よ

り細かい点に触れたものといえる。ただし,バ ラ伯爵から最初に解体をもちかえられ

たのが司祭 自身であったという指摘は,司 祭はこの問題に干渉 しなかったとするロレ

ソソらの証言 と異なってお り,注 目に値する。いずれにせよ,マ ウリーニョによれぽ,

この問題でもイニシアティヴをとっていなかったとい うことになる。

　c)に 関する司祭の見解は,村 人が逃亡 していないことを示すに際 し,根 拠を挙げ

ている点で興味深い。彼は毎日曜日,ミ サの後で出欠を確認するために出席者の数を

数えることにしているが,最 近,欠 席者がなかったことはそれが記録されている教区

簿冊を見れぽ明らかであり,したがって村人が村から逃げ出しているとい うのは嘘だ,

と主張するのである。実際,司 祭が日曜 日の ミサへの出欠を とるという行為は,植 民

地期メキシコ中央部ではかな り一般化してお り 【GBsoN　 l964:116,124-1261,司 祭

の主張 とベラスケスらの主張のいずれが真実に近いのかはにわかに定め難い。またマ

ウリーニ ョ司祭は,教 区民であるインディオが逮捕 ・処罰 されたとい うことも聞いた

ことがない,と 補足している。さらに留意すべきは,彼 が管理 している教区簿冊が,

スペイン王室に対 して貢租を支払 う義務を負 っている納税者台帳の原簿として機能 し

ていたと述べている点である。 これは,彼 が郡長官を頂点とする世俗の地方行政機構

と密接な協力関係にあったことを示 しているからである。

　解体作業の遅れについてマウリーニョは,問 題の塔は堅固な造 りであるうえ,人 夫

の数は不足 し,お まけに未熟練者がほ とんどであること,さ らに雨が降 り続いている

ことを,そ の原因に挙げている。 さらに,塔 の材料の確保については,そ れらの大部

分が無価値であ り,保 管 しうる唯一の場所である教会の墓地が使用できなくなる可能

性を指摘 し,価 値のあるテソン トレという石材については,こ の付近ではア ドベ(日

干しレンガ)で 家を建てるので,や は り買い手は現れないであろうと述べている51)。

　 このマウリーニョ司祭の報告書が,総 代官グラハーレスの見解と一致 しているのは

51)　 テ ソ ソ トレの市 場 価 値 に 関 す るマ ウ リー ニ ョの見 解 は,虚 偽 で あ る よ うに思 わ れ る。 とい

　 うの は,チ ャル コ地 方 で は テ ソ ソ トレの採 掘 が 盛 ん に行 わ れ て い た ら し く,インディオ 村 落

　 共 同 体 が採 石 場 を賃 貸 して い る ケ ース が 見 られ るか らで あ る 【AGN,　 Tierras,　vo1.2448,　 exp.

　 4;vol.2548,　 exp.6.】 。 実際,も しテ ソ ン トレに市 場 価 値 が な け れ ぽ,ベ ラス ケス のみ な らず

　インディオ 総 合 裁 判 所 まで もがそ の 安 全 な保 管 に 固執 した とは 考 え に くい 。
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一 目瞭 然 で あ ろ う
。こ うしてインディオ 役 職 者 お よび 司祭 か ら,自 らの主 張 を裏 付 け,

ベ ラス ケス らの見 解 を 否 定 す る証 言 を えた グ ラハ ー レスは,ベ ラス ケ スの 逮 捕 に 関す

る報 告 書 を 自 ら作 成 した 。 それ に よる と,マ ル モ レッホは ベ ラス ケ スを い った ん 釈放

した の で あ る が,そ の後,彼 の家 で,泥 酔 した 数人 の男 た ち が1人 に重 傷 を 負 わ せ る

と い う事 件 が発 生 し,こ の事 件 の責 任 は 大 量 の 酒 をふ る ま った ベ ラス ケ スに あ る と し

て,彼 は ふ た た び逮 捕 され る こ とに な った の で あ る。10月10日,グ ラハ ー レスは この

報 告 書 を メキ シ コ市 に送 付 した。

　2-4-4.批 判的考察

　この段階における騒動後の駆け引きにおける問題点を整理 しておこう。

　アレーチェは7月30日 の答申において,ベ ラスケス側が指摘 していたアーケー ドの

材料の流用や鐘の紛失事件をまった く顧慮 しなかった。それに対 し,イ ンディオ総合

裁判所は,こ うしたケースがありえないことではないと判断 したのか,告 発の真偽を

質すことを命じた。そして副王もこの立場を とるにいたったのである。

　事態がベラスケス側に有利な方向で展開していった背後には,彼 ら自身の積極的な

活動があった。この段階におけるベラスケスらの主張は,塔 の解体にはもはや反対 し

ていない点において,そ れまでとは異なっている。このように簡単に自らの主張を取

り下げているのは,ベ ラスケスらが騒動に参加 した理由が,先 祖伝来の塔を守るとい

った性格のものではなかったことを示唆していないだろうか。いずれにせよ,こ の時

点で彼 らにとって重要なのはむ しろ,塔 の解体に伴って生 じる廃材をどう確保するか

という点であ り,そ れG'関連 してマルティネスと村の役職者が結託 して不正を働いた

ことがあることをふたたび強調 した。さらに,彼 らの一連の活動が塔の解体推進派か

らの妨害を受けていることを,ベ ラスケスらは明るみに出したのである。

　解体推進派の側で注目すべきは,そ の主張の変化 と当事者の交代である。前者につ

いていえば,まずアーケー ドの解体をめぐる疑惑 と鐘の紛失問題の扱いが注意を引く。

2月 から7月 にかけて推進派はこれらの問題をほとんど黙殺 してきたのに対 し,10月

に入って総代官グラハーレスが集めた証言はこれらを詳細に論 じているのである。こ

れは,インディオ 総合裁判所からの圧力を無視しては理解できない対応である。また,

グラハーレスや司祭が,塔 の解体作業の遅れの原因をその堅固さに求めている点は,

推進派の目的が塔の倒壊に伴 う危険を防止することにはなかったことを窺わせる。

　当事者の交代という点では,郡 長官メルガレッホが総代官マルティネスを解任 し,

グラハーレスを任命するとともに,メ ルガレッホ自身がベラスケス側と対決する姿勢
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を 明確 に した こ とが重 要 であ る。 これ に よ り,解 体 推 進 派 の背 後 に は マ ル テ ィネ スだ

け で な く,チ ャル コ地 方 の最 高 行 政責 任 者 が関 与 して い た こ とが 明 らか に され たか ら

で あ る。 他 方 で,告 発 を受 け て い るア ー ケ ー ド解 体 の件 に 関 し,ト ラル マ ナ ル コ村 に

隣 接 す る ア シエ ソ ダ ・デ ・サ バ レタの所 有 者 で あ るバ ラ伯爵 が イ ニシ ア テ ィ ヴを とっ

た こ とが指 摘 され て い る点 も見 逃 せ な い。 トラル マナ ル コ村 を め ぐる政 治 状 況 に お い

て,バ ラ伯 爵 が 重 要 な役 割 を果 た した と考 え られ るか らで あ る。 ここで は バ ラ伯爵 の

経 歴 に つ い て簡 単 に 触 れ て お こ う。

　 バ ラ伯 爵 の父,マ ヌエ ル ・ロ ド リゲス ・サ エ ソス ・デ ・ペ ドロ ソは スペ イ ンの バ ス

ク地 方 に生 まれ た が,ヌ エ バ ・エ スパ ー ニ ャに移 住 し,メ キ シ コ市 で遠 距 離 交 易 に 従

事 して 巨 富 を築 くこ とに成 功 した。 彼 は 商 業 か ら上 が った 利 益 を 農業 に も投 資 し,プ

ル ケ とい う酒 の原 料 とな る リ ュ ウゼ ツ ラ ンの 耕 作 な ど で は 先 駆 的 な 存 在 で あ った 。

1749年,バ ラ伯 爵 号 を 授 け られ た。 彼 の2人 目の妻 は,メ キ シ コ市 の ア ウデ ィエ ソシ

アの オ イ ドール職 を務 め た ビ リャエ ル モ ーサ 侯 爵 の姪 で あ り,2人 の 息子 もや は り貴

族 の 娘 と結婚 して い る。1772年,マ ヌエ ルが 死 亡 す る と,長 男 ア ソ トニオ が爵 位 を 継

ぐこ と とな った。 い ま まで バ ラ伯 爵 と呼 ん で きた の は この ア ソ トニ オで あ る。 彼 は,

二 代 リーバ ス ・カー チ ョ侯 爵 の 妹 と結 婚 した が,妻 の 死後,聖 職 者 と して叙 任 され て

い る 匹ADD　 1984]。

　 以 上 の 簡 単 な 経 歴 か らも,二 代 バ ラ伯 爵 が植 民 地 社 会 の 最上 層 に位 置 す るエ リー ト

で あ った こ とは 明 らか で あ ろ う。 そ の彼 が トラル マナ ル コ村 の政 治的 対 立 に 介入 して

い た とす れ ば,こ れ を 騒動 との関 連 で ど う解 釈 す べ きな の か 。 この疑 問 には 次章 で触

れ る こ とに し,次 節 で は トラル マ ナル コ騒動 の構 図を 概 観 して お くこ とにす る。

2-5。　 トラル マナル コ騒動 の構 図

　まず,騒 動参加者の側を見ていこう。騒動参加者は,多 数の女性と若干名の男性か

ら成る集団と,マ リア ・ア ドリアナ,ア ナスタシオ ・ベラスケス,ホ セ ・エスピノサ

ら主導的役割を果た した集団とに大別できる。この区別は,騒 動に参加した動機を考

えるうえで意味を持っていると考えられる。すなわち,2つ の集団はそれぞれ別個の

目的から1つ の騒動に参加 したと思われるのである。

　前者の場合,騒 動に参加 した動機は先祖伝来の塔を守ることにあり,自 然発生的な

側面が強い。 この村の女性は不正を糾す際には積極的な抗議行動をとるのをつね とし

ていたとする,最 初の請願書におけるベラスケスらの指摘を信ずるならぽ,彼 女たち

の騒動への参加は目的のうえで自己防衛的,形 態の うxで 自然発生的であったと考え
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て差し支えないであろう。それに対 し,騒 動の首謀者と目されたベラスケスらの騒動

への参加の動機には,多 分に政治的意図が見え隠れ している。騒動そのものが彼 らの

扇動によるものであったとは断定できないが,騒 動後の迅速な対応は,彼 らが騒動の

発生をある程度予見 していたのではないかと思わせる。さらに,8月8日 に副王令が

下されて以後,ベ ラスケスらがもはや塔の解体阻止には固執せず,そ の論点が総代官

と村の役職者による不正の糾弾や,解 体後の廃材の保管方法に移 ったことは,彼 らに

とっては塔の解体そのものが騒動への参加の動機 となったのではなかったことを示唆

している。

　では,ベ ラスケスらが置かれていた政治的状況はいかなるものであっただろうか。

彼らが村落共同体内部での意思決定機構から疎外 されていたことは次の事実からも明

らかである。解体推進派の肩書 きを見ると,現 職のゴベルナ ドール,3人 のアルカル

デ,ア ルカルデ代行,レ ヒドール,書 記らと並んで,少 なくとも4人 のゴベルナ ドー

ル経験者とアルカルデ経験者1名 が名を連ねている。それに対 し,ベ ラスケスらの請

願書はアルカルデ経験者,レ ヒドールなどが請願 しているという形をとっているが,

実際にはその名は明らかにされていない。それゆx,ベ ラスケス派がカビル ド運営か

ら少なくとも数年にわたって排除されていたと考えてほぼ誤 りはないであろ う。

　解体推進派はさらに,ヒ ル,メ ルガ レッホとい う歴代の郡長官,お よび司祭マウリー

ニョの支持をえていた。、カビル ドの役職者の選挙においては郡長官や司祭の意向が重

要な意味を持った[GIBsoN　 1964:178-179】 ことを考えれぽ,彼 らのベラスケスらに

対する優位がこれY'よ りさらに揺るぎないものとなったことは容易に想像できる。 し

かもトラルマナルコの場合,郡 長官と司祭が密接な協力関係にあったことは,カ ビル

ド執行部に対 して不満を抱 く者にとり,郡 長官,司 祭のいずれかの支持をとり付ける

ことで執行部に対抗していくとい う戦術がとりえないことを意味 していた。解体推進

派の共同体外部との関係は,植民地社会の最上層に位置するバラ伯爵にまでおよんだ。

伯爵の影響力を利用して植民地当局中枢に働 きかけることも不可能ではなかったので

はないか。

　 このような政治的状況下,騒 動は発生した。ベラスケスらがこの騒動に参加 したと

すれば,解 体推進派の恣意的な共同体運営および彼らと郡長官を筆頭 とするスペイ ン

人有力者 との癒着を告発する機会をそこに見出したからではなかったか。この観点に

立てば,ト ラルマナルコ騒動は,村 落共同体内部で相対立する政治的党派間の政治的

ヘゲモニー闘争の1つ の発現形態であったととらえることができる。

　他方,騒 動参加者の構成 と動機 という観点に戻ると,2つ の集団がそれぞれ別個の
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目的を追求 しながら同一歩調をとったのが,こ の騒動の特徴であるといえる。その点

で トラルマナルコ騒動は,本 稿の冒頭で触れた,ヴ ァソ ・ヤングの描き出す騒動のパ

ターソに類似 しているが,こ れらの集団がカビル ドを牛耳る解体推進派に対 して抗議

行動を起 こした点において,村 の団結は破 られてお り,彼 のモデルをそのまま適用す

ることはできないのである。

　 しかし,こ のように論 じてみても次のような疑問が残る。 トラルマナルコのインデ

ィオの間では,な にゆえにこうした党派が形成されたのか。塔解体を推進 した党派は,

共同体外部の諸権力とこれだけ密接な協力関係を築き上げながら,ど うしてベラスケ

スら不満分子を排除できなかったのか。逆にいえぽ,共 同体内部のいかなる層からの

支持をあてにしてベラスケスらは騒動とい う賭けに出たのか。こうした問いに答える

には,チ ャルコ地方のインディオ 村落共同体が抱えていた経済的矛盾および共同体の

外の世界の動向に目を向けていかねぽならない。

3.　 トラル マナル コ騒動 の政 治経済学

　18世紀半ばのチャルコ地方のインディオ村落共同体は様々な経済的矛盾に直面 して

お り,そ れぞれが共同体内部における党派の形成になんらかの形で寄与 したにちがい

ない。 しか しながら,インディオ が生活を営む うえで最も安定 した経済的基盤を与え

ていたのは依然として土地であり,そ の意味で,共 同体内部の主要な経済的矛盾は土

地をめぐる争いであったといえる。インディオ村落共同体は16世紀半ぽ,スペイン 王

室により領域内の土地すべての所有権を認められたが,そ の後,共 同体的土地所有と

共同体成員の私的土地保有の間では矛盾が激化し,土地問題が表面化するにおよんだ。

このプロセスについては第1章2-2,お よび3-3で 指摘 しておいたが,本 章では,18

世紀後半のチャルコ地方における土地問題の実態を検討 した うえで,土 地問題が共同

体内部の政治,さ らには共同体と外部世界の関係にいかなる影響を与えていたのかを

考察する。そのうえで,ト ラルマナルコ騒動では,村 落共同体内部の矛盾 と外部世界

の動向がどのような形で作用 していたのかを明らかに していく。

3-1.チ ャル コ地方 におけ る土地 問題

　3-1-1.土 地訴訟の数量的分析

　メキシコ国立総合文書館土地問題セクションには,ト ラルマナルコに関係す る土地

訴訟記録が全部で239件 分残されている。これを,年 代順,お よび訴訟当事者の法律
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上の民族区分に従って分類すると,表3の ようになる。以下,こ の表に基づいて一般

的な傾向を見ていこう。

　ロックハー トはナワ トル語文書の分析を通じ,メ キシコ中央部のインディオ 村落共

同体 で土地問題が表面化 したのは17世 紀半ぽ以降のことであ った と述べている

[LOCKHART　 l992:164]。これは,チ ャルコ地方に関してもほぼあてはまる。すなわち,

16,17世 紀中に生 じた訴訟の数は,18世 紀まで継続 したものも含め,39件 にとどまっ

ているのである。さらに,18世 紀に入 ってからの推移を見ても,そ の前半に生 じてい

る訴訟が52件 なのに対 し,1751年 以後の事例は148件 に達 している。実際に生 じてい

た土地争いの うちどの くらいの事例がスペイン 人法廷における訴訟とな り,ま た土地

訴訟全体のどのくらいのものが現在 まで記録として残 されているのかは不明である。

さらに,こ うした比率そのものが変化 したことも考えられる。 したがって,数 字上の

推移がチャルコ地方における土地問題の在 り方をス トレー トに反映しているとは考え

にくい。 しかしながら,18世 紀後半に入って土地問題が深刻にな り,し かもそれがス

ペイソ人法廷を介さねば解決されえない状況が生 じていたことは確実であろう。

　 ところで,ロ ックハー トの見解はナワトル語文書にのみ立脚 しているため,土 地訴

訟の当事者がインディオでなかった事例は最初から排除されている。 しかし,こ こで

は,ス ペイγ人法廷における裁判記録を利用 しているため,当 事者の法的カテゴリー

としての民族を知ることができる。それによると,スペイン 人の間での訴訟が41件,

インディオ同士の訴訟が99件,インディオ とスペイン人の間の訴訟が75件,当 事者の

法的カテゴリーが不明なケースが23件 となっている。

　法的カテゴリーとしての民族による分類は,そ の通時的変化に着 目することによっ

表3　 植 民地期 チャル コ地方におけ る土地訴訟

　注
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てはじめて分析上の意味を持って くる。表3を 見れぽ明らかなように,1751年 以降,

インディオ同士の訴訟の数がそれ以前の合計(19)の4倍(81)に も達するとともに,インディオ

とスペイン 人の間の訴訟数(46)も それ以前の合計(29)を 上回っている

のである。また,同 一年代における項目間の比率を見ても,18世 紀後半にはイソディ

オ関連訴訟の重要性が増大 していることは明らかであろう。

　以上の予備的な分析からだけでも,チ ャルコ地方における土地問題が18世 紀後半に

新たな局面に入 りつつあった ことが窺える。インディオ 人 口の着実な増加に伴い,村

落共同体の所有地を利用 して生計を立てることが全般的に困難になり,土 地へのアク

セスをめぐって成員間の貧富の差が拡大していったとする トゥティーノの指摘は,こ

の新たな局面との関連において理解されねばならない。インディオ 同士の土地訴訟お

よびインディオ ースペイン 人間の訴訟の増加は,こ うした相対的土地不足をその背景

としていた と考えられる。 しか し,土 地問題の深刻さが,村 落共同体内部における政

治的対立の激化に直接結びつくとはかぎらない。たとえぽ,スペイン 人アシエソダと

の土地争いは,共 同体の内部結束を高めることも考えられる。 したがって,土 地問題

と共同体内政治という2つ の現象の間の連関を考えるには,土 地問題の性格を検討す

る必要があるだろう。18世紀後半の事例に焦点を絞って,こ の問題に迫ることにしよ

う。

　3-1-2.インディオ 同士の土地訴訟

　インディオ村落共同体において土地問題が政治問題化するとすれぽ,そ れはインデ

ィオ同士の土地訴訟において最も顕著に現れると考えられる。そこでは,土 地所有団

体としての共同体,土 地の実質的な管理者としてのカビル ドの機能が問われてお り,

それをめぐる対立が浮き彫 りにされているからである。インディオ同士の土地訴訟は,

カビル ドの関与の度合いにより,私 人間の争いと成員個人 と共同体の争い,共 同体間

の争いに大別できる。

　まず,私 人間の争いを見ていこう。16世 紀後半以降,インディオ 村落共同体による

共同体的土地所有の実態が形骸化していき,本 来共同体が管理すべき土地の事実上の

私有地化が進んでいったことはすでに指摘 した。1751年 から1800年 にかけ,イ ンディ

オ同士の土地訴訟は75件記録されているが,そ の うち7件 はインディオ 間の土地売買

に絡んでいる。売買の対象 となった土地が,ス ペイン法にのっとった正式の私有地で

あるのか,そ れとも私的保有地が事実上私有地化 したものであるかは不明である。い

ずれにせよ,こ うした売買に伴って問題が生 じた際にカビル ドが当事者間の調停役と
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しての機能を果たせなくなってきたことを示す事例といえよう52)0また,14件 にのぼ

る,主 として相続をめ ぐる家族内の土地訴訟の存在 も,インディオ 共同体の土地に対

するコソ トロールの低下を示すものと考えられる53)0

　 しかし,イ ンディオ村落共同体による土地に対するコソトロールが低下 し,成 員間

の土地争いがスペイン人裁判所に持ち込まれたことは,共 同体的土地所有が機能を停

止 したことを意味しない。共同体,あ るいはその運営機関であるカビル ドは,す べて

の土地の根源的所有権者 として土地問題に介入 していたのである。その実例を見てい

こう。

　 1764年のことであるが,ト ラピサウア村のインディオ,ホ セ ・デ ・ラ ・クルスが,

村のアルカルデやその他の役職者を,彼 の土地を不当に奪 ったとして告発 した。デ ・

ラ ・クルスはその土地に関する正当な権利を示すために,同 姓同名の彼の父親が残し

た遺言書を添付 しているのである。このケースは,相 続の対象となる,私 的保有権が

かな り強固に確立 していたと考えられる土地に対 しても,共 同体がその根源的土地所

有権者 としての権利を行使 しようとしていた ことを示 している54)0このように,あ る

成員が保有 していた土地を共同体が奪い,別 の成員に分配することは少なくなかった

ようである。それは相続時にかぎられない。共同体が相続とは無関係にこうした措置

をとった事例も6つ を数える55)0

　土地を奪われる対象が当該村落共同体の正式の成員ではないケースも2つ ほど見ら

れる。 トラルマナルコの属邑であるテペティ トランのインディオ は1770年,セ バスチ

アン・バシリオなる人物が占有している土地に対する権利関係を明白にするために調

査を実施するよう,当 局に要請した。その際,テ ペティトランでは耕地が不足 してい

ること,お よびバ シリオがクアウティトラン出身であることを考慮Y'入 れることを求

めている。これが,必 要とあらばバシリオから土地をとりあげてテペティ トラソの村

人に分配することを目的としていることは,ま ず疑いようがない56)。従来,イ ソディ

オ村落共同体から移住 した者は,成 員資格 とともに土地に対する権利も失われるもの

とされてきた。 トラルマナルコ村の出身ではあるがメキシコ市に居住 していたアナ ・

マ リア ・デ ・ラ ・アセソシオソは,そ の意味では トラルマナルコ村の正式の成員資格

52)　 AGN,　 Tierras,　 voi.1915,　 exp.4;vol.2548,　 exp.4;vol.2552,　 exp.1;vol.2553,　 exps.5,9;

　 vol.2555,　 exp.　 S.

53)　 AGN,　 Tierras,　 vol.2548,　 exp.1;vol.2550,　 exps.5-7;vol.2551,　 exps.1,8;vol.2552,　 exps.

　 10-12;vol.2553,　 exp.5;vol.2554,　 exp.8;vol.2555,　 exp.7;vol.2856,　 exp.7.

54)　 AGN,　 Tierras,　 vol.2554,　 exp.4

55)　 AGN,　 Tierras,　 vol.2552,　 exp.9;vol.2554,　 exps.10,11,15;vol.2555,　 exps.5,13.

56)　 AGN,　 Tierras,　 vol.2871,exp.10.
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を失っていた。 したがって,彼 女の祖父が死ぬ と,共 同体はその土地を没収した。そ

れに対 し,ア ナ ・マリアは1770年,問 題の土地の返還を求めて訴訟を起こしたのであ

った57}0

　以上の事例から分かるように,村 落共同体はその土地を必要に応 じて再分配する権

利を行使 し続けていたのである。 しか し,土 地を奪われる側の反発 も大きく,そ れゆ

えにこうしたケースはスペイン人裁判所に持ち込まれることとなった。 これは,18世

紀後半のチャルコ地方においてインディオ 村落共同体の共同体的土地所有 と成員の私

的土地保有 とが鋭 く対立するにいたったことを示している。イ ソディナ共同体はさら

に,成 員の保有地のみならず,スペイン 人によって認められた,カ シーケやプ リソシ

パル層の私有地に対 しても根源的土地所有者 としての権利を行使しようとした58)0

　 ここで留意すべ きは,個hの ケースにおいて実際に共同体の権利を行使 したのはカ

ビル ドの有力メンバーであったという事実である。先スペイン 期には,根 源的土地所

有団体 としてアルテペ トル,あるいはカルポ リが土地分配 ・再分配を実施するに際し,

正確な土地台帳の存在や分配の対象となる土地の周辺住民の同意をえる必要などを通

じ,役 職者の恣意が入 り込むことが防がれていた。それに対 し,征 服後のインディオ

村落共同体では,カ ビル ドによる土地分配 ・再分配の恣意性をチェックする手段が,

16世紀半ぽ以降のインディオ 人 口激減期に失われてしまった。 したがって,18世 紀後

半のチャル コ地方においてカビル ドが土地の分配 ・再分配を実施するにあた り,そ の

メンバーの恣意的な決定を排除することは不可能になっていた。そこで,土 地問題を

有利に解決するためにはカビル ドを掌握することが重要な意味を帯びることになる。

カビル ドは土地問題を解決す るための手段とな り,土 地問題はカビル ド役職者の選出

に際して政治問題化する。

　かくして,土 地問題は村落共同体内政治と密接な関係を持つにおよぶ。共同体内政

治の具体的な表現 としての政治的党派の形成に即して,こ の関係をもう少 し詳 しく考

察することにしよう。

　3-1-3.政 治的党派と土地問題

　インディオ 村落共同体の内部に政治的党派が形成され,党 派間の争いが展開されて

いくプロセスにおいて,土 地問題がその起点にあるということはできない。土地問題

57)　 AGN,　 Tierras,　 vol.2551,exp.1.

58)　 AGN,　 Tierras,　 voL　 l　595,exp.2;vol.1596,　 exp.4;vo1.2553,　 exp.12;vol.2885,　 exp.19.　 ま

　 た こ の 時 期,村 落 共 同 体 間 の 土 地 訴 訟 も何 件 か 記 録 さ れ て い る 【AGN,　 Tierras,　 vol.1596,

　 exp.1;vol.2548,　 exp.9;vol.2552,　 exp.14;vol.2743,　 exp.4;vol.2744,　 exp.1.]0
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が深刻化する以前から,こ うした党派争いはインディオ 共同体内に存在 したと考える

方が自然である。 しか し,インディオ 人 ロの増大に伴い相対的土地不足およびそれに

伴 う貧富の差の拡大が顕著となった18世紀後半には,希 少資源 となった土地の分配が

政治問題化した。

　一般論として考えるとき,植 民地期メキシコのイ ンディオ村落共同体における政治

的党派の形成は,次 の2つ の経路を辿 ったものと考えられる。第一は,先 スペイン期

の複合アルテペ トルが1つ のインディオ 共同体に再編されたケースにおける,主 邑か

らの独立を求める属邑の指導者たちが政治的党派を形成していく道である。 もう1つ

は,プ リンシパル層がカシーケ層から政治的実権を奪 うために,そ して次の段階では

上昇 しつつある富裕な平民がプリソシパル層にとってかわるために政治的党派を形成

していく道である。いずれの場合も,カ ビル ドを掌握することによって,ス ペイン植

民地当局に支払われる貢租の割当て,徴 収,共 同体に対する労役の管理,耕 地の分配,

共同体金庫の運営などにおいて,利 益をえることが政治的党派の目的であったと考え

られる。その中核は少数の者から成 り,そ の周辺にそれよりは多くの支持者が集まる

が,全 体 として政治的党派に組織されるのは共同体成員の一部にすぎない59)。

　属邑の主邑からの独立に関 しては第1章 で触れておいたので,政 治的党派の形成の

第二の経路に限定して議論を進めていこう。18世 紀のメキシコ中央部,よ り具体的に

はチャルコ地方を念頭においた場合,カ シーケ層は政治的実権をおおむね失ってお り,

共同体内政治を牛耳っているのは,カ ビル ドの役職者および役職経験者から成る集団

である。彼 らの大半の出自は平民であったと思われるが,役 職の階梯を上昇すること

によってプリンシパルとなっていく。役職に伴 う威信 と経済的利益をめぐって彼 らの

間では競争が見られ,政 治的党派が形成される。

　いま,不 利な立場に置かれている党派の戦略を考えると,彼 らがカビル ドを掌握す

るには,自 派の勢力を拡大するよりほかはない。共同体成員の大半はいずれの党派に

も属さない中間層,あ るいは非政治的階層であるが,彼 らの間か ら新たな人材を登用

59)　 植民地期 メキ シコのインディオ 村落共同体 におけ る政治的党派を体系的に明 らかに した研

　 究は,管 見のか ぎ り存在 しない。 また,1つ の共同体に関 して これを通時的に扱 った研 究 も

　 ない。村落共同体 の細分化 プ ロセスにおいて主 邑と属 邑がそれぞれ党派を形 成 して争 うケー

　 スを扱 う中で,党 派 に触れ られ ているにす ぎない。 しか し,こ うした政治的党派 が存在 した

　 事実その ものには多 くの研究者 が気付いてお り,党 派(faction,　 facciGn)と い う用語 も使わ

　 れてい る。本稿でこの用語 を使 っているのは,こ うした慣例に従 っての ことである。 また,

　 こ うした政治的集 団を党派 と呼ぶ のには,以 下の よ うな理 由もあ る。すなわち,同 一集団の

　 中Y'異 なる階層の人間が組 み込 まれ ていた り,同 じ階層の人間が異な る集団に属 して対立 し

　 てい ることが少な くな く,し たが って これを階級 と呼ぶにはいかない とい う状況 が見 られた

　 か らで ある。 また,こ うした集 団間の抗争が多 くの場合,村 落内の政治的指導層 の交替に と

　 どま り,社 会 ・政治構造その ものの変化 を伴わ ない点 も,筆 者の見解 に影響 してい る。
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することが必要 となる。そのためには,カ ビル ドを掌握 したあかつきにはなんらかの

経済的恩恵をこうむることを約束 しなけれぽならない。インディオの大半が農業に依

存 して生計を立てていた状況では,この経済的恩恵はまず土地であったと考えられる。

新興の党派が政治的実権を奪取 してまず行 うのは,カ ビル ドの権限にのっとって反対

派から土地を奪い,自 派のメンバーに分配することであったろう。逆に,す でにカビ

ル ドを掌握している党派が,新 興の党派に対抗するには,や は り土地の分配を続けな

ければならなかったであろう。いいかえれぽ,土 地は党派の勢力拡大,維 持のための

政治的手段と化す。

　前節で触れた,共 同体が成員から土地をとりあげ,別 の成員にそれを分配している

ケースは,こ うした政治的党派争いの文脈の中で理解されねぽならない。政治的意図

による土地の再分配は,当 然のことながら,不 平等なものであ り,成 員間の貧富の差

を拡大 し,土 地問題を人為的に深刻化する結果を招いたであろう。

　他方で,18世 紀チャルコ地方のインディオ村落共同体が直面 していた土地問題の根

本は,人 口が着実に増加しているにも関わ らず,四 方をスペイン人アシエソダに囲ま

れていたため,利 用できる土地の絶対量を開墾等の自助努力によって増大 しえない点

にあった。抗争する政治的党派の双方に対 して,こ の事実は次のジレソマを突きつけ

た。まず,土 地の確保そのものが政治の目的化する。 しか し,土 地の絶対量が増大 し

ない以上,土 地の分配を通じての勢力拡大は一定の限界が課される。 これを越えて勢

力拡大を試みるならぽ,中 間層のほ とんどからも土地を奪わなければならなくな り,

自派に反対する勢力が逆に伸長する結果を招いてしまうからである。そして,新 たな

党派によって政治的実権は奪われてしまう。しかし,こ の新たな党派も同じジレンマ

から逃れることはできず,イ ンディオ村落共同体内の政治状況はきわめて流動的な様

相を呈さざるをえない。また,政 治的忠誠に対する経済的報酬がかぎられていた中,

ある人物が党派を乗 り換えることも少なくな く,こ れは政治情勢のさらなる流動化に

寄与 したであろ う。

　 これで,18世 紀後半のチャルコ地方のイ ンディオ村落共同体内の政治的党派の形成

と土地問題の間には相互に規定 し合 う関係が存在 していたことが,一 応,説 明された

であろう。 トラルマナルコにおける政治的対立の背景にも土地問題が存在 していた。

しかし,土 地問題の深刻さが騒動にス トレー トに反映されたと考えるのは,短 絡的Y'

すぎる。18世 紀後半のチャルコ地方における土地訴訟の数は,騒 動のそれをはるかに

上回っているからである。 トラルマナルコにおいて1774年 という時点で騒動が発生 し

たメカニズムを解明するには,共 同体内の政治的党派と共同体外の世界との結びつき
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方も視野に入れなければならないのである。

　3-1-4.インディオ 村落共同体と外部世界

　 トラルマナルコのケースの具体的な検討に入る前に,18世 紀のチャルコ地方におけ

るインディオ村落共同体と外部世界の関係の一般的特徴を明らかにしておこう。

　 18世紀のメキシコ中央部におけるアシエンダとインディオ村落共同体の間の対抗的

側面よりも,相互補完的な関係を重視し,それを不平等な共生と呼んだのは トゥテ ィー

ノであった。彼によれば,人 口増加の影響で土地が不足するようになった村落共同体

では,配 分 される地片ではもはや自給 自足の生活を営めない成員が増加し,彼 らは不

足分を補 うべく共同体の外で賃金労働に従事することを余儀なくされる。他方で,ア

シエンダの労働力構成を見ると,農 繁期における臨時労働者の比率がきわめて高い。

そこでインディオ 村落共同体とアシエンダの間に,臨 時労働力の需給を媒介 とする共

生関係が生 じた。 この関係において仲介者としての役割を果た したのが,カ ビル ドの

役職者であった。また,司 祭は,こ の共生関係の円滑な維持を精神面から保証する役

割を負わされる。かくして,メ キシコ市に居住するアセンダー ドとインディオ 村落共

同体の間では,ア シエンダを媒介として垂直的な社会的統合が達成されていた,と ト

ゥティーノは論じるのである[TuTINo　 1975:498-503,1976:190-1921。

　 この見解がチャルコ地方の農村社会の一面を明らかにしていることは否定できない

が,筆 者としては トゥティーノの描き出したこのイメージは,こ の時期のチャルコ地

方に見られた様々な矛盾を捨象 し,ア シエンダとインディオ 村落共同体の関係を予定

調和的に捉えすぎていると考えざるをえない。これでは,18世 紀後半に入ってアシエ

ンダとインディオ村落共同体の間の土地訴訟が増加 していることも,ま た トラルマナ

ルコ騒動においてベラスケスらがアシエンダ・デ ・サバ レタの所有者であるバラ伯爵

を暗黙のうちY'非難していることも理解できない。共同体内の政治的党派争いという

観点から共同体と外部世界の関係をながめるとき,こ の関係はそのダイナミズムをわ

れわれに呈示 してくれるのである。

　土地問題の存在が特定の政治的党派によるカビル ドの掌握を不安定にすることには

すでに触れた。 しか し,そ の党派が土地問題に由来する限界を越えて政治的実権を長

期にわたって維持することもあ りえた。それは,外 部世界の要因を共同体内の政治 と

結びつけることによってであった。

　 まず,共 同体内の不満を力でもって抑え込む方法が考えられる。それは,郡 長官を

はじめとするスペイン人当局と結託 し,そ の権威を借 りて不満分子を排除することを
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意味する。カ トリックの司祭とも協力関係を結べれぽ,こ の方法はさらなる効果をも

たらすことが期待される。 しか し,不 満そのものは解消されずに残され,自 派の求心

力を維持するのに必要な経済的恩恵も増大 しない以上,こ の方法だけで政治的実権を

維持するのは困難であった と考えられる。

　第一の方法の補助手段 として考えられ るのが,納 税者数の不正申告である。イソデ

ィオ納税人口は,原 則として5年 毎に調査 され,そ の結果に基づいてスペイン植民地

当局に当該共同体が支払 うべき貢租の額が決定された。この人口調査は主として司祭

が管理する教区簿冊に依拠 して行われるが,こ の段階でカビル ドと司祭,そ れに郡長

官が結託すれぽ,納 税者数を過小申告す ることができる。実際にはすべての納税者か

ら貢租を徴収すれば,徴 収額 と王室への送金額の間には差額が生じ,そ の一部はカビ

ル ドを掌握する党派が利用できることになる。こうして,土 地の分配はもはや不可能

であっても,経 済的恩恵を与え続けるための収入源が確保される60)。

　 カビル ドを掌握 している党派がその実権を維持するための第二の方法は,共 同体財

政の不正な運用である。とくに,外 部世界との関係という観点から重要なのは,共 同

体内の余剰耕地,牧 草地などの賃貸である。第1章 で述べた ように,こ の慣行は,イ

ソディオ人 口が激減する中でスペイン植民地当局への貢租支払の遅滞を防ぐために発

達 したのであるが,18世 紀に入 り,人 口増大に伴い耕地が不足するようになっても,

こうした土地の賃貸を停止し,成 員に分配する動きは見 られなかった。逆にカビル ド

は,外 部の有力なスペイン人にこうした土地を賃貸することにより,高 額な賃貸料を

安定的にえることを好んだ。あるいは,正 規の賃貸料を低 く抑え,そ の代償として賃

貸者からカビル ド役職者個人に支払いが行われることもあったかもしれない。いずれ

にせよ,共 同体財産の賃貸をめ ぐっては,一 般の成員による役職者に対する不正の告

発が少なからず為されている61)0これが,党 派拡大のための資金源の1つ であったこ

と,そ して共同体指導者層と賃貸者の間に特別な関係を生ぜせしめたことは確かなこ

とと思われる。

　上述 した2つ の方法が,イ ンディオ村落共同体における政治的不安定の根本的要因

である土地問題の解決を回避するものであったのY'対 し,次 の方法はこれを積極的に

打開しようとした点で,大 きく異なっている。カビル ドを掌握している党派が,お そ

60)　 納 税 者 台 帳 へ の登 録 と耕 地 の 用 益 権 は 密接 に 結 び つ い て いた ら し く,台 帳 へ の 未 登 録 は 耕

　 地 の没 収 に つ なが る こ と もあ った 。 また 逆 に,耕 地 を奪 わ れ た成 員 が,台 帳 へ の登 録 を 申請

　 し,そ の手 続 き の 中 で耕 地 に対 す る権 利 を 回 復 しよ うとす る こ と もあ った[AGN,　 Tierras,

　 vol.2552,　 exp.10]0

61)　 AGN,　 Tierras,　vol.1923,　 exp.1;vol.2552,　 exp.17;vol.2555,　 exp.3;vol.2957,　 exp.147.
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らく共同体の総意を反映 しながら,隣 接する村やアシエン ダと土地訴訟を行 っている

ケースがこれにあたる。 これにより,土 地不足によって共同体内部に うっ積 した不満

は外部の敵に転化 され,共 同体内の緊張は一時的に低下 し,カ ビル ドを握っている党

派は自らの延命を図ることができる。このパターンは,ヴ ァソ ・ヤングの呈示した騒

動モデルに類似しているといえる。

　以上,あ る党派がその政治的実権を長期にわたって維持するための3つ の方法を説

明してきた。別の党派が実権を奪取 しようとする場合にも,こ れ らをめ ぐって告発が

為 されることになる。ある村である党派がどの方法をとるか,あ るいは組み合わせる

かはアプリオリに決まるものではな く,あ くまで状況に左右 される。 したがって,ト

ゥティーノのい う共生関係が成立するのも,刻 々と変化す る状況の一断面においてに

すぎない。

　インディオ 村落共同体においてある党派がかな り長期にわたって政治的実権を維持

するのか,そ れとも頻繁かつスムーズに実権の交替が行われるのか,そ れとも1774年

の トラルマナルコのように騒動が発生してしまうのかは,変 動 しつつある状況下,相

対立する政治的党派が,郡 長官,司 祭,ア シエンダ,メ キシコ市の植民地当局中枢と

いった外部世界の諸要因と結ぶ関係によっても規定されていた。次節では,こ の時期

の外部世界の動向に一瞥を加えることにしよう。

3-2.1760年 代,1770年 代 の ヌ エ バ ・エ ス パ ー ニ ャ の 政 治 状 況

　 3-2-1.ブ ル ボ ン朝 諸 改 革 と総 巡 察 使 ホ セ ・デ ・ガ ル ベ ス

　 七年 戦 争 での 敗 北 を契 機 と して,ス ペ イ ン王 室 は帝 国 統 治機 構 の立 て直 しに本 格 的

に取 り組 み 出す 。 一 般 に,こ の動 きの 中 で 打 ち 出 され てい く一連 の措 置 は ブ ル ボ ソ朝

諸 改革 と総 称 され て い るが,改 革 の 波 は 帝 国植 民 地 の 中で も最 も重 要 な位 置 を 占め る

に い た った ヌエバ ・エ ス パ ー ニ ャに もお よん だ の で あ る。

　 ヌエ バ ・エ スパ ー ニ ャに お いて 植 民 地政 策 の転 換 を 大 胆 に 推進 した のは,総 巡 察 使

と して ス ペ イ ソ本 国 か ら派 遣 され た,ホ セ ・デ ・ガ ル ベ ス とい う人 物 であ った 。 ヌエ

バ ・エ ス パ ー ニ ャに お け る新 しい 植 民 地政 策 の 内容 お よび そ の 実 施過 程,植 民 地 社 会

に 与 え た イ ンパ ク トな どにつ いて は 筆 者 も別 稿 で触 れ た こ とが あ り,ま た こ の問 題 に

つ い て は近 年 多 くの 論考 が発 表 され て い るの で,こ こ では 本 論 と関連 のあ る点 に つ い

て 言 及 す る に と ど め る こ と に す る 【CoATswoRTH　 1990;VazQuEz　 1992;安 村

1992]o

　 ガル ベ ス の ヌエ バ ・エ ス パ ー ニ ャ滞 在 は1765年7月 か ら1772年2月 まで,お よそ6
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年半の長きにおよんだ。彼は,自 らの考えがスペイ ソ王室の利害に合致するものであ

り,そ の実現を阻止するものはことごとく排除されねばならないと考えるようなタイ

プの人物であ り,植 民地社会で長い年月をかけて形成されてきた慣行や,そ こでの現

実の政治状況などは考慮に入れずに行動 した。彼の巡察以前は,植 民地統治の最高責

任者である副王でさえもこうした慣行や,植 民地社会の頂点に立つエ リー ト層の利害

を無視することなく統治するのが通例であ り,ガ ルベスの政治スタイルは植民地社会

各層との間に軋礫を生むこととなった。

　 スペイン王室がガルベスに託 した任務の中には,徴 税体系の見直し,教 会の世俗社

会における権力の削減,教 会が果たしていた秩序維持機能を軍事力で補 うための軍制

改革が挙げられるが,そ の実施にあたってもガルベスはその強引な手法を貫いたので

ある。

　インディオ および混血層に対する徴税の強化,お よび再編 ・強化された民兵組織へ

の彼らの徴発は,ヌ エバ ・エスパーニャの民衆層の間に不満を広めた。そして1766年

から翌年にかけ,西部 ミチ ョアカン地方を中心に各地で民衆蜂起が発生 したのである。

1766年段階では蜂起は散発的であった。 しかし,1767年 に入 り,情 勢は変化 した。当

時のヌエバ ・エスパーニャ社会においてはイエズス会が大きな社会 ・経済的権力を行

使していた。この修道会はスペイ ソ王権からの自律性が強 く,王 権が教会の世俗的権

力を削減するうえで,最 大の障害と目されていた。そこでスペイソ王室は,帝 国全土

からイエズス会士を一斉追放する計画を立て,ガ ルベスをヌエバ ・エスパーニャにお

ける計画実施最高責任者としたのである。そして1767年,ガ ルベスはこの王令を実施

に移 したのであるが,こ れに対 し,精 神的指導者を奪われた植民地社会各層は大きな

不満を抱き,民 衆はふたたび蜂起 したのであった。

　 1767年の一連の民衆蜂起はヌエバ ・エスパーニャ全域で実施されたイエズス会士の

追放を契機としているため,前 年 よりも広い地域で発生 した。深刻な状況に直面 した

ガルベスは,こ れらの民衆蜂起をイエズス会士の策謀によるものと見なし,こ れを放

置すれば改革の努力がすべて水泡に帰す と判断 し,自 らが再編 ・強化に尽力 した民兵

組織を動員 し,徹底的な武力弾圧でもって これに臨んだのであった。征服が一段落 し,

植民地体制が整備されていく16世紀半ば以降,メ キシコ中央部では大規模な反乱はほ

とんど発生 しなかった。また,散 発的に生 じた騒動に対 しては,植 民地当局は寛大な

措置をとるのがつねであった。その意味で,1767年 の民衆蜂起はその規模の大きさと

弾圧の苛酷さの点で例外を成すものといえる。これ以後,イ ギ リスなどの外敵からの

防衛手段としてだけではなく,植 民地社会内部での秩序維持のための組織としても軍
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の存在が重要性を帯びることになっていく点でも,こ の民衆蜂起は大きな歴史的意義

を有していたといえる。

　この弾圧以後,ガ ルベスに対す る植民地社会各層の不満が噴出することはなくなっ

た。植民地統治機構内部での総巡察使に対する抵抗も影をひそめていった。 しか しこ

れは,諸 改革が引き起こした不満が一掃されたことを意味 しない。彼のスペイン本国

への帰国は,こ うした不満が小規模ではあっても表面に出ることを可能にし,1771年

に着任した新しい副王,ブ カレリの下,様々 な利害を調整する伝統的な政治手法があ

る程度復活していくのである62)0

　3-2-2.チ ャル コ地 方 に お け る ブ ル ボ ン朝 諸改 革

　 ブ ル ボ ソ朝 諸 改 革 が社 会 に 対 して 及 ぼ した 影 響 は,当 該地 方 の置 か れ て い た諸 条 件

に よって も規 定 され た。 地 方 レヴ ェル で の研 究 が 進 ん で い る メキ シ コ北 部,西 部 ミチ

ョア カ ン,南 部 オ アバ カ,南 東 部 ユ カ タン とい った 諸 地 方 を比 較 す る と,改 革 の方 向

は 同 一 で あ る も の の,そ の 影 響 の 度 合 い は 異 な っ て い る こ と が 分 か る[FARRISS

1984;MoRIN　 1979;PAsToR　 1987;Rio　 1984;安 村 　 1992】。 した が っ て,メ キ シ

コ市 周辺 部 にお い て も改革 の イ ソパ ク トは 固有 の性 格 を 示 した と考 え られ るが,こ の

地 域 に関 しては 管 見 の か ぎ りでは こ の問題 に関 す る研 究 は 為 され て い な い。 チ ャル コ

地 方 に お け る状 況 に つ い て も,ま った く断片 的 な情 報 に 頼 ら ざ るをxな い のが 実状 で

あ る。

　 ブル ボ ソ朝 諸 改 革 が もた ら した変 化 と考 え られ る もの に は,教 区 司祭 の職 か ら修 道

士 を排 除 して,在 俗 聖 職 者 に 替 え る措 置 が 挙 げ られ る。 これ は セ ク ラ リサ シ オ ン

(secularizaci6n)と 呼 ばれ るが,こ の 政策 を理 解 す るY'は 少 し歴 史 を遡 らね ぽ な らな

い。 征服 直後 の メ キ シ コで は,い くつ か の 修道 会 が イ ンデ ィオ に対 す る布 教 活 動 を 行

うこ とが 例外 的 に認 め られ た。 これ は,司 教 を頂 点 とす る在 俗 教会 組 織 の進 出が 遅 れ

た こ とに よる措 置 で あ った 。16世 紀 半 ば以 降,在 俗 教 会 組 織 が確 立 され る につ れ,イ

ンデ ィオ に対 す る聖 務 の遂 行 を め ぐ り,在 俗教 会 と修 道 会 の 間 で 対立 が深 ま った 。前

者 が,す で に布 教 の段 階 は 終 了 して お り,修 道 会 に よる聖 務 の 遂 行 とい う例 外 的 措 置

は停 止 され る べ きで あ る と主 張 した の に対 し,修 道 会 側 は,布 教 の段 階 で彼 らが 払 っ

た犠 牲 を 考 え れ ぽインディオ に 対 す る聖 務 を 継続 す る のは 当 然 の 権利 で あ る と して譲

62)以 上,ガ ルベスの行動に関 してはCalderon　 Quijano[1967:117-381】 に,ブ カ レリの統治

　 についてはCalder6n　 Quijano【1967:385-658)に 依拠 した。ただ し,ガ ルベスの1766年,

　 1767年 の民衆蜂起 に対す る見解はかな り偏 ってお り,こ れ らの蜂起の実相に迫 るにはCastro

　 ll990】を参照す る必要 があ る。
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らなかった。教会に対する王権の優位を確立したいスペイン王室としては,王 権から

の独立性の高い修道会がインディオに対 して聖務を遂行することは好 ましくなかった

が,修 道会側からの抵抗の大きさを考慮 し,漸 進的にこれを排除する方針をとった。

　 16世紀後半,17世 紀を通 じて散発的にしか行われなかったセクラリサシオンが強力

に推 し進められるには,18世 紀後半 まで待たねばならなかった。そして,メ キシコ盆

地では1750年 代以後,フ ランシスコ会,ド ミニコ会,ア ウグスティヌス会の管轄下に

置かれていた教区が急速に在俗司祭の手に委ねられていったのである。チャルコ地方

の場合 も例外ではなかった。1769年 末の段階で,22の 教区の うち修道会の管轄下にあ

ったのは4つ にすぎなかった63)0ト ラルマルコの場合,セ クラリサシオンが行われた

のは1768年 のことであ り,本 稿にすでに何度 も登場 しているマウリーニョ司祭はこの

ときに着任したと考えられる 【GIBsoN　l964:106】。チャルコ地方において200年 間放

置されてきた修道会管轄教区が1760年 代,1770年 代に急速にセクラリサシオンされた

背景には,ガ ルベスの圧力を想像せざるをえない。

　 チャルコ地方における改革の影響 と考えられる別の動きとしては,イ ンディオ納税

者台帳の改訂があげ られる。アウディエソシアのフィスカルであったア レーチェは各

地の郡長官に対 し,所 轄地域のインディオ納税者人口に関する調査報告書の提出を命

じたらしく,1769年 末にこの命を受けたチャル コ地方の郡長官 ヒル ・タボアーダはこ

の命令を各司祭に回覧し,翌 年7月 にはすべての司祭が提出した人 口調査書を集計 し

て報告書を作成 ・提出している。7人 の司祭は,理 由は明らかではないが,人 口調査

書の提出を拒んでいた。しか し,ア レーチェか らこの件で打診を受けたガルベスが,

断固たる処置をとるように郡長官 ヒルに命 じたことで,彼 らの抵抗は排除されたよう

である軌

　 以上の記述から明らかなように,1760年 代後半から1770年代初頭にかけてのチャル

コ地方では,ブ ルボン朝諸改革のインパク トが随所に見 られるとともに,ガ ルベスの

直接の影響もそこには感 じとれる。騒動直前の トラルマナルコの周囲に存在 した外部

世界の状況はこのようなものであった。

3-3.騒 動 へ の 道

以上の2節 における考察 と第2章 での記述を総合 しながら,ト ラルマナルコにおけ

る政治的党派間の争いが1774年 とい う時点で騒動へ と発展せざるをえなかった道筋を

63)　 AGN,　 Tierras,　 vol.1518,　 exp.1,　 ff.　lv.-18.

64)　 AGN,　 Tierras,　 vol.1518,　 exp.1,ff.19v.-33.
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考えて み た い。

　 3-3-1,1760年 代 の村 落 共 同体 内 の政 治 情 勢

　 1728年 に トラル マ ナル コに 施療 院 を創 設 し,運 営 に あた っ てい た ベ ツ レヘ ム修 道 会

は,1740年,財 政 上 の 理 由 か ら一 時 撤 退 を 決 定 した。 こ の施 療 院 に様 々 な喜 捨 を 行 っ

て きたインディオ 村 落 共 同体 は,こ の決 定 に 対 して抗 議 の声 を 挙 げ た が,そ の先 頭 に

立 って い た のは,カ シ ー ケで あ りか つ ゴベ ル ナ ドール職 を務 め て い た ラサ ロ ・デ ・ガ

リシ ア とい う人 物 で あ った 【MuRI肌 　 1991:178-1791。 この記 述 か ら判 断 す る と,こ

の当 時 の トラル マ ナ ル コに お い て は カ シー ケが ゴベ ル ナ ドー ル職 を 占め続 け て いた こ

とに な る。

　 そ の 後,約25年 間 の トラル マ ナ ル コの動 向に 言 及 した文 書 は見 当 た らな い が,1766

年 に入 り,政 治情 勢 は にわ か に 緊迫 の度 を高 め た よ うで あ る。 トラル マ ナ ル コの平 民

数 名 が,現 職 の ゴベ ル ナ ドー ル お よび ゴベ ル ナ ドール 経 験 者 た ち を告 発 したの で あ る。

ク リス トバ ル ・デ ・サ ンテ ィア ゴ(彼 は1774年 段 階 で,ア ナ ス タ シ オ ・ベ ラス ケス と

ともに 請 願状 を提 出 してい る)ら に よる訴 状 に よれ ば,歴 代 の ゴベ ル ナ ドール は平 民

た ち に対 し,共 同耕 地 に お い て無 償 か つ食 料 の配 給 もな し とい った 条 件 で 耕 作 を行 う

こ とを強 制 し,そ こか らあが る利 益 は 司祭 を務 め る フ ラ ン シス コ ・ハ ビエ ル ・コ ソ ト

レー ラス修 道士 が独 占 して い る。 これ 以外 に も ゴベ ル ナ ドー ル らが 平 民 た ち に対 して

加 え た危 害 は 少 な くな い。 こ う した 状 況 を 改善 す るた め に は,ゴ ベ ル ナ ドール に よ る

共 同体 財 産 の運 用 に 関す る帳 簿 の 作 成 とい った 措 置 を郡 長 官 が とる必 要 が あ る,と し

て い る65)0

　 この訴 状 を き っか け と して,共 同 体 財 産 で あ った テ ナ ユ カ農 場 の 賃 貸 を め ぐる,2

つ の 党派 の間 の対 立 が表 面 化 して い く。 この訴 訟 の内 容 に は い ま立 ち入 る余 裕 は な い

の で,行 論 との 関 係 上,重 要 と思 わ れ る事 実 を指 摘 す るに と どめ る。

　 相対 立 す る党 派 の一 方 は,訴 状 を 提 出 した,歴 代 ゴベ ル ナ ドー ル に よ る不 当 な扱 い

に 悩 ま され て きた 自称 平 民 グル ー プ であ るが,こ れ を 代 表 して い る の は,ト ラ ル マナ

ル コ騒動 にお け る塔 解体 推 進 派 の 指 導者 カル ロス ・バ ス ケス な の で あ る。それ に対 し,

そ の告 発 対 象 で あ る カ ビル ドを 掌握 して い る党 派 は,現 ゴベ ル ナ ドー ルの ベ ル ナ ル ド ・

65)AGN,　 Tierras,　 vol.1923,　 exp.1,1a.parte,　 ff.2-3.こ の 告 発 に 名 を 連 ね て い る の は,ト マ

　 ス ・ ミ ゲ ル,デ ィ エ ゴ ・ホ セ,ク リス トバ ル ・デ ・サ ン テ ィ ァ ゴ,イ シ ド ロ ・ラ ミ レ ス,フ

　 ラ ソ シ ス コ ・ア ソ トニ オ,フ ラ ソ シ ス コ ・マ ル テ ィ ン,ド ミ ソ ゴ ・デ ・ラ ・ク ル ス,ド ミ ソ

　 ゴ ・ア ン トニ オ,ル ー カ ス ・イ グ ナ シ オ,フ ェ リペ ・デ ・ラ ・ク ル ス,セ バ ス テ ィ ア ン ・デ ・

　 サ ン テ ィ ア ゴ,ホ セ ・ グ レ ゴ リオ で あ る 。
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ベ ラ ス ヶス,ニ コ ラス ・メン デス,ル イ ス ・ロ レソ ソらか ら成 って い た が,彼 ら の大

半 は1774年 段 階 で は塔 解 体 推 進 派 の 主要 メ ンバ ー と して名 を連 ね る こ とに な る。また,

ア ナ ス タ シ オ ・ベ ラス ケ スは1766年 段 階 に お い て,ア ル カル デ と して この 支配 的 党 派

に 加わ って いた 。

　 1766年 に お け る政 治 的対 立 の構 図 を1774年 の それ と比 べ る と,ア ナ ス タ シオ ・ベ ラ

ス ケス とカ ル ロス ・バ ス ケス の立 場 が 逆 転 して い る点 が 興 味 深 い。 この点 を 念 頭 に 置

きつ つ,こ の2つ の時 点 の 間 に生 じた 変 化 に つ い て考 え てみ た い。

　3-3-2.新 しい勢力配置と外部世界

　1766年段階の支配的党派はそれまでの間,フ ランシスコ修道会のコソトレーラス司

祭と密接な協力関係にあった。 しか し,コ ントレーラス司祭は1765年 頃に死亡 したよ

うであ り,そ の意味で彼 らのヘゲモニーは危機的な状況に陥っていたと考えられ る。

サンティアゴらが歴代ゴベルナ ドールを告発する訴状を提出したのは,こ うした情勢

に乗じてカビル ドの奪回を図ったのであろう。

　その後,状 況は大きく変化した。バスケスが平民層を裏切 り,メ ソデスらに接近し

たのである。この態度の変更がいつ生 じたのかは明らかではない。また,ア ナスタシ

オ ・ベラスケスの支配的党派からの脱落がこれと連動 していたかどうかも定かではな

い。確かなことは,従 来の支配的党派はアナスタシオを切 り,バ スヶスを取 り込むこ

とで窮地を脱 し,そ の地盤を守ったとい うことである。そ してこのプロセスにおいて,

郡長官 ヒル ・タボアーダは支配的党派の動きを支持 したようYr思われる。

　サンティアゴらは郡長官が不正の是正措置をとるようY'要請 しているから,ヒ ルは

当初,党 派間の政治的対立において中立,あ るいはやや平民グループよりの立場をと

っていたと思われる。 しか し,支 配的党派に対 して大きな影響力を行使 していたにち

66)AGN,　 Tierras,　vol.1923,　 exp.1,2a　 parteを 通 じ,カ ル ロス ・バ ス ケス は平 民 グル ー プ を代

　 弁 して い る。 また,2a　 parte,　f.26に は1766年 時 の支 配 的 党 派 に よる訴 状 が 見 られ るが,そ れ

　 に 名 を 連 ね て い るの は 以 下 の通 りで あ る。 フアン ・ロ レン ソ,ニ コ ラ ス ・メン デ ス ・ ミゲ

　 ル ・フ ラン コ(以 上,ゴ ベ ル ナ ドー ル経 験 者),ベ ル ナ ル ド ・ベ ラス ケス(現 ゴベ ル ナ ドー

　 ル),ペ ドβ ・グス マ ン,ル イ ス ・ロ レソ ソ,イ シ ドロ ・ラ ミ レス(以 上 正 ア ル カ ル デ),フ

　 アン ・ベ ラス ケ ス,アン トニ オ ・デ ・ロス ・サ ソ トス,ク リス トバ ル ・デ ・サン テ ィア ゴ,

　 ペ ドロ ・デ ・ロス ・サン トス,セ バ ス テ ィ ア ン ・ラ ミレス,マ テ オ ・ロ レソ ソ,ビ セ ンテ ・

　 バ ス ケス,フ ア ン ・グス マン,パ ブ ロ ・デ ィエ ゴ,ロ レン ソ ・グ ス マ ン,パ ス ク アル ・ベ ル

　 ナ ル ド,サン テ ィア ゴ ・ガ ル シア(以 上,ア ル カル デ 経 験 者),カ ル ロス ・ホ セ,ル イ ス ・

　 バ ル トロメ　(以 上,共 同体 書 記 経 験 者),バ ル タサ ール ・デ ィエ ゴ(現 共 同体 書 記),お よび

　 そ の他 プ リン シパ ル。 こ こに 出 て くる イ シ ドロ ・ラ ミ レス と ク リス トバ ル ・デ ・サ ン テ ィア

　 ゴが,平 民 グ ル ー プ と して カ ビル ドを告 発 して い る人 物 と同一 で あ るか 否 か は 分 か らな い 。

　 そ うだ とす れ ば,状 況 は よ り複 雑,か つ流 動 的 であ った と考 え ざ るを えな い 。
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がいない コン トレーラス司祭の死を契機 として,村 落共同体内部の政治状況に積極的

に関わることにより,自 らの権威を確立する可能性を見出したのではないか。 ヒルが

なぜ,支 配的党派を支持するにいたったのかは分からないが,以 後,彼 の影響力は増

大する一方であった。支配的党派の側がこれを受け入れたのは,反 対勢力の拡大とい

う事態を前に外部勢力との連携強化は不可欠であったが,コ ソトレーラス亡き後,最

も身近な外部勢力は郡長官の ヒルであったからであろう。

　支配的党派とバラ伯爵の結びつきの背後にも,ヒ ルの手が介在 した ようである。と

いうのも,1770年,ト ラルマナルコのインディオ 村落共同体は,共 同体財産であるラ

ンチョ・エル ・チーコという農場を9年 間賃貸する契約をバラ伯爵 と結んでいるが,

その手続きをとったのがヒルであったからである。この契約条件で興味を引 くのは,

この村落共同体がやは りメキシコ市のエ リー トの一員であるリーバス ・カーチ ョ侯爵

家から4,800ペ ソを借金 してお り,バ ラ伯爵が共同体に支払 うべき賃貸料はこの借金

の利子返済に充てられる,と 規定されている点である67)02-4.で 触れたように,バ ラ

伯爵の妻はこの侯爵家の出であるから,伯 爵は事実上,た だでこの農場を借 りていた

ことになる。

　 さらにバラ伯爵は,騒 動後の駆け引きの中で明らかY'さ れたように,ト ラルマナル

コの教会関連施設が解体 されるたびに,そ の材料の一部を入手 していただけではなく,

共同体財産であるテナユカ農場の賃貸にも成功するのである。

　 ここまで説明すると,郡 長官 ヒルおよびその後任のメルガレッホとバラ伯爵の関係

では,後 者が主導権をとり,郡 長官の権限を利用 して トラルマナルコのインディオ 村

落共同体に対する事実上の支配権を確立 しつつあったと考えるべきであろう。そして,

1768年 に トラルマナルコ教区に着任 したマウリーニョ司祭は,バ ラ伯爵を頂点 とする

トラルマナルコの支配構造に最初から組み込まれることとなったのである。

　 3-3-3.従 属 的 党派 の戦 略 と して の 騒動

　 か く して,1770年 代 初頭 の トラル マ ナル コに お い て は,外 部 勢 力 との協 力,あ るい

は 追従 に よ って保 身 を 図 る 支配 的 党 派 の優 位 が 完 全 に確 立 した か の よ うに見xた 。 野

に 下 った アナ ス タ シオ ・ベ ラス ケ スや ク リス トバ ル ・デ ・サ ンテ ィ ア ゴらが 率 い る党

派 は,ま った くの 閉 塞 状 況 に置 か れ てい た とい え る。

　 しか し,支 配 的 党 派 の 共 同体 内基 盤 は 依 然 と して不 安 定 な ま まで あ った 。1766年 に

噴 出 しか け た平 民 層 の 不 満 は 解 消 され てお らず,そ の不 満 の大 き さ と根 の深 さの ゆ え

67)　 AGN,　 Tierras,　vol.1518,　exp.1,　f.27.
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に,支 配的党派はバラ伯爵を頂点 とする外部勢力に迎合せざるをえなかったともいえ

る。そ して,外 部勢力への迎合の度合いが深まるほど,従 属的党派の反発と非政治的

平民層の不満は増大 していったであろ う。

　従属的党派に目を移すならば,ア ナスタシオの参加は重要な意味を持っていたと思

われる。もともと支配的党派の一員であった彼は,1766年 当時のゴベルナ ドールであ

ったベルナル ドと同姓であること,そ の下でアルカルデというカビル ド中第二の要職

を占めていたことから,村 落共同体内部におけるいわぽ名望家であったと考えられ,

彼の平民に対する影響力はけっして小さくなかったにちがいないか らである。しか し,

失脚後の彼は公の職にはつけず,カ ビル ドにおける発言権も失っていたから,す ぐに

反対運動を起こすわけにもいかなかった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　騒動後の駆け引きにおいて明らかにされた,カ ビル ドによる塔の鐘の移転あるいは

売却事件や,教 会のアーケードの解体に伴 う材料の流用事件などは,テ イラーの強調

する共同体の自律性を最優先す るイデオロギーからすれば,1774年 段階の旧い塔の解

体工事開始 と同 じ程度のインパクトを持ちえるものであり,し たがって騒動を惹起し

てもおか しくないはずであった。 しかし,前 者が行われたのは証言からすると1770年

か1771年 のことである。このタイ ミングは,実 際には騒動が発生 しなかったことを考

えるうえで示唆的である。

　残念ながら,植 民地期メキシコにおいてニュースや噂が民衆の間でどのように流布

したかを扱 った研究は為されていない。管見のかぎりでは,民 衆の間であたかも義賊

であるかのように祭 り上げられていった犯罪者の足跡に関する,ヴ ァン ・ヤングの論

文がこれに近いテーマを扱ってはいるが,正 面から問題を解明しているわけではない

【VAN　YouNG　 1992】。しかし,1766年 から翌年にかけての一連の民衆蜂起 とそれに対

する大弾圧の知らせが,チ ャルコ地方に伝わらなかったとは考えに くい。 とくに,ト

ラルマナルコなどは交通の要衝として運送業者を少なからず抱えてお り,彼 らを通 じ

て弾圧者 ガルベスのイメージがインディオ の問に広がったのではないか。事実,メ キ

シコ中央部では,1767年 以後,1810年 に独立運動が勃発するまで,大 規模な民衆蜂起

は記録されていないのであるが,そ れにはこの事件の集団的記憶が作用しているとも

考えられる。チャル コ地方の場合,メ キシコ市 との隣接性のゆえに,弾 圧の可能性も

高く,そ れが1770年 あるいは1771年 段階において トラルマナルコで騒動が発生するの

を妨げていたのか もしれない。

　 では,1774年2月 に騒動が発生 したのはなぜか。これ も想像にとどまるのであるが,

以下のように推論できるのではないか。筆者がインディオ関係の様hな 文書,あ るい
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は先行研究を目にしたかぎりでは,イ ンディオはスペイ ン人の導入 した法や制度に通

じているだけでなく,さ らにはスペイソ人間の政治状況などにもきわめて敏感に反応

しているのである68)0そ うであるならぽ,1772年 初頭にガルベスがスペイソ本国に帰

国したことや,そ の後,副 王ブカ レリの下,よ り柔軟な伝統的政治手法が復活 しつつ

あったことを,ト ラルマナルコのインディオたちが感 じていたというのも,ま ったく

あ りえない話ではないのである。彼 らが1774年 の段階ではあえて騒動に訴えたとすれ

ぽ,ガ ルベス帰国後の外部世界におけるこうした政治状況を背景としていたのではな

いか。

　このような仮説を前提 とした うえで,従 属的党派が1774年 段階で騒動を扇動,も し

くはこれに積極的に関与 したプロセスを考えてみよう。

　 トラルマナルコのインディオ 村落共同体においては,カ ビル ドの運営をめぐり政治

的党派間の争いが生 じており,1766年 にはそれが表面化 した。支配的党派は従属的党

派の代弁者であったカルロス ・バスケスを自派に取 り込むとともに,郡 長官,バ ラ伯

爵といった外部勢力との連携を強化することにより,この危機を乗 り切った。その際,

理由は明らかではないが,ア ナスタシオ ・ベラスケスは支配的党派から排除された。

しかし,こ の政治的危機の根底には土地問題が存在 してお り,支 配的党派はこれに対

してなんら解決策を提示 しえなかった。そのため,い まやベラスケスを中心として結

集した従属的党派からの反発のみならず,非 政治的中間層の不満も増大せざるをえな

かった。ここに,従 属的党派 と中間層の間に利害の一致が生 じることになる。

　しかし,支 配的党派の外部勢力との連携はきわめて強固であ り,従 属的党派が通常
　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　
のゲームのルールに従 ってカビル ドを掌握 しうる可能性は皆無に等しかった。また,

強権的な政治手法をとるガルベスの存在は,ベ ラスヶスらが非合法的な手段に訴える

ことを妨げていた。たとえば,1770年 かその翌年にカビル ドが実施した,教 会関連施

設の解体措置などは,非 政治的中間層の間にも支配的党派の姿勢に対する反感を深め

たにちがいないが,そ れはガルベスの存在によって封 じ込められた。

　1772年,ガ ルベスがスペイン本国に帰国し,伝 統的な政治手法が復活 していくにつ

れ,ト ラルマナルコを取 り囲む外部世界の情勢は微妙に変化 していった。支配的党派

はこの変化に気付 くことなく,1773年 末,教 会の旧い塔を解体する措置を決定した。

そして,1774年2月8日,そ の解体作業が開始されると,非 政治的中間層を中心とし

68)顕 著 な例 と して は,1766年,1767年 の ミチ ョア カ ソ地 方 に おけ る民 衆 蜂 起 で 指 導 的役 割 を

　 果 た したインディオ,ペ ドロ ・デ ・ソ リア ・ビ リャ ロエ ル の 動 き が 挙 げ られ る[CASTRO

　 1990]o
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てこれに抗議する動きが生 じた。情勢の変化を敏感に読みとっていたベラスケスら従

属的党派はこの機に乗じて支配的党派の不正,と くに外部勢力 との結託を暴き出し,

メキシコ市の植民地当局中枢部の介入を招 くことにより,政 治的実権を奪取すること

を企てた。騒動そのものはただちに鎮圧されたが,非 政治的中間層の支持を背景 とし

たベラスケスらの活動を排除することは,支 配的党派にはもはや不可能であ り,彼 ら

のそれまでの行動が植民地当局上層の知るところとなった。

　 これが,1774年 の トラルマナルコにおいて土地問題 政治的党派の対立が騒動へと

発展した経緯の大筋であったと考えられる。最後に,18世 紀後半から19世紀前半にか

けてのチャルコ地方の歴史の中でこの騒動が有する意義について考えてみたい。

3-4.　 トラル マナル コ騒動 の歴史 的意義

　 トラルマナルコ騒動を歴史的にどう評価すべきであろうか。植民地期メキシコにお

ける騒動一般の中に埋没させることも可能ではあるが,そ れでは本稿の目的にはそぐ

わない。チャルコ地方,よ り狭 くは トラルマナルコの歴史の流れにおいてこの騒動の

果たした役割を明らかに しなけれぽならない。

　この騒動は,特 殊な状況下における政治的党派間の対立の1つ の発現形態としての

側面を有している。 この観点からす ると,ア ナスタシナ ・ベラスケスは個人的怨恨か

ら,あ るいは政治的野心,経 済的利害からこれに関与したにすぎないことになる。

1766年には平民層の側に立って支配的党派を批判 したカルロス ・パスケスが,そ の後,

支配的党派に組み込まれ,従 来の政治 ・経済 ・社会構造がなんら変化 しなかったよう

に,ベ ラスケスの行動 もインディオ 村落共同体の在 り方を変えるものではなかった,

とい うわけである。実際,ベ ラスケスは騒動の翌年,バ スケスやルイス ・ロレソソを

相手どり,土 地訴訟を起こしてお り,彼 が自らの利益のために騒動を利用 した可能性

は否定 しえない69)0しか し,イ ンディオ村落共同体 と外部世界との関係とい う観点か

らすると,ト ラルマナルコ騒動は別の側面を有 していたと考えられるのである。

　支配的党派が,村 落共同体内部の様hな 矛盾を放置 しながら,政 治的実権を維持す

るには,外 部世界の諸権力 との結びつきが重要であった こと,そ して1760年 代から

1770年代初頭にかけての トラルマナルコにおいて,支 配的党派が外部勢力に対するい

わば迎合路線をとっていたことにはすでに触れた。ベラスケスらの騒動後の活動は,

彼ら自身の主観的意図とは無関係に,こ の迎合路線の破綻,新 たな選択肢 としてのア

シエンダとの対決路線の台頭を招 くことになった。

69)　AGN,　Tierras,　vol.992,　exp.1.
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　ベラスケスらの告発の直接の対象は支配的党派であったが,そ の非難が彼 らと結託

していた郡長官,司 祭らにまでおよんでいたことは,一 連の請願書の内容などからも

窺われる。とくに問題となるのは,暗 黙の うちにバラ伯爵をも批判している点である。

郡長官には任期があるし,司 祭 もいずれは交替する。したがって彼らを告発しても,

新たに赴任してくる者と協力関係に入るのに支障をきたすことはない。しかし,ア シ

エ ンダの所有者が変わることはあっても,ア シエン ダそのものが解体することは,植

民地期においてはまれであった。 さらにバラ伯爵の場合,彼 のアシエンダ経営に対す

る熱意とそこから上がる利益の大きさ「ＬADD　1984:63-64】 などを考えた場合,ア シ

エソダ ・デ ・サバ レタを手放すとは考えにくかった。これは,ベ ラスケスらがその非

難をバラ伯爵にまで向けたことにより,こ のアシエ ンダとの協力関係を修復す ること

が長期にわた り困難になったことを意味 した。

　他方で,支 配的党派の外部勢力に対する迎合路線を非難するにあた り,ベ ラスケス

らが本来,政 治的には中立であった中間層の支持をえていたこと,そ してそれゆえに

支配的党派によって排除されることを免れたことは,彼 がカビル ドを掌握 したあかつ

きに迎合路線を復活させることを断念させる方向で作用したにちがいない。ここにお

いて,少 数の党派間の駆け引きによって規定されていた従来のインディオ 村落共同体

政治は変更を余儀なくされ,政 治的党派から排除されてきた中間層の意向を考慮する

政治的必要が生 じることとなる。

　騒動後の トラルマナルコにおけるこのような政治状況の変化を直接に示す史料は,

いまのところ見つかっていない。 したがって,ベ ラスケスらが最終的に政治的勝利を

おさめたのか,そ れとも支配的党派が実権を握 り続げたのかは定かでない。しかし,

トラルマナルコ村落共同体が騒動後,ア シエソダ ・デ ・サバ レタの所有者であるバラ

伯爵との対決路線を選んだことは,1780,1790年 代に両者の間で土地訴訟がもちあが

っていることからも明らかである70)。

　 こうした村落共同体の姿勢が騒動前の支配的党派の方針からは導き出しえないこと

はい うまでもない。 トゥティーノは,1821年 のメキシコの独立を契機 として,チ ャル

コ地方におげるメキシコ市エ リー トとインディオ 共同体の間のアシエソダを媒介とし

た垂直的な社会的統合が次第に崩壊 していき,インディオ 共同体とアシエソダの間の

共生関係が失われたことが,19世 紀半ばの新 しい政治 ・経済状況下,両 者の間の対立

が表面化する前提であった と論 じている[TUTINO　 l9881。 しか し,ト ラルマナルコ

に関 していえば,インディオ 村落共同体とアシエソダの関係が共生から対決に転換 し

7Q)　AGN,　Tierras,　vol.1666,　exp.3;vol.1932,　exp.1.
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た端 緒 は,1774年 の 騒動 に あ った と見 なす べ きで あ ろ う71)0ト ラル マ ナ ル コ騒 動 の歴

史的 意 義 は,こ の 点 に求 め られ るの で あ る。

お　わ　 り　 に

　 1つ のインディオ 村落共同体が騒動へといたる過程を,共 同体内の状況 と外部世界

の動向との連関に即 して叙述,分 析するとい う本稿の目的は,以 上の記述をもって一

応達成された。別のいい方をすれば,緩 慢な変化しか示さない構造,変 動局面,そ し

て短期的な事件やパーソナリティという3つ の領域の交錯する地点において,ト ラル

マナルコ騒動を説明しえたことになる。 もちろん,こ の面でも欠落が少なくないこと

は否めない。最大の問題点は,ト ラルマナルコ村落共同体内での政治過程に関する情

報が断片的であ り,多 くの仮説に頼らざるをえなかった点であろう。また,政 治過程

と土地問題の連関についても,インディオ による生産の実態が明らかにされていない

ため,議 論が抽象的にすぎたきらいがある。 こうした点は今後,可 能な範囲で補 って

いきたいと考えている。

　他方で,こ の個別事例の叙述,分 析作業において,テ イラーやヴァン ・ヤソグの一

般的インディオ騒動モデルでは捉えきれない要素が多数存在することが明らかにされ

た。 このケースのように共同体が分裂 したままその一部が蜂起するとい うパターンの

存在は,従 来のインディオ騒動論の見直 しを迫る可能性を秘めている。もちろん,そ

れにはこのパターソがある程度の広が りをもって存在していた ことが示されねぽなら

ない。この種の実証的モノグラフの積み重ねを待つことにしたい。

　 しかし,当 面は,新 たな一般化を急ぐのではなく,騒 動をインディオ 村落共同体の

歴史的現実に迫ってい くための手がか りと考え,作 業を進める方が生産的であるよう

に思われる。この面でも,本 稿はあまりに多 くの課題を残 している。本稿で明らかに

されたのは,インディオ 村落共同体の実態のほんの一端にすぎない。 この歴史的現実

をより立体的に再構成 していくためには,新 たな種類の史料の収集から始めねばなら

71)　 これが19世 紀後半のチ ャル コ地方 におけ るアシエ ンダに対す るイ ンデ ィオ村落共同体の全

　 面的闘争に直接結 びつ くとか,あ るいは1774年 以降,ト ラルマナル コが一 貫 してアシエ ンダ

　 との対決路線 を とり続けた とい うわけではない。 また,こ れ以前にインディオ 村落共 同体 と

　 アシエソダが対立 した こ ともあ った。両者 の関係は状況に応 じて変化 したのである。 ここで

　 あえて 「端緒」 とい う語を用 いたのは,ア シエ ンダとの関係をめ ぐ り,協 調=迎 合路線 とは

　 異 なる道 として対 決路線 が明確に意識化 され,以 後 も,実 際には支配的党派が迎合路線を と

　 ることがあ って も,非 政 治的 中間層を も大量Yy動 員 しうるのは対決路線であ った とい うこと

　 を示すため6'す ぎない。
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ないだろう。ここでは,本 稿の中で若干言及 しながら,現 在の筆者の力量では扱いえ

ないため意図的に議論の対象としなかった問題を3つ ほど挙げておきたい。

　まず,インディオ と非インディオ の関係をどう把握すべきかという問題がある。

トラルマナル コ騒動では,マ リア ・ア ドリアナとホセ ・エスピノサという2人 のメス

ティソが重要な役割を演 じているが,そ れでもなおかつこれを 「インディオ」騒動 と

呼んでも構わないのか。あるいは,彼 らはすでにある程度インディオ 化していたのか。

そ うだとすれぽ,い かなるメカニズムを通じてなのか。

　第二の問題は,政 治的党派の形成に際 して日常生活における社会的結合関係がどう

作用したのか,と い う問いである。最初の問題に即 していえば,エ スピノサはなぜベ

ラスケス側を支持 し,バ スケスらと対立する道を選んだのか,こ の選択の背後にはい

かなる要因が存在 したのかということになる。インディオ に話をかぎるならば,党 派

の中心的 メンバーの間にはいかなる関係が存在 してお り,新 たなメソバーを リクルー

トした り,あ るいは古参メンバーを排除 した りする際,な にが基準となっているのか

を明らかにする必要がある。

　第三は,前 の問いとも多少重なってくるが,政 治的対立の背後にある非経済的要因

の重要性をどう評価するかに関わる。本稿では土地問題 という経済的要因が政治的対

立の図式を規定 していた側面を強調 してきたが,政 治が経済に還元しえないのはい う

までもない。インディオ村落共同体における政治を理解するには,カ ビル ドをめ ぐる

争いにおいて威信や権威といった要因が果た した役割 も解明していかねばならないで

あろう。

　最後に,本 稿では植民地時代に対象を限定 したため,最 初から排除 されてきたが,

インディオ村落共同体の在 り方とい う点で,き わめて重要な問題が残 されていること

を述べてお く。チャルコ地方においてインディオ村落共同体が解体するのは,ど んな

に早 く見積もっても1860年代か1870年 代のことである。18世 紀後半にはこの地方の多

くのインディオ共同体が トラルマナルコ同様,様 々な矛盾と内部対立を抱えていたこ

とは,す でに指摘 した通 りである。では,独 立に伴 う外部世界の情勢変動を前にして,

村落共同体が内部から崩壊 していかなかったのはなぜか。崩壊を遅 らせた,い いかえ

れぽ共同体の凝集力を維持するメカニズムは,18世 紀後半の村落共同体にすでに内在

していたのか。ここにいたりわれわれは,テ イラーが重要視 した側面,す なわち共同

体の自律性(あ るいはこれを重視するイデオロギー),団 結性をア ・プリオ リに措定

するのではなく,矛 盾を抱えながらもこれらが再生産されるプロセスを具体的に究明

することを迫られるのである。
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